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第１章 基本的考え方 
 第１ ガイドライン策定の目的 
        「東京都建設リサイクルガイドライン（島しょ地域版）」(※)（以下「ガイドライン」

という。）は、「東京都建設リサイクル推進計画」（以下「推進計画」という。）の戦略

その９（島の建設リサイクルを推進する）及び「東京都建設リサイクルガイドライン」

に基づき策定するものである。 
      ガイドラインは、推進計画の戦略その９を着実に推進するため、建設資源循環   

に関する各種の施策（事前調査、リサイクル計画、利用調整、適正な分別解体等及び

再資源化等、建設グリーン調達、実施状況の把握等をいう。以下これらの施策を「建

設リサイクル推進施策」という。）の実施について必要な、各島共通の代表的な事項を

定める。 
        都は、建設工事の計画、設計、施工、維持管理等に当たっては、ガイドラインに基

づき建設リサイクル推進施策を実施し、島しょ地域における建設資源循環の促進を図

る。 
      ※ ここでいう「リサイクル」とは、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の総称である。 
 
  第２ 基本的考え方 
    １ 建設資源循環 
        建設資源循環を促進するため、以下の取組を行う。 

(1)長 期 使 用 〇建築物や土木工作物等の長期使用に努める。 

(2)発 生 抑 制 〇建設副産物が発生する建設工事等の施行に当たっては、まず発生抑

制を徹底する。 

(3)利用調整等 

 

〇建設副産物が発生する場合、その対策については計画的な取組を行

うものとし、建設副産物の発生の予定などを把握して現場内利用を促

進するとともに、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施設活用等の

利用調整を行う。 
 なお、各工事ごとにリサイクル計画を作成する。 

(4)分別解体等及

び再資源化等 

 

〇工事現場における分別解体等に当たっては、搬出先の再資源化施設

の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する。

また、工事現場において発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資

源化等を行う。 

○建設資材廃棄物の再資源化等（再使用・再生利用・熱利用(回収)・
縮減）は、島内、他島、本土のいずれかで行うものとする。 

(5)実態調査及び 
   補足改善 

〇現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用等の実施状況について

は、毎年度、実態調査を行い把握するとともに、その結果をもとに、

効果の大きい施策を継続し、不十分な部分を補足改善する。 

(6)島内産材料の

  活用 

○建設工事等で使用する建設資材には、できる限り島内産材料（岩石

、砂、土、溶岩、火山礫、火山灰、木材等）を使用したものを活用す

る。 

(7)再生建設資材 
   等の活用 

〇建設工事等で使用する建設資材には、できる限り建設副産物を再資

源化することにより得られた物を活用する。 
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２ 環境配慮 
        建設資源循環の促進に当たっては、発注部局が定める環境配慮指針によるほか、以

下の環境配慮を行う。 

(1)適正処理及び 
   環境配慮 

〇建設副産物の分別、運搬、処理等に当たっては、関係法令に基づき

適正な処理を行うほか、できる限り環境に配慮する。 

(2)環境破壊行為 
   の抑制 

〇建設副産物の現場内利用、工事間利用等に当たっては、自然環境の

保全や再生に留意するものとする。特に、土砂の埋立等は関係法令に

基づくもので客観的に見て妥当な目的及び利用計画があるもの、自然

再生に寄与する場合等に限定して行うものとし、里山や谷戸などを破

壊する行為に使用しない。 

(3)再生資源等の

 活用による山 
  砂等天然材の 
  使用抑制 

〇土工、基礎工、舗装工、コンクリート工等に当たっては、現場発生

材や再生資源を活用することにより、貴重かつ良質な天然資源である

山砂や砕石等の使用を抑制し、採取地の延命化、天然資源の温存、自

然環境の保全を図る。 

(4)環境物品等の 
使用及び環境 

  影響物品等の 
  使用抑制 

〇建設工事に使用する建設資材は、環境負荷の低減に寄与する環境物

品等を使用するなど建設グリーン調達を促進するとともに、原材料の

調達や製造に環境破壊を伴う物、使用することにより環境に悪影響を

与える物などの環境影響物品等はできる限り使用しない。また、島内

産木材や多摩産木材などを活用することや熱帯雨林材の使用抑制な

ど木材利用の合理化を促進すること等により、森林など自然環境の保

全及び育成を図る。 

(5)汚染土壌及び 
  有害物質等の

 適正処理 

〇汚染土壌や有害物質等が発生した場合は、関係法令を遵守して適正

な運搬、保管及び処理に努める。 

(6)植物防疫等の

 配慮 

○建設副産物の運搬等に当たっては、植物防疫法(昭和25年法律第15
1号)等の関係法令を遵守し対象となる動植物の付着等を防止すると

ともに、イエシロアリ等の生活環境に影響を与える生物の付着等が生

じないよう予防措置を講じ、このような動植物の拡散防止に努める。

(7)外来生物の拡

  散防止等 

○島内で施行する建設工事等に当たっては、特定外来生物による生態

系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）に規定

する特定外来生物及び未判定外来生物並びに同法の対象とならない

要注意外来生物について、その使用抑制や駆除など予防措置を講じ、

外来生物の拡散防止に努める。また、生物多様性に配慮する。 

(8)景観への配慮 ○島内で施行する建設工事等に当たっては、自然素材の採用、外観の

工夫など、関係法令等に基づき、景観に十分配慮する。 

(9)地球環境への

  配慮 

○気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が平成17年2月1
6日に発効したことに伴い、建設工事等の施工、建設副産物の運搬や

処理等に当たっては、温室効果ガスの削減等、地球環境の保全に努め

る。 

 
 
 



 

 -3-

   第３ 適用範囲等 
     １ 適用範囲 
        ガイドラインの適用範囲は以下のとおりとする。 

(1)対象工事 ①ガイドラインは、都、都監理団体及び町村発注工事（公の施設の維

持管理作業等を含む）。以下「都関連工事」という。）のうち、島しょ

地域で施行されるものを対象とする。 

②都は、建設工事の計画、設計、施工、維持管理等に当たっては、ガ

イドラインに基づき、建設リサイクル推進施策を着実に実施しなけれ

ばならない。 

③都関連工事発注部局（以下「発注部局」という。）の建設副産物担

当者、設計担当者、監督員、検査員、発注部局から設計業務を受託す

る業者（以下「受託者」という。）、工事を請け負う建設業者又は解体

工事業者（以下「請負者」という。）、工事監理を受託する業者は、ガ

イドラインを遵守し、建設リサイクル推進施策を着実に実施しなけれ

ばならない。 

(2)都と町村等と

 の連携協力 

〇都と町村等が連携協力しつつ、ガイドラインに基づく建設リサイク

ル推進施策を実施する。 

(3)民間発注工事

  の取扱い  

〇民間発注工事については、「東京都建設リサイクルガイドライン（

民間事業版）」による取組を行うほか、関係業界等と連携し、必要に

応じて建設資源循環に資する取組の推進を図っていく。 

 
   ２ 位置づけ 
       ガイドラインの位置づけは、以下のとおりとする。 

(1)ガイドライン

  の位置づけ 

〇ガイドラインは、推進計画の実施計画及び建設リサイクル推進施策

を実施するための指針を兼ねるとともにその方法を解説する手引書

であり、各島共通の代表的な事項を定めるものである。 
 また、推進計画と発注部局が定める基準類（仕様書類を含む。）と

の中間に位置するものであり、発注部局は、ガイドラインと基準類と

の整合を図り、建設リサイクル推進施策に即した設計、積算、施工管

理等に努める。（図－１参照） 

(2)建設グリーン

  調達 

〇ガイドライン中の「建設グリーン調達」は、国等による環境物品等

の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）第4条に規定

する環境物品等への需要の転換を図るための措置、第10条に規定する

環境物品等の調達の推進を図るための都の方針（都発注工事における

建設資材等に限る。）、同方針に基づく環境物品等の調達の仕組み等に

該当するものである。 

(3)策定及び進行

  管理等 

○ガイドラインの策定及び進行管理等は、「東京都建設副産物対策協

議会」（都の10局で構成、会長は都市整備局次長、事務局は都市整備

局、財務局及び建設局が担当。以下「協議会」という。）が行う。 
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  第４ 対象となる建設副産物等 
       手引きの対象となる建設副産物は、以下のとおりです。 

対象となる建設

副産物等 

〇ガイドラインの対象となる建設副産物等は、推進計画に規定するも

の等であり、以下のとおりである。 

・社会資本等の整備及び更新等に伴う副産物（建設廃棄物、建設発生

土、しゅんせつ土等） 

・社会資本等の維持管理に伴う副産物（しゅんせつ土、せん定枝葉等

） 

・都民生活や産業活動等に係る廃棄物処理後の副産物（一般廃棄物、

上水スラッジ、下水汚泥等） 

・建設資材として使用する環境物品等 

・熱帯雨林材の使用抑制、その他必要なもの 
 
 
    （図－１）ガイドラインの位置づけ 

東 京 都 建 設 リ サ イ ク ル 推 進 計 画

東京都建設リサイクルガイドライン（島しょ地域版）

手引類等

（発注部局の基準類等への整合） （施策の実施、実施体制の整備）

《設計関係の
　基準類》
・設計基準、
積算基準、設
計単価　等

《仕様書類》
・工事標準仕
様書、設計委
託標準仕様
書、工事特記
仕様書、設計
委託特記仕様
書等

《施工関係の
　基準類》
・請負者等提出
書類基準、施工
管理基準、工事
記録写真撮影基
準　等

《材料関係の
　基準類》
・材料検査実
施基準、材料
仕様書　等

各局・支庁・都監理団体・区市町村



 

 -5-

第２章 リサイクル計画の作成等 

第１ リサイクル計画の作成 

建設副産物のリサイクルを計画的かつ効率的に実施していくため、基本（予備)設計及

び詳細（実施）設計段階、積算段階、施工段階において、建設副産物の発生抑制、現場

内利用、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施設活用等について、リサイクル計画を

作成する。 

発注部局は、設計委託標準仕様書又は設計委託特記仕様書等において、受託者はリサ

イクル計画書を作成し提出しなければならないことを明示する。また、工事標準仕様書

又は特記仕様書等において、請負者はリサイクル計画を含めた施工計画書を作成し提出

しなければならないことを明示する。（図－２参照） 

 

（図－２）リサイクル計画作成フロー 

 

１ 基本（予備）・詳細（実施）設計段階 

受託者は、設計業務委託の一環として、以下のとおり基本（予備）・詳細設計（実施）

設計段階のリサイクル計画を作成する。 

基本(予備)設計

段階の計画 

○受託者は、「リサイクル計画書（基本(予備)設計段階）」を作成する

ものとし、リサイクル計画書には再生資源利用〔促進〕計画書を添付

する。なお、リサイクル計画書は下記の要件に該当するもので予定金

額が100万円以上の工事の場合に作成する。 

（要件） 

・土砂（しゅんせつ土を含む）が発生する工事 

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土、建設

発生木材、建設混合廃棄物が発生する工事 

・金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物

を搬出する工事 

・土砂を搬入する工事 

・砕石を搬入する工事 

・加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

（添付図書の作成） 

・再生資源利用〔促進〕計画書は、国土交通省のホームページに掲載

されている「建設リサイクルデータ統合システム」（ＣＲＥＤＡＳ
ク レ ダ ス

）

をダウンロードするなどして作成することができる。 

ＨＰ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html 

 

・再生資源利用〔促進〕計画書の作成に当たっては、別途定める「再

生資源利用〔促進〕計画書（実施書）作成の手引き」を参考にすると

よい。 

基本（予備）
設計段階

施工段階基本（実施）
設計段階

積算段階

受託者が作成 設計担当者が作
成

受託者が作成 請負者が作成
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詳細(実施)設計

段階の計画 

○受託者は、基本(予備）設計時のリサイクル計画書の内容を踏まえ、

「リサイクル計画書（詳細(実施)設計段階）」を作成するものとし、

リサイクル計画書には再生資源利用（促進）計画書を添付する（作成

方法は基本（予備）設計段階と同じ。）。また、基本（予備）設計時に

リサイクル計画書が作成されていない場合は、新たに作成する。 

なお、リサイクル計画書は下記の要件に該当するもので予定金額が

 100万円以上の工事の場合に作成する。 

（要件） 

・基本（予備）設計段階と同じ 

○受託者は、建築物の解体工事で予定金額が100万円以上の工事の場

合は、「リサイクル計画書（解体工事用）」を作成するものとし、リサ

イクル計画書には再生資源利用〔促進〕計画書を添付する（作成方法

は基本（予備）設計段階と同じ。）。また、基本（予備）設計時にリサ

イクル計画書が作成されていない場合は、新たに作成する。 

 

２ 積算段階 

設計担当者は、設計・積算業務の一環として以下のとおりリサイクル計画を作成する。 

積算段階の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設計担当者は、設計・積算に当たっては、予定金額が 100 万円以上

の工事の場合には、基本(予備)・詳細(実施)設計時のリサイクル計画

書を確認するとともに、見直しが必要な場合は、数量等を修正するな

どして「リサイクル計画書（積算段階）」を作成するものとし、リサ

イクル計画書には再生資源利用（促進）計画書を添付する（リサイク

ル計画書の作成は、国土交通省のホームページに掲載されているＣＲ

ＥＤＡＳによる。）。 

なお、基本(予備)・詳細(実施)設計時にリサイクル計画書が作成さ

れていない場合は、新たに作成する。 

○設計担当者は、建築物の解体工事の場合で予定金額が 100 万円以上

の工事の場合は、解体工事用のリサイクル計画書を作成するものと

し、基本(予備)・詳細(実施)設計時のリサイクル計画書を確認すると

ともに、見直しが必要な場合は、数量等を修正するなどして「リサイ

クル計画書（解体工事用）」を作成するものとし、リサイクル計画書

には再生資源利用〔促進〕計画書を添付する（作成方法は上記と同

じ。）。 

○設計担当者は、下記の要件に該当するもので予定金額が 100 万円 
以上の工事の場合は、工事の起工に当たっては、工事設計書にリサ 
イクル計画書を添付し、建設リサイクルに対する取り組み内容を明 
確にする。 
（要件） 
・土砂（しゅんせつ土を含む）が発生する工事 
・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土、 
 建設発生木材、建設混合廃棄物が発生する工事 
・金属くず、廃プラスティック、紙くず、アスベスト、その他の 
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 廃棄物を搬出する工事 

・土砂を搬入する工事 

・砕石を搬入する工事 

・加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

・リサイクル計画書（解体工事用）を作成した工事 

○設計担当者等は、工事設計書毎に添付したリサイクル計画書の写し

について、1年間（翌年度の4月～3月）保管し、建設リサイクル促進

や進行管理等に活用する。 

 

３ 施工段階 

請負者は、施工計画書の作成に当たり、施工段階におけるリサイクル計画を記載する

とともに、関係法令及びガイドラインに基づく書類を添付し、監督員に提出する。 

(1) 施工計画書へのリサイクル計画の記載事項 

請負者は、リサイクル計画を含めた施工計画書の作成に当たっては、以下の事項を記

載する。 

工事概要等 ○工事件名、工事場所、現場代理人名、廃棄物管理責任者名、工期、

工事概要等 

建設副産物の種

類、リサイクルの

方法等 

○建設副産物の種類、発生予測量、現場内利用量、減量化量、売却量、

工事間利用量、中間処理量（現場外搬出量）、最終処分量（直接最終

処分する場合に限る。）、処理期間、保管方法、収集運搬方法、処分方

法、発生土受入地（工事間利用先、覆土利用先等）、処分先（再資源

化施設、清掃施設等）、運搬経路、その他 

建設副産物の運

搬・処理業者 

○運搬・処理業者名、許可番号、許可の種類、許可品目、許可の期限、

処理能力、最大保管量、会社及び施設所在地等 

現場での分別 ○工事現場における建設副産物の分別はもとより、現場事務所や作業

員宿舎等における紙、生ごみ、カン、ビン類、その他の一般廃棄物の

分別の方法、また、材料の梱包材、切れ端、金属類等についての分別

収集方法等 

解体工事計画 ○建築物の解体工事の場合は、解体工事業者名（建設業者名）、技術

管理者氏名（主任技術者又は監理技術者氏名）、分別解体等の手順、

建設資材廃棄物の分別方法、発生する建設資材廃棄物の種類・数量、

建設資材廃棄物の再資源化等の方法など 

工事記録写真撮

影計画 

○建設副産物の処理状況を記録するため、工事記録写真の撮影計画を

作成する。この場合、発注部局が定める工事記録写真撮影計画書へ記

載してもよい。 

○積込状況、運搬状況（工事現場出発時）、産業廃棄物運搬車表示状

況、現場内利用状況、工事間利用状況、再資源化施設の状況、清掃施

設の状況、最終処分場の状況（直接最終処分する場合に限る。）、現場

内での分別状況、再生資源の利用状況等の撮影について記載する。な

お、解体工事は、分別解体等の状況、分別された建設資材廃棄物の状

況、建設資材廃棄物の運搬状況、再資源化施設や清掃施設への搬入状

況等を撮影する。 
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○運搬状況（工事現場出発時）の撮影に当たっては、積込状況、土質、

運搬車両のナンバープレート等を入れて撮影する。 

○現場内利用や工事間利用状況の撮影に当たっては、工事箇所が特定

できるよう周辺の背景を入れて撮影する。 

○再資源化施設の状況や最終処分状況（直接最終処分する場合に限る

。）の撮影に当たっては、施設が特定できるように撮影する。 

 

(2) 施工計画書の添付書類 

施工計画書には、以下の関係書類を添付する。 

再生資源利用計

画書 

 

 

 

 

○再生資源利用計画書は、建設資材（土砂、砕石、アスファルト混合

物）を現場に搬入し利用する場合に必要なものである。 

○請負者は、下記の要件に該当する工事の施工計画に当たっては、Ｃ

ＲＥＤＡＳに必要なデータを入力して作成、3部印刷して1部を施工計

画書に綴じ込み、1部を監督員に提出し、1部を工事しゅん工まで自ら

保管する。※ 

なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事を除外すること

ができる。 

（要件） 

・土砂を搬入する工事 

・砕石を搬入する工事 

・加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

再生資源利用促

進計画書 

（建設廃棄物処理

計画を兼ねる） 

○再生資源利用促進計画書は、建設副産物のうち、建設発生土、コン

クリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設泥

土、建設混合廃棄物等を搬出する場合に必要なものである。 

 ○請負者は、下記の要件に該当する工事の施工計画に当たっては、Ｃ

ＲＥＤＡＳに必要なデータを入力して作成、3部印刷して１部を施工計

画書に綴じ込み、1部を監督員に提出し、1部を工事しゅん工まで自ら

保管する。※ 

なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事を除外すること

ができる。 

（要件） 

・建設発生土を搬出する工事 

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土、建設

発生木材、建設混合廃棄物を搬出する工事 

・金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物

を１ｔ以上搬出する工事 

産業廃棄物に 

係る許可証の 

写し 

○収集運搬業者、処分業者の許可証の写しを添付する。ただし、中間

処理後に最終処分行う場合は中間処理業者の取引先の収集運搬業者及

び最終処分業者の許可証の写しも併せて添付する。 
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産業廃棄物処理

委託契約書の写

し 

○請負者が収集運搬業者及び処分業者と契約したもの。ただし、中間

処理後に最終処分を行う場合は、中間処理業者が取引先の収集運搬業

者及び最終処分業者と締結している契約書の写しを併せて添付する。

マニフェストの

様式 

○工事で使用するマニフェスト（一次マニフェスト）の様式、電子マ

ニフェストの場合は手続き方法等の資料を添付する。 

※ 再生資源利用（促進）計画書の作成に当たっては、別途作成の「再生資源利用計画書（実施書）作成

の手引き」を参考として、適正な計画書の作成に努める。 

 

第２ 建設副産物情報交換システムの活用 

「建設副産物情報交換システム」（以下「ＣＯＢＲＩＳ
コ ブ リ ス

」という。）は、(財)日本建設

情報総合センター（以下「ＪＡＣＩＣ
ジ ャ シ ッ ク

」という。）が運営管理するオンラインシステムで

ある。 

このシステムは、公共工事の発注者（発注部局）、排出事業者（請負者）及び処理業者

（再資源化施設等）間の情報交換により、建設副産物に係る需給バランスの確保、再資

源化の着実な実施、適正処理の推進など建設資源循環に資するほか、資源の有効な利用

の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「ラージリサイクル法」という。）、建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下本章にお

いては「建設リサイクル法」という。）、建設副産物実態調査（以下本章においては「セ

ンサス」という。）の各種書類作成作業の省力化を図ることができる。発注部局は、都関

連工事の施行に当たっては、ＣＯＢＲＩＳを活用することにより建設資源循環を促進す

るとともに、関係法令等に伴う書類作成作業の簡素化を図るものとする。 

(1) ＣＯＢＲＩＳの機能・対象物等 

ＣＯＢＲＩＳの主要機能、対象建設副産物、利用対象者等については、以下のとおり

である。 

主要な機能 ○再資源化施設の検索機能 

・施設名、所在地、受入品目、受入時間等 

○再資源化施設までの運搬距離計算機能 

・工事現場から再資源化施設までの運搬距離を計算できる 

○受入料金登録機能（再資源化施設） 

・再資源化施設は自ら受入料金情報を登録することができ、ユーザ

ーはこの情報を検索できる 

○受入料金登録機能（公共工事発注者） 

・公共工事発注者は、自ら調査した再資源化施設の受入料金情報を

登録でき、当該公共発注者のみこの登録情報を検索できる 

○工事情報登録機能 

・発注者名、件名、工種、場所、工期、建設副産物の種類、排出量

等 

○書類作成機能（登録証明） 

・建設副産物情報交換システム工事情報登録証明書 

○書類作成機能 

・再生資源利用〔促進〕計画書（実施書） 
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○書類作成機能 

・建設リサイクル法第10条に基づく届出書等 

対象建設副産物 

（５品目） 

○コンクリート塊 〇アスファルト・コンクリート塊 

○建設発生木材  〇建設泥土  〇建設混合廃棄物 

利用対象者等 ○請負者 

 請 負 者 工事を監理できる支店・事務所単位  

 

運営管理 ○ＣＯＢＲＩＳの運営管理及び問合せ先は、以下の機関である。 
 

・財団法人 日本建設情報総合センター(建設副産物情報センター) 

所在地 〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20 
アカサカセブンスアヴェニュービル2Ｆ 

電 話 03-3505-0410  ＦＡＸ 03-3505-8872 

Ｈ Ｐ http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

E-mail  mailto:recycle@jacic.or.jp 

 

(2) 発注部局の取組 

発注部局は、本土の再資源化施設の利用を想定する場合、ラージリサイクル法、建設

リサイクル法、センサスの各種書類作成作業の省力化を図る観点などからＣＯＢＲＩＳ

を活用するものとし、運用方針は以下のとおりとする。 

設計・積算時点

での活用 

○発注部署は、必要がある場合は、設計・積算時点において、再資源

化施設の検索機能や受入料金登録機能（再資源化施設）等の活用を図

るものとする。 

特記仕様書作成時

における取組 

 

 

 

 

 

○設計担当者は、対象建設副産物（５品目）及び金属くず、廃プラス

チック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物が発生する工事につい

て、特記仕様書にＣＯＢＲＩＳへの登録義務を明示し、契約条件とす

る。ただし、以下の要件に該当する場合は登録を省略することができ

る。 

（要件） 

・単価契約工事等の建設副産物発生量が微量のもの 

・災害等の緊急性を要する工事・簡易契約方式の工事 

ラージリサイクル

法等に基づく指導

○ラージリサイクル法に基づく建設省令では、一定規模以上の工事の

場合は、再生資源の利用計画等の作成が義務付けられていることから、

特記仕様書等において、請負者に対し、ＣＯＢＲＩＳに登載されてい

る「建設リサイクルデータ統合システム」（以下「ＣＲＥＤＡＳ
ク レ ダ ス

」とい

う。）により「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）」を作成し、監

督員への提出を義務付ける。 

センサスの取りま

とめ 
○センサスは、推進計画に基づき、推進計画に掲げた再資源化等の目

標の達成状況を把握するとともに、その結果をもとに補足改善を行う

ために毎年度実施するものである。 

センサスの実施に当たっては、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲ

ＥＤＡＳにより「再生資源利用〔促進〕実施書」を作成した場合には、
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調査票の作成・提出を省略することとし、ＪＡＣＩＣから得られる登

録情報をもって調査を実施し取りまとめを行うこととする。 

 

(3) 請負者の取組 

請負者がＣＯＢＲＩＳを活用する場合の運用方針は、以下のとおりとする。 

施工計画作成時等

における取組 

○請負者は、工事請負契約を締結後、ＣＯＢＲＩＳへの登録を速や

かに行うものとし、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変

更が生じた場合は、速やかにＣＯＢＲＩＳにデータの入力を行う。

なお、ＣＯＢＲＩＳの利用に当たっては「システムの利用手引書

（排出事業者用）」(ＪＡＣＩＣ作成のもの)を参考とする。 

データ入力記録の

提出 

○請負者は、データ入力を行う都度「建設副産物情報交換システム

工事登録証明書」を監督員に提出する。 

再生資源利用（促

進）計画書（実施書

）の提出 

○請負者は、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲＥＤＡＳにより、

施工計画作成時には「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促

進計画書」を、再資源化等完了時には「再生資源利用実施書」及び

「再生資源利用促進実施書」を作成し、監督員に提出する。 

センサスにおける

取組 

○請負者は、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲＥＤＡＳにより「

再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成した

場合には、センサスにおける調査票の作成・提出を省略することが

できる。 

再資源化等報告時

の取組 

○請負者は、建設リサイクル法第18条第1項に基づき「再資源化等

報告書」を作成するに当たり、ガイドラインに基づき添付図書を作

成する場合には、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲＥＤＡＳによ

り「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成

し、これを再資源化等報告書に添付することができる。 
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第３章 建設副産物の利用調整等 

第１ 建設副産物に係る利用調整等の仕組み 

建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等は良質な建設資材と

して利用することが可能であり、現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施

設活用等を図る必要があることから、「島しょ地域建設副産物対策部会」（以下「島しょ

部会」という。）、「事務担当者会議」、「四支庁事務担当者会議」（以下「四支庁会議」と

いう。）、各支庁単位に設置した分科会（以下「分科会」という。）、東京都建設発生土利

用調整会議（以下「利用調整会議」という。本土に運搬する場合は利用調整会議を通じ

て利用調整を行う。）等を中心として利用調整等を行う。 
 

(1) 島しょ部会、分科会等による利用調整 

以下のとおり、島しょ部会、四支庁会議、分科会が利用調整を行う。 

利用調整 ○島内、支庁内、支庁間における利用調整は、島しょ部会・事務担当者会

議・四支庁会議、分科会において利用調整を行い、現場内利用、工事間利

用、再資源化施設活用、清掃施設活用等について決定する。 

○本土に係る工事間利用、公的受入機関の活用、海面処分場への搬入等に

おける利用調整は、利用調整会議を通じて行う。 

○発注部局は、利用調整の結果に基づきいずれかの施策を実施する。 

 

(2) 搬入先決定の手順 

現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施設活用等の割り振りについては、

発生量調査を中心として以下の手順により行う。 

利用調整 

対象 

○島しょ地域で施行する都関連工事 

優先順位 ○まず発生抑制を徹底する。 

○次に、発生した場合は現場内で利用する。 

○現場外に搬出せざるを得ない場合は工事間利用を行う。 

（建設発生土） 

○工事間利用ができない場合は、陸上処分場の覆土利用（大島、八丈島に

限り、受入許容量の範囲内に限る。）、公的受入地利用等を行う。 

（建設廃棄物） 

○工事間利用ができない場合は、再資源化施設に搬入する。なお、建設発

生木材は再資源化施設がない場合は、清掃部局と協議の上、清掃施設に搬

入することができる（ただし、事前に町村の清掃部局と協議の上、規定の

寸法に処理する必要がある。） 

（建設発生土） 
○現場内利用、工事間利用、覆土利用、公的受入地利用等に当たり仮置き

が必要な場合は、関係法令等を遵守して適正に行うものとする。 
○なお、島内で再使用・再生利用の用途がない場合は、他島又は本土に 
おいて工事間利用又は、海面処分場の覆土材利用、公的受入地利用等を 
行う。 
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 （建設廃棄物） 

○島内で現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施設活用がで

きない場合は、他島又は本土の再資源化施設に搬出するものとする。また

、最終処分が必要なものについては、本土に立地する最終処分場に搬入す

る。 

利用調整 

事務局 

○各分科会等、島しょ部会、利用調整会議の事務局と同じ。 
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第４章 建設リサイクル法への対応 

第１ 法に基づく事務手続き等 

(1) 建設リサイクル法の施行 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号（通称建

設リサイクル法）。以下「法」という。）は、平成 14 年 5 月 30 日に完全施行された。 

また、国は、平成 13 年 1 月 17 日、法第 3 条に基づき、特定建設資材に係る分別

解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（以下「基

本方針」という。）を告示し、都は、平成 14 年 5 月 30 日、法第 4 条に基づき、基本

方針を踏まえ、東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃

棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成 14 年 5 月 30 日付 14 都市政

広第 130 号、平成 16 年 6 月１日付 16 都市政広第 2 号により改正。以下「東京都建

設リサイクル指針」という。）を公告した。 

東京都建設リサイクル指針では、都が法に基づき取り組む施策は、推進計画及び

ガイドラインによることとしており、都が法に基づき実施する事務手続き等につい

ては、これに基づき適切に行う。  
 

（図－3）法、基本方針、実施指針等の体系 
 

 建設リサイクル法  

  

 基本方針(法第3条）  

  

 東京都建設リサイクル指針（法第4条）  

  

 東京都建設リサイクル推進計画  

  

 東京都建設リサイクルガイドライン(島しょ地域版)  

  

 発注部局の基準類  

 

 

(2) 対象建設工事 

法第 9 条第 1 項及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（平成

12 年政令第 495 号、以下「政令」という。）第 2 条に規定された規模以上の建設工

事（以下「対象建設工事」という。）の施行に当たっては、法の規定により各種の事

務手続きを行う。  
 

対象建設工事の 

定義 

①特定建設資材(※)を用いた建築物等に係る解体工事であって、

規模の基準以上のもの 

②その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、 

規模の基準以上のもの 

 

※ コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンク

リートをいう。 
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（表－1）対象建設工事の規模の基準 

対象建設工事の種類 規模の基準 

 建築物の解体工事  床面積の合計        80ｍ２
 

 建築物の新築・増築工事  床面積の合計       500ｍ２
 

 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※１  請負代金の額※３      1 億円 

 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※２  請負代金の額※３    500 万円 

        ※１   建築物の修繕・模様替等工事：建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当

しないもの 

        ※２   建築物以外の工作物の工事：建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 

        ※３   請負代金の額には消費税を含む。 

 

 (3) 落札者等の手続き 

落札者等が行わなければならない手続きは、以下のとおりである。 

①事前説明 〇対象建設工事を請け負おうとする者（以下「落札者等」という。）

は、法第12条第1項に基づき、特定建設資材に係る分別解体等の方法

及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法等について「説明書」に

記載し、工事請負契約締結前までに、設計担当部署等へ提出する。 

②請負契約 

  の書面 

〇落札者等は、法第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する

省令（平成14年国土交通省令第17号、以下「省令」という。）第4条
に基づき、以下の事項を「法第13条及び省令第4条に基づく書面」に

記載し、契約図書に綴り込む。 

（記載事項） 

・分別解体等の方法 

・解体工事に要する費用（解体工事の場合に限る。）※１ 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所  
 在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用  ※２ 

  なお、落札者等は、これらの費用の見積もりに当たっては、適切に

その費用を算定する。 

    ※１ 解体工事に要する費用：分別解体等の費用及び建設資材廃棄物の運搬車両への積込みに要す      

る費用であり、解体工事に伴う仮設費及び運搬費を含まない。 

    ※２ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用及び特定建設資材廃棄物の運搬に要する費

用である。 

 

 (4) 監督員等の手続き 

監督員等が行わなければならない手続きは、以下のとおりである。 

①通知書の

作成等 

〇監督員等は、法第11条に基づき「通知書」を作成し、工事に着手す

る前に、あらかじめ、島しょ地域を所管する東京都都市整備局市街地

建築部建築指導課の受理窓口（以下「受理窓口」という。）に提出す

る。 

なお、監督員等は、作成した通知書を請負者に交付して、通知書の

提出を代行させることもできる。 
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（参考図書） 

通知書の作成、その他の書類（説明書、告知書、法第 13 条の書面、

再資源化等報告書等）の作成に当たっては、別途定める「建設リサイ

クル書類作成等の手引き（公共工事）」（東京都都市整備局のホームペ

ージに掲載）を参考にするとよい。 

②届出書の

作成等 

○都又は区市町村の監理団体の中には、法第 10 条の届出の対象とな

る機関がある。 

○この場合、監督員等は届出書を作成し、工事に着手する日の 7 日前

までに、受理窓口に提出する。 

なお、監督員等は、作成した届出書及び委任状を請負者に交付し、

届出書の提出を代行させることもできる。 

（参考図書） 

届出書の作成、その他の書類（説明書、告知書、法第 13 条の書面、

再資源化等報告書等）の作成に当たっては、別途定める「建設リサイ

クル法書類作成等の手引き(民間工事等)」（東京都都市整備局のホー

ムページに掲載）を参考にするとよい。 

また、市販の手引書「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引

（案）」（編著：建設リサイクル法実務手続研究会）等を参考にするこ

ともできる。 

・㈱大成出版社 

  所在地  〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11 

    電 話  03-3321-4131（代）   ＦＡＸ  03-3321-5551 
  Ｈ Ｐ  http://www.taisei-shuppan.co.jp/ 

③手続き履

行確認 

○監督員等は、請負者に通知（届出）書の提出を代行させた場合は、

請負者から提出された通知（届出）の副本を受領するとともに、特定

行政庁から交付された通知（届出）済シールを工事現場に掲示された

工事標識に貼付することを指示する。また、再資源化等完了報告を受

け、事務手続きや再資源化等が適正に完了したことを確認する。 

※工事着手とは、一連の工事の端緒となる行為をいい、準備作業（調査、測量、草刈、生活残存物

の撤去、公益企業による遮断・仮設引き込み・防護工事など）は含まない。  

 

 

（通知（届出）書の受理窓口） 

・東京都都市整備局  市街地建築部  建築指導課  指導係 

      所在地  〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎 3 階 

      電 話  03-5321-1111  内線 30-745  ＦＡＸ内線 65-356 

      直 通  03-5388-3372 

      ＦＡＸ  04-5388-1356 
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(5) 請負者の手続き 

請負者が行わなければならない手続きは、以下のとおりである。 

①通知書の

提出等 

〇請負者は、監督員等から通知書の提出の代行を指示された場合は、

交付された「通知書」を、工事に着手する前に、あらかじめ、当該対

象建設工事を施工する区域を所管する特定行政庁の通知書受理窓口

に提出する。 

○請負者は、通知書の提出を代行した場合は、特定行政庁の担当者か

ら副本が返却されるので、これを監督員等に提出する。また、特定行

政庁の担当者から通知済シールが交付されるので、これを工事現場に

掲示した工事標識の余白又は空白部に貼付する。 

②届出書の

提出等 

○請負者は、法第 10 条に基づく届出の対象となる工事において、監

督員等から届出書の提出の代行を指示された場合は、交付された届出

書及び委任状を、工事に着手する日の 7 日前までに、当該対象建設工

事を施工する区域を所管する特定行政庁の届出書受理窓口（巻末資料

参照）に提出する。 

○請負者は、届出書の提出を代行した場合は、特定行政庁の担当者か

ら副本が返却されるので、これを監督員等に提出する。また、特定行

政庁の担当者から届出済シールが交付されるので、これを工事現場に

掲示した工事標識の余白又は空白部に貼付する。 

③再資源化

等の報告 

○請負者は、法第18条第1項に基づき、再資源化等の完了時に、以下

の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に提出する。 

なお、再資源化等報告書には、「再生資源利用実施書」及び「再生

資源利用促進実施書」を添付する。 

（記載事項） 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

④技術管理

者等の設

置 

○請負者（解体工事業者）は、解体工事の施工に当たっては、法第

31 条及び法第 32 条並びに解体工事業に係る登録等に関する省令（平

成 13 年国土交通省令第 92 号。以下「解体工事業者登録省令」とい

う。）第 7 条に基づき技術管理者を設置し、当該工事の施工に従事す

る作業員を監督させる。 

○請負者（建設業者）は、建設業法第 26 条に基づく主任技術者（監

理技術者）を工事現場ごとに専任させる。この場合、技術管理者の設

置は不要である。 

⑤工事標識 

等 

○請負者（解体工事業者）は、法第 33 条及び解体工事業者登録省令

第 8 条に基づき、解体工事業者登録標識を公衆の見やすい場所に掲示

する。 

○請負者（建設業者）は、建設業法第 40 条及び建設業法施行規則第

25 条に基づく建設業許可標識を公衆の見やすい場所に掲示する。こ

の場合、解体工事業者標識は不要である。 

○請負者は、特定行政庁から交付された通知（届出）済シールを工事

標識に貼付し、工事完了時にはこれを剥がし廃棄する。 
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 (6) 下請契約における請負者及び下請負人等の手続き 

下請契約における請負者及び下請負人等が行わなければならない手続きは、以

下のとおりである。 

①告  知 

 

 

〇請負者は、対象建設工事に係る下請契約を締結するに当たっては、

下請契約締結前の段階で、法第 12 条第 2 項の規定に基づき、法第 12
条第 1 項に基づき行った事前説明の内容（説明書の記載事項）につい

て、「告知書」により、下請契約を締結しようとする相手方に告げる。

②下請契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○請負者は、対象建設工事に係る下請契約を締結するに当たっては、

法第 13 条及び分別解体等省令第第 4 条に基づき、以下の事項を「法

第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面」に記載し、下請契約書に綴り

込む。 

（記載事項） 

・分別解体等の方法 

・解体工事に要する費用（解体工事の場合に限る。） 

・再資源化等に関する事項については、「該当なし」と記載する。 

（解説） 

請負者は、「法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面」の作成に当た

り、委託処理の場合は、廃棄物処理法第 12 条第 3 項及び同法施行令

（昭和 46 年政令第 300 号）第 6 条の２第 1 項第 3 号及び廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年省令第 35 号）第 8 条

の 4 の規定により、産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者と産業廃

棄物の収集運搬又は処分の委託契約を締結するため、再資源化等に関

する事項は記載しない。 

○請負者は、下請負人が対象建設工事の一部を再下請負に付する場

合、再下請負に係る契約の当事者同士（下請負人及び再下請負人）が

請負者と下請負人の契約と同様の手続きを行うよう、適切に指導す

る。 

○請負者は、対象建設工事に係る下請契約を締結した場合は、下請契

約書及び下請負人に告げた告知書の写しを施工計画書に添付して監

督員に提出し、確認を受ける。 

③工事標識 

等 

○下請負人（解体工事業者）は、法第 33 条及び解体工事業者登録省

令第 8 条に基づき、解体工事業者登録標識を公衆の見やすい場所に掲

示する。 

○下請負人（建設業者）は、建設業法第 40 条及び建設業法施行規則

第 25 条に基づく建設業許可標識を公衆の見やすい場所に掲示する。
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（図－4）手続きフロー 
 

 発注者  元請業者  下請負人 

 

 事前調査  

↓ 

 発注計画の作成  

↓ 

 図面説明等 

（施工条件の明示） 

→

 

事前調査  

↓ 

 分別解体等の計画作成・見積  

↓ 

 入札・落札  

↓ 

 受領・確認 ← 発注者への説明  

↓               ↓
 工事請負契約の締結（１３条の書面添付）  

↓             ↓
 事前通知（届出）  

 
通知（届出）内容の告知 →告知事項(通知（届出）

内容)の確認) 
                    ↓            ↓ 
 下請契約の締結 

↓
 施工計画の作成  

↓
 事前措置 下請負人にも義務付け 

↓
 
 

工事施工 
（分別解体等の実施） 

下請負人にも義務付け 

↓
 再資源化等の実施 下請負人にも義務付け 

↓
 受領・確認 ← 発注者への再資源化等完了報告  
 
 

(7) 対象建設工事の判断 

対象建設工事の判断は、以下のとおり行う。 

①判断をする者 

 ○当該工事が対象建設工事であるか否かの判断は、設計段階では設計者が、施工段

階では監督員が行う。 

②建築物以外の工作物の工事 

 ○特定建設資材を用いた工作物の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事

等であるか否かの判断をする。 

○工事が１箇所に集中し分散していない場合は、当該工事の請負代金の額が500万
円を超えるか否かで判断する。 

○同一路線上等で同一契約により複数の箇所を一連の工事として行う場合（道路補

修工事や保線工事など）は、一連の工事当たりの工事金額で判断し、当該一連の工

事の請負代金の額に相当する金額が500万円以上であれば対象建設工事となる。 
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○異なる場所に同一契約により１箇所50万円の看板を100箇所設置するような場

合等は、一箇所当たりの工事金額で判断し、当該箇所の請負代金の額に相当する金

額が500万円以上であれば対象建設工事となる。 

③建築物の工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

工事の種

類 

発注形態 工事契約の内容 対象建設工事の規模 

の基準 

新築工事 一括発注 建築物の新築工事（設備工

事を含む） 

床面積の合計500ｍ２以上

（設備工事を含む） 

分離発注 建築物本体の新築工事 床面積の合計500ｍ２以上 

新築に伴う設備の新設 請負代金の額1億円以上 

修繕・模様

替等工事 

一括発注 
 

建築物の修繕・模様替等工

事（設備工事を含む） 

請負代金の額1億円以上 

（設備工事を含む） 

分離発注 建築物の修繕・模様替等工

事 

請負代金の額1億円以上 

設備工事（設備の維持修繕

、更新、新設、撤去） 

請負代金の額1億円以上 

設備単独発注 

※1 
設備工事（設備の維持修繕

、更新、新設、撤去） 

請負代金の額1億円以上 

解体工事 一括発注 建築物の解体工事（設備工

事含む） 

床面積の合計80ｍ２以上 

（設備工事を含む） 

分離発注 設備の撤去 請負代金の額1億円以上 

建築物本体のみの解体 床面積の合計80ｍ２以上 

※１）設備単独発注工事とは、既存建築物の設備の維持修繕、更新、新設、撤去を分離

発注する場合のことをいう。 

 

※２）建築設備の定義（建築基準法第2条第3項） 

 

 

三 建築設備建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排

煙、若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 

 

※3）建築設備以外の設備 

建築設備以外の設備とは、建築基準法第2条第3項に規定する以外もので、それぞれ

の事業目的に必要な設備（例えば、水処理設備、汚泥処理設備、焼却炉等）をいい、

建築物以外の工作物に該当する。 

 

※4）屋根のみの解体工事については、屋根の直下の階の床面積とする。柱・壁など床

面積の概念がないものは、床面積をゼロとしてもよい。 

④その他の事例 

◎建築物本体は既に解体されており、建築物の基礎・基礎ぐいのみを解体す 

る場合 

 ○建築物の本体が既に解体され相当の期間が経過した後に、基礎・基礎ぐいのみ

を解体する場合は、基礎・基礎ぐいは建築物以外の工作物として扱い、特定建設

資材を用いた基礎・基礎ぐいに係る解体工事であって請負代金の額が500万円以

上であれば対象建設工事となる。 
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これは、既に建築物本体が解体されている場合には、基礎・基礎ぐいのみでは

建築物とはいえないため、このような取扱いをするものである。基礎・基礎ぐい

のみの解体工事を行う場合においても、建築物本体の解体工事と連続して、ある

いは短期間のうちに分離発注によって施工する場合には、基礎・基礎ぐいについ

ても建築物として取扱い、直上の階の床面積が80㎡以上であり、かつ、特定建設

資材を用いた基礎・基礎ぐいであれば対象建設工事となる。 

◎門・塀のみを解体する場合 

 ○門・塀については、建築基準法の規定により建築物に付属するものについては

建築物として扱うこととされている。よって、建築物に付属する門・塀について

は建築物として取扱い、建築物に付属しない門・塀については建築物以外の工作

物として取扱う必要がある。なお、建築物に付属する門・塀のみの解体工事を行

う場合にはこれらが構造耐力上主要な部分に該当しないため、修繕・模様替等工

事として取扱う。 

 

（表－2）解体工事の具体例 

 工事の内容 種 類 対象建

設工事

解体工

事業の

登録 

理        由 

建築物の全部解体 解 体 解 体 必 要 建築物の全部についてその機能を失わ

せるため工事の届出も解体工事業者の

登録も必要 

建築物の一部解体 解 体 解 体 必 要 建築物の一部についてその機能を失わ

せるため工事の届出も解体工事業者の

登録も必要 

曳家 修繕・

模様替 

等 

修繕・

模様替

等 

不 要 構造耐力上主要な部分である基礎から

上屋を分離するが、仮設によって支えら

れており、また曳家をしている間でも建

築物として機能しているため修繕・模様

替等として扱う 

構造耐力上主要な

壁の取り壊し 

解 体 床面積

が算定

できな

い場合

には対

象外 

不 要 壁は構造耐力上主要な部分に当たるが、

壁の床面積が算定できない場合にはこ

れをゼロとしてもよい。この場合には対

象建設工事とならないため工事の届出

は不要、また壁のみの取り壊しで建築物

の除却を目的とするものでなければ、解

体工事業者の登録も不要 

設備工事の附帯工

事として壁にスリ

ーブを抜く工事 

解 体 床面積

が算定

できな

い場合

には対

象外 

不 要 壁は構造耐力上主要な部分に当たるが、

壁の床面積が算定できない場合にはこ

れをゼロとしてもよい。この場合には対

象建設工事とならないため工事の届出

は不要、また附帯工事として行われるも

のであれば、解体工事業者の登録も不要
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設備工事の附帯工

事として床版にス

リーブを抜く工事 

解 体 解 体 不 要 床版は構造耐力上主要な部分に当たる

ため、それにスリーブを抜く工事は解体

工事となるが、附帯工事として行われる

ものであれば、解体工事業者の登録は不

要 

屋根ふき材の交換 修繕・

模様替

等 

修繕・

模様替

等 

不 要 屋根ふき材は構造耐力上主要な部分に

該当しないため、解体工事業者の登録は

不要 

屋根ふき材の交換

に当たり、屋根版が

腐っている等の理

由により屋根版を

交換しないと屋根

ふき材の交換がで

きない場合 

解 体 +
新築  

解 体 +
新築 

不 要 屋根版は構造耐力上主要な部分に当た

るため、その交換は解体工事+新築工事

となる、ただし屋根ふき材の交換の附帯

工事として行われる場合は、解体工事業

者の登録は不要 

屋根版の全部交換 解 体 +
新築  

解 体 +
新築  

必 要 屋根版は構造耐力上主要な部分に当た

るため、その交換は解体工事+新築工事

となる 

※「解体＝政令第２条第１項第１号該当」「新築＝政令第２条第１項第２号該当」「修繕・模様替等＝政令

第２条第１項第３号該当」 

 
(8) 問い合わせ先 

① 法全般に関すること 

  ・東京都都市整備局都市づくり政策部広域調整課建設副産物係 

                        （都庁第二本庁舎21階） 

      電 話  03-5321-1111  内線 30-235～6  ＦＡＸ内線 65-351 

      直 通  03-5388-3231 

      ＦＡＸ  03-5388-1351 

② 解体工事業者登録（建設業許可）に関すること 

  ・東京都都市整備局市街地建築部建設業課審査第一係（都庁第二本庁舎3階） 

      電 話  03-5321-1111  内線 30-661  ＦＡＸ内線 65-356 

      直 通  03-5388-3353 

      ＦＡＸ  04-5388-1356 

③ 通知（届出）・分別解体等に関すること 

  ・東京都都市整備局市街地建築部建築指導課指導係（都庁第二本庁舎3階） 
      電 話  03-5321-1111  内線 30-745  ＦＡＸ内線 65-356 
      直 通  03-5388-3372 

      ＦＡＸ  04-5388-1356 

④ 申告・再資源化等に関すること 

  ・東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課規制監視係 

                                            （都庁第二本庁舎9階） 

      電 話  03-5321-1111  内線 42-871～3  ＦＡＸ内線 65-381 

      直 通  03-5388-3589 

      ＦＡＸ  04-5388-1381 

都庁所在地：〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 



 

- 23 - 

第２ 特定建設資材に係る分別解体等 

(1) 法に規定する分別解体等実施義務 

法第 9 条では、分別解体等の実施義務について以下のとおり規定している。 

 

 

 

 

 

 

 

第 9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設

資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の

規模に関する基準以上のもの（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当該対

象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下

請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。）又はこれを請負契約によら

ないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。）は、正当な理由がある

場合を除き、施工方法に関する基準（省令）に従って分別解体等をしなければな

らない。 

 

2  前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確

保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い行

わなければならない。 

 

(2) 分別解体等に関する用語の定義 

（表－3）分別解体等に関する用語の定義 

①分別解体等 ○分別解体等 

次に掲げる行為をいう。（法第2条第3項） 

  

 

 

 

 

 

 

①解体工事の場合 

建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその

種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為 

 

②新築工事等の場合 

当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ご

とに分別しつつ当該工事を施工する行為 

 
①、②いずれの場合も工事現場から搬出するための積み込み作業

までをいう。 

②建設資材 ○土木建築に関する工事（建設工事）に使用する資材をいう。 

③建設資材廃

棄物 

○建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。 

④特定建設資

材 

○政令で定める次に掲げるものをいう。 

・コンクリート 

・コンクリート及び鉄から成る建設資材 

・木材 

・アスファルト・コンクリート 

⑤特定建設資

材廃棄物 

○特定建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。 

・コンクリート塊 

・建設発生木材 

・アスファルト・コンクリート塊 
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⑥建築物 ○建築基準法第2条第1号で規定するものをいう。 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するも

の（これに類する構造のものを含む）、これに附属する門若しくは 
塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける

事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び

軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラット

ホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、

建築設備を含むものとする。 

⑦建築物以外

の工作物 

○道路・橋・トンネルなどのように土地等に定着する工作物で建築

物以外のものをいう。 

（例） 

・土木工作物 

・木材の加工又は取り付けによる工作物 

・石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む）の

加工又は積方による工作物 

・れんが、コンクリートブロック等による工作物 

・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによる工作物 

・機械器具の組立て等による工作物 

・浮き桟橋 

・現場で製作するブロック、桁、ケーソン等 

・その他これらに類する工作物 

⑧解体工事 

（建築物） 

○建築物のうち、建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上

主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 

○対象建設工事となる建築物の解体工事は、特定建設資材を用いた

建築物に関する解体工事であって、建築物の構造耐力上主要な部分

（建築基準法施行令第1条第3号）の全部又は一部について、床面積

の合計で80ｍ２以上を解体する工事である。 

○構造耐力上主要な部分を解体する工事であっても、柱・壁等床面

積の測定できない部分のみを解体する場合は、床面積をゼロとして

もよい。 

○建築物の一部を解体する工事であっても、構造耐力上主要な部分

の解体を行わない工事については、建築物の修繕・模様替等工事と

して取り扱う。 

 ○主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として構造耐力上主要な部

分を解体する場合にあっても、特定建設資材を用いた建築物に関す

る解体工事であって、建築物の構造耐力上主要な部分（建築基準法

施行令第1条第3号）の全部又は一部について、床面積の合計で80ｍ２

以上を解体する工事であれば、対象建設工事となる。 

○法第21条による解体工事業者登録の必要な解体工事は、解体工事

のうち、建築物を除却するために行うものである（建築物本体は床

面積の減少するもの、その他のものについてはこれに準じた取扱い

とする）。ただし、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として解体

工事を行う場合は、解体工事業の登録は必要ない。 
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⑨解体工事 

（建築物以外

の工作物） 

○建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 

○対象建設工事となる建築物以外の工作物の解体工事は、特定建設

資材を用いた建築物以外の工作物に関する解体工事であって、請負

代金の額が500万円以上となる工事である。 

○法第21条による解体工事業者登録の必要な解体工事は、解体工事

のうち、建築物以外の工作物を除却するために行うものである。た

だし、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として解体工事を行う

場合は、解体工事業の登録は必要ない。 

⑩新築工事等 ○建築物の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。 
・新築とは、更地に新たに建築物等を建てる工事をいう。 
・増築とは、同一敷地内において、既存建築物等の床面積を増大

させる工事をいう。 

⑪修繕・模様

替等工事 

○建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しな

いものをいう。 

・修繕とは、同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値

に回復させる工事をいう。 

・模様替とは、建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低

下を防ぐ工事をいう。 

 

（表－4）特定建設資材の具体例 

ＰＣ版 JISA5372 ○ コンクリート及び鉄か

ら成る建設資材 

無筋コンクリート・鉄筋コンクリート  ○ コンクリート 

コンクリート平板・Ｕ字溝等二次製品  ○ 

 
 

コンクリート、 
コンクリート及び鉄か

ら成る建設資材 

コンクリートブロック JISA5406 ○ コンクリート 

コンクリート製インターロッキングブロック  ○ コンクリート 

間知ブロック  ○ コンクリート 

テラゾブロック JISA5411 ○ コンクリート 

軽量コンクリート  ○ コンクリート 

セメント瓦 JISA5401 ×  

モルタル  ×  

ALC版 JISA5416 ×  

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（押し出し成形版） JISA5422 ×  

普通れんが JISR1250 ×  

繊維強化セメント板（スレート） JISA5430 ×  

粘土瓦 JISA5208 ×  

タイル  ×  

セメント処理混合物・粒度調整砕石・再 

生粒度調整砕石・クラッシャラン・再生クラ

ッシラャン 

 ×  
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アスファルト混合物・再生加熱アスファ 

ルト混合物・改質再生アスファルト混合 

物 

 ○ アスファルト・コ 

ンクリート 

アスファルト処理混合物・再生加熱アス 

ファルト処理混合物 

 ○ アスファルト・コ 

ンクリート 

アスファルト・ルーフィング  ×  

木材  ○ 木材 

合板 JAS ○ 木材 

パーティクルボード JISA5908 ○ 木材 

集成材（構造用集成材） JAS ○ 木材 

繊維板（インシュレーションボード） JISA5905 ○ 木材 

繊維板（MDF） JISA5905 ○ 木材 

繊維板（ハードボード） JISA5905 ○ 木材 

竹  ×  

樹脂混入木質材（ハウスメーカー製品等）  ×  

木質系セメント板（木毛・木片） JISA5404 ×  

○ ：特定建設資材  ×：特定建設資材ではないもの 
 

※ なお、金属のみで構成された工作物（Ｈ鋼、鋼桁、アルミ高欄など）は特定建設資材ではないが、

特定建設資材（コンクリート等）に埋め込み、固定等されており、一定規模以上の工事であれば対象

建設工事となる。 

 

(3) 特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向 

特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向は、以下とおりとする。 

① 対象建設工事 

対象建設工事の施工に伴う特定建設資材に係る分別解体等は、解体工事の場

合は、建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を

計画的に施工し、新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資

材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する。 

② 対象建設工事以外の建設工事 

対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の状況等を勘案して、で

きる限り特定建設資材に係る分別解体等を行う。 

③ 適正な分別解体等 

特定建設資材に係る分別解体等は、その対象となる建築物等の種類や構造等

により分別解体等の技術が異なる場合があり、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律施行規則（平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「施行

規則」という。）第2条に規定する分別解体等に係る施工方法に関する基準に従

うとともに、建設工事に従事する者の技能、施工技術及び建設機械の機能等の

現状を踏まえ、建築物等の状況に応じた適切な施工方法により特定建設資材に

係る分別解体等を行う。 

 

(4) 適正な分別解体等の実施 

請負者は、法第 9 条及び施行規則第 2 条に基づき、事前調査、分別解体等の計画、事
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前措置、適正な分別解体等を実施する。 
適正な分別解体等の詳細は、以下のとおりとする。 

① 事前調査（施行規則第2条第1項第1号） 

請負者は、施行規則第2条第1項第1号の規定により、法第12条第1項に基づく

発注者への事前説明の前に事前調査を行う。 

 

 

 

 

○対象建設工事に係る建築物等及びその周辺の状況に関する調査 

○分別解体等をするために必要な作業を行う場所に関する調査 

○対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物

その他の物の搬出の経路に関する調査 

○残存物品（解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた

建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。）の有無に関する調査 

○吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したものの

有無に関する調査 

○その他対象建築物等に関する調査 

② 分別解体等の計画（施行規則第2条第2項） 

請負者は、施行規則第2条第1項第2号の規定により、事前調査の結果に基づ

き、分別解体等の計画を作成する。また、この計画には、施行規則第2条第2項
の規定により以下の事項を記載する。 

 ○建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は、工事の種類 

○事前調査の結果 

○事前措置の内容 

○解体工事の場合は、工事の工程の順序、工程ごとの作業内容、分別解体等の方

法、工程順序が規定どおりできない場合の理由 

○新築工事等の場合は、工事の工程ごとの作業内容 

○解体工事の場合は、対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごと

の量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建築物等の部分 

○新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に発生する特定建設資材廃棄物の

種類ごとの量の見込み、特定建設資材が使用される対象建築物等の部分、特定

建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分 

○分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項 

③ 事前措置（施行規則第2条第1項第3号） 

請負者は、施行規則第2条第1項第3号の規定により、分別解体等の計画に従

い、事前措置を講ずる。 

 ○作業場所及び搬出経路の確保 ※１・※２ 

○残存物品等の搬出の確認 ※３ 

○付着物の除去 ※４ 

○その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確

保するための措置 

④ 工事施工（施行規則第2条第1項第4号） 

請負者は、施行規則第2条第1項第4号の規定により、分別解体等の計画に従

い、工事を施工する ※５ 
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 ○ 建築物に係る解体工事の工程 

施行規則第2条第3項、第4項の規定により、次の順序で施工する。ただし、

建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この

限りでない。 
分別解体等の方法は、施行規則第2条第6項の規定により、①手作業、②手作

業及び機械による作業のいずれかの方法で行う。 

 

 

 

 

順          序 方  法 

・建築設備、内装材その他の建築物の部分（屋根 

ふき材、外装材、構造耐力上主要な部分を除く）

の取り外し 
・内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体と

なった石膏ボードその他の建設資材（木材が廃棄

物となったものの分別の支障となるものに限る）

をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さな

ければならない。 

 

手作業 

↓ 

・屋根ふき材の取り外し 手作業 

↓ 

・外装材、構造耐力上主要な部分（基礎、基礎ぐ 

いを除く）の取り壊し 

手作業 又は 

手作業及び機械作業 

↓ 

・基礎及び基礎ぐいの取り壊し 手作業 又は 

手作業及び機械作業 

 

○ 建築物以外の工作物の解体工事の工程 

施行規則第2条第5項の規定により、次の順序で施工する。 

分別解体等の方法は、施行規則第2条第6項の規定により、①手作業、②手作

業及び機械による作業のいずれかの方法で行う。 

 

 

 

 

 

順序 方法 

・さく、照明設備、標識その他の工作物に付属する

ものの取り外し 

手作業又は 

手作業及び機械作業 

↓ 

・工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し 手作業又は 

手作業及び機械作業 

↓ 

・基礎及び基礎ぐいの取り壊し 手作業又は 

手作業及び機械作業 

 

※１ 作業場所及び搬出経路の確保とは、以下の例のようなことをいう。 
（作業場所の確保の例） 

         ・建設資材廃棄物を分別する空地が不足しているため隣地を借用する。 
         ・立木の除去を行う。 
            ・着手と同時に構造物の一部を撤去し、作業場所を確保する。 
         ・敷地が狭いため道路を一時的な機械設置場所として使用するため道路使用許可を得る。 

（搬出経路確保の例） 

  ・搬出用道路が狭いため道路使用許可を得て通行止めを行い搬出する。 
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  ・鉄板敷きを施工し搬出経路を確保する。 

  ・前面道路の幅員が狭いため 2 トントラックにて搬出する。 

 

※２ 作業場所及び搬出経路の確保に当たって、公益企業による電気・電話・通信・水道・下水・ガ

ス等の遮断、公益企業による施設の切り回しや防護・仮設引き込み、道路使用許可の取得、隣地

の土地賃貸借契約、各種行政手続等が必要な場合はこれらを含む。 

 

      ※３ 残存物品とは、家具、家電製品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン（室外機含む）等）、       

パソコン、寝具、衣料、食器、文房具、玩具、食品等のことをいう。 

         また、ＰＣＢ含有廃棄物（トランス・コンデンサ・蛍光灯安定器等）等の有害物質、冷媒フロ

ンが含まれる機器（業務用エアコン・冷凍機等）などが残されている場合もあり、注意を要する。 

       なお、家電製品のうち、エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機については、特定家庭用機器再商

品化法（平成 10 年法律第 97 号）に基づき処分し、パソコン、蓄電池については、ラージリサイ

クル法に基づくメーカーの回収システムに引き渡す必要がある。 

        

  ※４ 付着物とは、アスベスト含有製品（吹付け石綿、ビニール床タイル等）、木毛セメント板・木

片セメント板（張り付け）、発泡ポリスチレン板（張り付け）、発泡ウレタン断熱材（吹き付け）

等のことをいう。 

 

 ※５ 解体工事における「建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ」とは、新

築工事や修繕・模様替工事等の際に工事現場に搬入され、工事目的物を造るために使用された資

材をその材質に応じて種類ごとに分別しながら解体することをいう。 

         建設資材には、木材、金属（釘、かすがい、ネジ等）、コンクリート等のように材料の形       

態で工事現場に搬入され、加工、接合、打設等するもののほか、工場で製造された製品の状態

で工事現場に搬入され、その場で組み立て（取り付け）られるもの（アルミサッシ、ユニット

キッチン、ドア・障子・襖などの建具、フローリング材、畳など）がある。これらの製品は、

解体工事においては、新築工事や修繕・模様替等工事の際に工事現場に搬入された状態又は搬

入する再資源化施設が求める状態まで解体すればよく、組み立て（取り付け）時と逆の工程に

より取り除かれることとなる。 

            このほかにも、工場で複数の建設資材を組み合わせて製造されたもの（ユニット住宅のユニ

ット単体等）があるが、このような資材については、原則として組み合わされた資材ごとに分

別解体等（ユニットをさらに部品ごとに分解する。）をしなければならない。 

           なお、この場合において分別解体等をしなければならない場合は、当該ユニット単体等が廃

棄物に該当する場合であり、有価物（リース、有価引取、移築の場合等）である場合にはユニ

ット単位に分別したものをさらに分解する必要はない。ただし、ユニット単体以外の接合部分

等の有価物にならない部分については、適正に分別解体等を行わなければならない。 

 

第３ 特定建設資材廃棄物の再資源化等 

(1) 法に規定する再資源化等実施義務 

法第 16 条では、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施義務について、以下のとおり

規定している。 
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第 16 条 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄

物について、再資源化等をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物で

その再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの（以

下この条において「指定建設資材廃棄物」という。）に該当する特定建設資材廃

棄物については、主務省令で定める距離の基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄

物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地

理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済

性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて

縮減をすれば足りる。 

（政令） 

第 4 条 法第16条ただし書きの政令で定めるものは、木材が廃棄物となったもの

をいう。 

（施行規則） 

第 3 条 法第16条の主務省令で定める距離に関する基準は、50キロメートルとす

る。 

第 4 条 法第16条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定

建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通

行する道路が整備されない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をする

ために行う運搬に要する費用の額がその再資源化（運搬に該当するものに限る。）

に要する費用の額より低い場合とする。 

 

(2) 再資源化等に関する用語の定義 

（表－5） 

①再資源化 ○再資源化の定義 

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生

することを含む。）に該当するもので次に掲げる行為をいう。 

 

 

 

 

 

・資材又は原材料として利用すること（建設資材廃棄物を 

そのまま用いることを除く。）ができる状態にすること。 

 

・燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあ 

るものについて、熱を得ることに利用することができる状 

態にすること。 

○熱を得ることに利用 

「熱を得ることに利用すること」とは、建設資材廃棄物を燃焼さ

せることにより熱エネルギーを得ることであり、得られた熱エネル

ギーを熱として直接利用すること（ボイラーの熱源、温水利用、セ

メント助燃材等）や、熱エネルギーを用いて発電を行い、その電力

を使用・販売することが含まれる。 
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○廃棄物処理法上の規定 

廃棄物処理法第16条の2第1号に定められた方法（廃棄物処理基 
準）に従う焼却であることが前提となる（3号は含まない。）。 

当然、廃棄物処理法に基づく施設の許可対象規模である場合には、

平成14年12月以降のダイオキシン規制を満足する施設でなければな

らない。 

○再資源化の完了 

再資源化の完了する時点としては、特定建設資材廃棄物の再資源

化をするための施設に持ち込んだ段階ではまだ再資源化したことに

はならない。再資源化をするための施設において再資源化の行為が

完了した時点において再資源化が完了したことになる。ただし、再

資源化されたものが、その後、資材や原材料として再利用され、又

は熱利用されることを、事業の運営状況から適切に判断する必要が

ある。再利用又は熱利用を前提としない行為は再資源化とはいえな

い。 

②縮減 ○縮減の定義 

建設資材廃棄物の大きさ、体積を減少させる行為であり、運搬を

含む。その方法には焼却、脱水、圧縮、乾燥等（廃棄物処理法上の

処理行為として処理基準に従った行為）がある。 

○縮減の完了 

縮減が完了する時点としては、指定建設資材廃棄物である建設発

生木材の焼却等が、廃棄物処理法の基準に適合した方法により行わ

れ、適正に完了した時点である。 

③再資源化等 ○再資源化及び縮減をいう。 

 

(3) 特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向 

特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基本的方向は、以下のとおりとする。 

① 対象建設工事 

対象建設工事の施工に当たり、特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するた

めには、特定建設資材に係る分別解体等を着実に行い、建設資材廃棄物の種類ご

とに分別されることにより発生した特定建設資材廃棄物について、再資源化等を

適切に行う。 

② 対象建設工事以外の建設工事 

対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の

状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体等

を行い、これに伴って発生した特定建設資材廃棄物の再資源化等を実施する。 

③ 分別解体等困難物 

法第9条の規定により正当な理由がある場合において分別解体等が困難である

ため混合された状態で発生した建設資材廃棄物についても、できる限り特定建設

資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を促進する。 
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④ 再資源化の原則 

島内で現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用により再資源化を行う。ま

た、建設発生木材でこれらの方法によることができない場合には清掃施設の活用

により再資源化又は縮減（建設発生木材を熱利用（回収）できない清掃施設に搬

入した場合）を行う。 

なお、島内で現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用、清掃施設活用がで

きない場合には、他島又は本土に立地する再資源化施設・清掃施設、若しくは海

面処分場において再資源化又は縮減する。 

 

(4) 適正な再資源化等の実施 

特定建設資材廃棄物の再資源化等は、以下のとおり適正に実施する。 

①自ら利用（現場内利用等）による場合 

 ○設計図書に自ら利用（現場内利用等）により特定建設資材廃棄物の再資源化を

行うことについて条件明示し、契約条件とする。 

 なお、契約条件として明示がないのに請負者が勝手に自ら利用することは認め

られない。 

・加工方法、加工量、利用用途、品質基準、利用箇所等を明示する。 

・加工に要する費用を計上する。 

 

※ 「自ら利用」とは、特定建設資材廃棄物を有用物（特定建設資材廃棄物の有用性を高め他人

に有償売却できる性状にしたもの）となるよう処理し、占有者（特定建設資材廃棄物が発生す

る工事の請負者）が使用することをいう。同一の請負者が自ら利用する場合は、利用工事及び

利用場所に特段の制約がないため、発生場所が同一敷地のみならず、公道を挟む隣接する敷地

や発生場所以外の工事でも利用が可能である。 

○再資源化等の完了時期は、現場内等での利用が完了した時点とする。 

②個別指定（工事間利用）による場合 

 

 

 

○設計図書に個別指定（工事間利用）により特定建設資材廃棄物の再資源化を行

うことについて条件明示し、契約条件とする。 

なお、契約条件として明示がないのに請負者が勝手に工事間利用することは認

められない。 

・加工方法、加工量、利用用途、品質基準、受入工事等を明示する。 

・加工及び運搬等に要する費用を計上する。 

 

※ 「個別指定による工事間利用」とは、廃棄物処理法に基づき個別指定制度により都道府県知

事の指定を受けて、工事間で特定建設資材廃棄物を有用物（特定建設資材廃棄物の有用性を高

め他人に有償売却できる性状にしたもの）となるよう処理したものを利用することをいう。 

○再資源化等の完了時期は、受入側工事での利用が完了した時点とする。 

③再資源化施設の活用による場合 
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 ○設計図書に再資源化施設の活用により特定建設資材廃棄物の再資源化を行うこ

とについて条件明示し、契約条件とする。 

・搬出量、再資源化施設に搬入し再資源化しなければならないこと、等を明示

する 

・再資源化施設の受入料金、運搬費等を計上する。 

 

※ 選択する再資源化施設は、客観的に見て破砕等の処理が完了の後販売等され、建設資材等と

して再び利用されることが確実な製品等を製造している施設でなければならない。 

また、再資源化施設とユーザーである建設業者等との間に、社会通念上の常識に照らして適

正かつ恒常的な商取引が現に存するものでなければならない 

○再資源化の完了時期としては、委託処理の場合は、特定建設資材廃棄物が再資

源化施設に搬入され、保管の後、破砕等の処理（破砕、粒度調整、異物除去、補

足材添加等）が完了し、資材又は原材料として利用することができる状態、若し

くは熱を得ることに利用することができる状態になった時点とする。ただし、販

売等の後、ユーザーである建設業者等の手に渡り工事現場などで再び利用される

こと又は熱を得ることに利用されることを前提としたものでなければならない。

単に破砕処理等を行い、保管や放置された状態は再資源化とは認められず、保管

や放置されたものは廃棄物である。 
 



 -34-

第５章 建設副産物の適正処理 

第１  適正処理の取組 

１ 基本的事項 

(1) 関係法令の遵守 

建設副産物は、以下に示す関係法令、要綱及び指針等に基づき発生を抑制し再使用

又は再生利用するとともに、その処理に当たっては適正処理に努める。 

（表－6）関係法令、要綱及び指針等の例 

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律104号） 

○東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源

化等の促進等の実施に関する指針」（平成15年7月1日15都市政広第231号都市計画

局長決定） 

○建設業法（昭和24年法律第100号） 

○建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日国官総第122号、国総事第21号、

国総建第137号） 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

○建設廃棄物処理指針（平成13年6月1日環廃産第276号「建設工事から生ずる廃棄物

の適正処理について（通知）」） 

○資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号） 

 

(2) 建設副産物 

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られるものをいい、工事現場外に搬出さ 
れる土砂(いわゆる建設発生土)、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建

設発生木材のほか、建設泥土、紙くず、金属くず、ガラスくずなどが含まれる。 

これらは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下本章においては「廃棄物処理法」という。） 

により、「廃棄物」として定義されるもの、原材料として利用可能なものに分けられる。また、廃

棄物として定義されるが原材料として利用可能性があるものとしては、コンクリート塊やアスファ

ルト・コンクリート塊、建設発生木材が、再生資源としてそのまま原材料となるものとしては、建

設発生土や金属くずなどがある。（（図－３）及び巻末資料の「建設副産物の種類」を参照） 

 

(3) 建設廃棄物の定義 

建設廃棄物とは、建設副産物のうち、廃掃法第 2 条第 1 項に規定する廃棄物（ごみ、

粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物

又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された

ものを除く。）をいう。）に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む

概念である。 

産業廃棄物は、廃棄物処理法第 2 条第 4 項第 1 号で、「事業活動に伴って生じた廃棄

物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定 

める廃棄物」とされ、さらに廃棄物処理法施行令第 2 条で 14 品目が指定されている。 

 

(4) 建設発生土の定義 

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、港湾、河川等のしゅんせつに
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廃棄物（廃棄物処理法）

再生資源（リサイクル法）

建設副産物

○有害・危険なもの

○コンクリート塊　○建設発生木材
○アスファルト・コンクリート塊

○建設泥土　○建設混合廃棄物
○建設発生土　○金属くず

※網掛けは建設リサイクル法により
　再資源化等が義務づけられたもの

原材料として利用が不可能
なもの

原材料として利用の可能性
があるもの

そのまま原材料となるもの

伴って生ずる土砂その他これに類するものは、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではな

く、建設発生土である。 

 
（図－5）建設副産物と再生資源、廃棄物との関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 建設廃棄物 

都関連工事から発生する建設廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、適正に収集運搬及び

処分を行う必要がある。ここでは注意すべき点をいくつか示すが、実際の収集運搬及び

処分に当たっては、廃棄物処理法及び建設廃棄物処理指針、建設業法及び建設副産物適

正処理推進要綱に基づき適正に行わなければならない。 

また、廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正な収集運搬及び処理の詳細については、東

京都環境局が発行している手引類を参照するとよい。 
 

○「建設廃棄物を適正に処理するために」（東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策

課）：小冊子（平成18年7月から「都民情報ルーム」で販売しています。）※２ 

○「産業廃棄物の適正処理のために」（東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課）：

パンフレット 

○「産業廃棄物適正処理委託ガイドブック」（東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対

策課）：小冊子 

※（問い合わせ先）東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課指導係 

・所在地 〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都都庁第二本庁舎 ９階 

・電 話 03-5211-111 1 内線 42-851～4 ＦＡＸ内線 65-381 

・直 通 03-5388-3586  ・ＦＡＸ 03-5388-1381 

※２（販売所） 東京都都民情報ルーム 

・所在地 〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都都庁第一庁舎 3 階 

・直 通 03-5388-2276 

 

(1) 建設廃棄物の保管 

① 廃棄物処理法に基づく保管 

 ○建設廃棄物を工事現場内に保管する場合は、廃棄物処理法第12条第2項の規定に

従い適正に保管する必要がある。 

② 保管の場所 

 ○周囲に囲いが設けられていること。 
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○見やすい場所に、掲示板が設けられていること。 

（掲示内容） 

・産業廃棄物の保管の場所である旨 

・保管する産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる

場合は、その旨明示すること） 

  ※ 石綿含有産業廃棄物：工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業

廃棄物であって、石綿をその重量の０．１％を超えて含有するもの。非

飛散性の成形板などが該当する。 
・保管場所の管理者氏名又は名称及び連絡先 

・屋外で建設廃棄物を容器を用いずに山積み保管する場合は、最大保管高さ 

・最大保管量 

③ 保管の場所における措置 

 ○汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域や地下水の汚染を防止するため、

排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆う。 

○屋外で容器を用いずに建設廃棄物を保管する場合は、高さ制限、斜面制限を守る

。 

○その他、建設廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発生しないような措置を講じ

る。 

④ 害虫対策 

 ○保管場所にネズミの生息や、はえや蚊などの害虫が発生しないようにする。 

⑤ 石綿含有産業廃棄物に係る措置 

 
 
 
 

○保管の場所には、石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、

仕切りを設ける等必要な措置を講じる。 
○覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散防止のために必

要な措置を講じる。  

注）工事現場とは別の場所で保管する場合は、廃棄物処理法第 12 条第 1 項の産業廃棄物処理基準に規定

する保管基準に従い、適正に保管する必要がある。 

 

(2) 建設廃棄物の自己処理 

産業廃棄物である建設廃棄物の運搬及び処理に当たっては、「自己処理」により行う

場合と「委託処理」により行う場合がある。自己運搬及び自己処理を行う場合には、廃

棄物処理法第 12 条第 1 項の産業廃棄物処理基準に従い、以下の方法により適正に行う

必要がある。 

① 自己運搬 

請負者（元請業者）が自己運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不

要であるが、以下の点について注意が必要である。 

 ○自己運搬できるのは、元請業者だけであり、下請負人に自己運搬させることはで

きない。 

○建設廃棄物が飛散・流出しないよう注意する。 

○悪臭・騒音・振動によって生活環境を悪化させないように、必要な措置を講じる

。 
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○石綿含有産業廃棄物の運搬は、破砕することがないような方法により、かつ、そ

の他の物と区分して行う。 

② 自己処理 

請負者（元請業者）が自己処理する場合には、産業廃棄物処分業の許可は不要で

あるが、以下の点について注意が必要である。 

 ○都関連工事においては、自己処理は、設計図書において条件明示がされ、自ら利

用又は個別指定による工事間利用等を行うことが契約条件となっている場合に限

定する。 

○自己処理を行うための施設を設置する場合において、廃掃法第15条に規定された

施設を設置する場合は、知事の許可が必要である。 

 

(3) 建設廃棄物の委託処理 

建設廃棄物を自己運搬又は自己処理しないで他人に委託する場合には、廃棄物処理法

第 12 条第 3 項、第 4 項、第 5 項の規定に従い、収集運搬業又は処分業の許可を受けた

業者等に委託する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 委託の基準 

 ○請負者は、収集運搬を委託する場合は、廃棄物処理法第12条第3項に従い、産業廃

棄物収集運搬業者又はその他環境省令で定める者に委託する。 

○請負者は、処分を委託する場合は、廃棄物処理法第12条第3項に従い、産業廃棄物

処分業者又はその他環境省令で定める者に委託する。 

○請負者は、建設廃棄物の収集運搬又は処分を委託する場合には、廃棄物処理法第12
条第4項に規定された基準に従う。 

（委託の基準） 

・収集運搬にあっては、収集運搬の許可を有し、委託する建設廃棄物がその許可品

目の中に含まれていること。 

・処分にあっては、処分の許可を有し、委託する建設廃棄物がその許可品目の中に

含まれていること。 

・廃棄物処理法で定められた内容の書面で契約すること。 

○請負者は、委託処理する場合は、廃棄物処理法第12条第5項に基づき、当該建設廃

棄物について発生から再資源化又は最終処分が終了するまでの一連の処理の行程に

おける処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努める。 

 ② 委託契約書の記載事項 

  

 

 

 

 

 

 

運搬のみを委託する場合は、下記の「共通の記載事項」及び「運搬の記載事項」

を、処分のみを委託する場合は、「共通の記載事項」及び「処分の記載事項」を、

運搬及び処分を委託する場合は、「共通の記載事項」、「運搬の記載事項」及び「処

分の記載事項」を記載する。 

○共通の記載事項 

 

 ・他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者で、委託す

る産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面（許

可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し）の添付 
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・産業廃棄物の種類 

・産業廃棄物の数量 

・委託契約の有効期間 
・委託者が受託者に支払う料金 

・受託者の事業範囲（許可業者の場合） 

・産業廃棄物の性状 

・産業廃棄物の荷姿 

・産業廃棄物の性状の変化に関する事項（通常保管状況下での腐敗、揮発等） 

・他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨 
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

・委託契約の有効期間中に産業廃棄物の性状、荷姿、性状の変化に関する情報に

変更があった場合のその情報の伝達方法に関する事項 
・受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 

・契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項 

○運搬の記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

・運搬の最終目的地の所在地 

・積替又は保管を行う場所の所在地 ※ 

・積替又は保管できる産業廃棄物の種類 ※ 

・積替のための保管上限 ※ 

・積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物を混合するこ

との許否等に関する事項 ※ 

※ 保管積替の許可を持っている収集運搬業者に限る。 

 

○処分の記載事項 

 ・処分又は再生の場所の所在地 

・処分又は再生の方法 

・処分又は再生の処理能力 

・最終処分の場所の所在地 

・最終処分方法 

・最終処分の処理能力 

 

③ 委託契約書の詳細等 

 ○委託契約書の様式、記載方法、記入例等については建設業団体等が発行している手

引類を参照するとよい。 

（手引類の例） 

・「建設廃棄物処理委託契約書様式及び記入例」（建設九団体建設副産物対策協議会

） 

販売所 建設資料普及センター 

所在地 〒104-0032東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館3階 

電 話 03-3552-5659 ＦＡＸ 03-3552-1008 
 

④ 収集運搬業者及び処分業者の選択 
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 ○収集運搬業者は以下の方法により探すことができる。なお、出発地と到着地両方の

都道府県又は政令指定市、中核市等の許可が必要なので注意を要する。 

（東京都許可業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東京都環境局のホームページ「東京都産業廃棄物事業者検索システム」に掲載さ

れている。 

Ｈ Ｐ http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/search.htm 

・業界団体に問い合わせが可能。 

（社）東京産業廃棄物協会 

所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7階 

電 話 03-5283-5455 ＦＡＸ 03-5283-5592 

Ｈ Ｐ http://www.tosankyo.or.jp/ 

（他の道府県等による許可業者） 

 ・（財）産業廃棄物処理事業振興財団のホームページに掲載されている。 

所在地 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1堀内ビルディング3階 

電 話 03-3526-7798 ＦＡＸ 03-3526-0156 

Ｈ Ｐ http://www.sanpainet.or.jp/ 

・他の道府県等によっては、ホームページ等で調べることができるところもある。

⑤ 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

建設廃棄物の収集運搬及び処分を委託処理する場合には、廃棄物処理法第 12 条の 3
の規定に基づき、請負者は産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）を交付

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一次マニフェストと二次マニフェスト 

 ・一次マニフェスト 請負者（排出事業者）が交付するマニフェスト 

・二次マニフェスト 中間処理業者が交付するマニフェスト 

 

○マニフェストの留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マニフェストは、建設廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに作成し、建設廃棄物

を受託者に引き渡す際に交付する。 

・マニフェストの写しは、送付を受けた日から5年間保存する。控えについても

、写しと内容を照合確認した上で、一緒に保存する。 

・マニフェスト交付者は、①交付の日から90日（特別管理産業廃棄物について

は60日）以内に運搬終了票、処分終了票の送付を受けないとき、②180日以

内に最終処分終了票の送付を受けないとき、③規定事項が記載されていない

マニフェストの写し若しくは虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を

受けたときは、速やかに委託した建設廃棄物の運搬・処分の状況を把握する

とともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置

を講ずる。また、30日以内に知事へ措置内容等報告書を提出する。 

○マニフェストの記載事項（排出事業者）：マニフェストの控え（排出事業者用） 

 ・建設廃棄物の種類及び数量 
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・運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所 

・マニフェストの交付年月日及び交付番号 

・氏名又は名称及び住所 

・建設廃棄物を排出した事業場（工事）の名称及び所在地 

・マニフェストの交付を担当した者の氏名 
・運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が建設廃棄物の積

替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行う場所の所在地 

・建設廃棄物の荷姿 

・最終処分を行う場所の所在地 

・中間処理業者（処分の委託者が紙マニフェスト使用者である場合）にあって

は、交付又は回付されたマニフェストを交付した者の氏名又は名称及びマニ

フェストの交付番号 

・中間処理業者（処分の委託者が電子マニフェスト使用者である場合に限る。

）にあっては、処分委託者の氏名又は名称及び登録番号 
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量 

 

○マニフェストの記載事項（収集運搬受託者）：運搬終了票 

 

 

 

 

 

・氏名又は名称 

・運搬を担当した者の氏名 

・運搬を終了した年月日 

・積替え又は保管の場所において受託した建設廃棄物に混入している物（有償

で譲渡できるものに限る。）の拾集を行った場合には、拾集量 

 

○マニフェスト記載事項（処分受託者）：処分業者の保存票及び処分終了票又は最終処分

終了票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（処分が中間処理の場合） 

・氏名又は名称 

・処分を担当した者の氏名 

・処分を終了した年月日 

（処分が最終処分の場合） 

・氏名又は名称 

・処分を担当した者の氏名 

・処分を終了した年月日 

・最終処分を行った場所の所在地及び最終処分が終了した旨 

 

（中間処理業者は、最終処分が終了した旨が記載された二次マニフェストの

写しの送付を受けた場合には、これをもとに一次マニフェストの最終処分票

に下記の事項を記載する。） 

・最終処分が終了した旨 

・最終処分を行った場所の所在地 

・最終処分が終了した年月日 

 

⑥ マニフェストの詳細等 

 

 

○マニフェストは、環境省令（廃棄物処理法施行規則第8条の21第2項）により様式が

定められている。 
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○環境省令に準じたものとして、国と直接調整済みのマニフェストが発行されており

、当該工事における運搬・処理形態に適合するものを選択するとよい。 

（市販のマニフェスト及び手引き類の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建設九団体副産物対策協議会のマニフェスト 

「建設系廃棄物マニフェスト」 

「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」 

販売所：建設九団体建設副産物対策協議会 

建設マニフェスト販売センター 

所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館3階 

電 話 03-3523-1630 ＦＡＸ 03-3523-1639 

・全国産業廃棄物連合会のマニフェスト 
「建設廃棄物用マニフェスト」 

「産業廃棄物用マニフェスト」 

「一目でわかるマニフェストの書き方」（ＣＤ－ＲＯＭ） 

「産業廃棄物適正処理実務のポイント」 

「マニフェストシステムがよくわかる本」 

販売所：（社）東京産業廃棄物協会 

所在地 〒101-0047東京都千代田区内神田柿沼ビル7階 

電 話 03-5283-5455 ＦＡＸ 03-5283-5592 

Ｈ Ｐ http://www.tosankyo.or.jp/ 

・全国産業廃棄物連合会 

所在地 〒106-0032東京都港区六本木3-1-17第2ＡＢビル4階 

電 話 03-3224-0811 ＦＡＸ 03-3224-0820 

Ｈ Ｐ http://www.zensanpairen.or.jp/ 

○マニフェスト(紙)に代えて「電子マニフェスト」を使用することもできる。 
 ・電子マニフェストとは、(財)日本産業廃棄物処理振興センター（以下、情報処

理センターという。）と排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワ

ークを使用して、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを監理するしくみ（

廃棄物処理法第12条の５） 

○電子マニフェストの特徴 
 ・マニフェスト情報を情報処理センターが管理・保管するため、マニフェストの

保存が不要となる。 
 ・パソコンで廃棄物処理の状況を確認できる。 
 ・マニフェストの記載漏れがなくなる。 
 ・処理終了確認期限が近づくと自動的に通知される。 
   ※ 利用する場合、排出事業者、収集運搬事業者及び処分事業者がすべて情

報処理センターに加入する必要がある。 
  情報処理センター：(財)日本産業廃棄物処理振興センター 
  所在地 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4日本橋コアビル2階 
  電話   03-5811-8296  ＦＡＸ 03-5811-8253 
  ＨＰ http://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html 

 ⑦ マニフェストによる適正処理完了報告 
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○マニフェストの提示 

 ・請負者は、マニフェスト（収集運搬業者１社で中間処理業者に委託する場合は、

Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票。２社の場合はＢ１票も必要。写しでもよい。）を監督員に提示

する。 

なお、電子マニフェストの場合は、廃棄物の処理が終了したときに自動通知された

電子情報について、請負者がプリントアウトしたもの(写しでもよい)を提示する。

○集計表の提出 

 ・請負者は、請負者が発行した、マニフェストの枚数、現場から中間処理施設に搬

出した廃棄物の数量及び運搬日が把握できるように集計表を作成し監督員に提出

するとともに、マニフェストを提示する。 

⑧ マニフェストの処理フローの例（収集運搬業者1社で中間処理業者に委託する場合）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

⑨ マニフェスト交付状況報告 

○マニフェスト交付者は、マニフェストの交付状況を毎年（6月30日までに）現場（廃棄

物の排出場所）を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告しなければならない（廃棄

物処理法第12条）。 

 報告様式は、環境省令(廃棄物処理法施行規則第8条）で規定されており、年間で委託

した産業廃棄物の種類、数量、マニフェストの枚数、委託した処理業者に係る事項、運

搬先・処分場所を記載することになっている。   

注）この規定は、適用を猶予されていたが、平成20年度（平成19年度分の報告）

から適用される。 

○電子マニフェストを利用した処理委託分については、情報処理センターから都道府県

知事及び政令市長にマニフェスト情報が報告されるので、マニフェスト交付者から都道

府県知事又は政令市長への報告は、不要となる(廃棄物処理法第12条)。 

  

(4) 産業廃棄物運搬車両の表示及び書面携帯 

廃棄物処理法施行令及び同施行規則の改正により、産業廃棄物を収集又は運搬する

ときには、運搬車の車体の外側に表示をし、かつ、その運搬車に書面を備え付けてお

くことが義務付けられた。（平成 17 年 4 月 1 日施行） 

なお、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者だけでなく、自己の

Ａ

排出
事業者

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

Ｃ Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

Ｃ Ｃ

収集運
搬業者

中間処理業者 収集運
搬業者

最終処
分・再
生業者

①Ａ、Ｂ１、
Ｂ２、Ｃ１、
Ｃ２、Ｄ、
Ｅ(排出時)

②Ａ

⑤Ｂ２

⑦Ｄ(処分終了時)

⑧Ｅ(最終処分終了確認時)

③Ｂ１、
Ｂ２、Ｃ１、
Ｃ２、Ｄ、
Ｅ(引渡時)

④Ｂ１、
Ｂ２

⑥Ｃ２
(処分終了時)

Ａ～Ｅ

Ａ

Ｂ２

Ｂ１
～Ｅ

Ｂ１・
Ｂ２

Ｃ２

一次マニフェスト 二次マニフェスト
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産業廃棄物を自ら運搬する事業者も義務付けの対象となる。 

（表示の方法） 

・運搬車の車体の両側面に、鮮明に表示する。 

・識別しやすい色の文字で表示する。 

・文字の大きさ（以下を参照） 

車体に表示する内容および備え付ける書面（施行規則第7条の2の22） 

 事業者(自ら運搬する場合) 産業廃棄物収集運搬業者 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 

車体へ表示 

する内容 

①産業廃棄物の収集又は運搬の

用に供する運搬車である旨②排

出事業者の氏名又は名称 

①産業廃棄物の収集又は運搬の用に

供する運搬車である旨 

②許可業者の氏名又は名称 

③統一許可番号（下6けた） 

備え付ける 

書面 

○以下の内容を記載した書面 ①産業廃棄物収集運搬業の許可証の

写し 

②産業廃棄物管理票（マニフェスト）

なお、電子マニフェストを使用する

場合には、電子マニフェスト加入証及

び運搬する産業廃棄物の種類・量等を

記載した書面又はこれらの電子情報 

③以下の内容を記載した書面 

 ・氏名又は名称及び住所 

・運搬する産業廃棄物の種類及

び数量 

・積載日 

・積載した事業場の名称、所在

地、連絡先 

・運搬先の事業場の名称、所在

地、連絡先 

 

  ・運搬する産業廃棄物の種類、数

量 

・委託者の氏名又は名称 

・積載日 

・積載した事業場の名称、連絡先

・運搬先の事業場の名称、連絡先
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表示例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ＪＩＳＺ8305で規定されている大きさ(1ポイント＝0.3514㎜)を1㎜単位で四捨五入した数値 

 

 （表示方法に関する注意事項） 

・車両の両側面（車体の外側）の見やすい位置にわかりやすいように表示する。 

・表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。

・やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法

で表示を行う場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用する。

また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないよ

うにする。 

・文字、数字には、車体やステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いる。

また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにする。汚れ等が付着し

た場合は、直ちに取り除く。 

 

 

(5) その他の処理完了報告 

マニフェストを交付する必要がない場合における適正処理の確認については、以下の

とおり行う。 

① 「リサイクル伝票」による確認 

請負者は、建設廃棄物を搬出する場合において、マニフェストを交付する必要の

ない品目については、工事完了時に搬出数量を確認するため「リサイクル伝票」を

監督員に提示する。 
その様式は、請負者が定めるもの、運搬業者が定めるもの、再資源化業者が定め

るものなどによる。（具体的には、再生利用認定制度や個別指定制度等における建

設泥土の再生利用等の法的なマニフェストの交付が不要な再生が対象となる。） 

② 「リサイクル証明書」による確認 

請負者は、建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として利用する場合や高炉

還元等を行う場合であって、法的なマニフェストの交付が不要な施設で再生を行う

ときは、セメント工場等の建設資材製造施設や製鉄所等が発行したリサイクル証明

書（写しでもよい。）を監督員に提示する。 

産業廃棄物収集運搬車

氏名又は名称

許可番号 第１２３４５６

4.9㎝以上

2.2㎝以上

3.2㎝以上

産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表記

１４０ポイント以上の大きさの文字　※

事業者（許可業者）の氏名又は名称（許可
業者の場合は許可証記載のもの）

９０ポイント以上の大きさの文字
※

９０ポイント以上の大きさの数字　※

統一許可番号（下６けた）許可業者の場合のみ記載
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３ 建設発生土 

(1) 土砂の埋立等の関係法令等の遵守 

請負者は、土砂の採取、埋立、盛土等の行為を伴う場合においては、土砂の採取、埋

立、盛土等を規制する法令や都・区市町村が制定する条例等を遵守し、必要な手続きや

措置を行う必要があり、土砂の受入事業者等に持ち込み建設資材等に活用する場合も同

様に関係法令を遵守する必要がある。 

なお、関係法令や条例は重複して適用される場合があるので、こうした場合には全て

の関係法令や条例に基づく必要な手続きや措置を行う必要がある。（巻末資料の「土砂

の採取、埋立、盛土等に係る関係法令一覧」及び「問い合わせ先一覧（土砂の採取、埋

立、盛土等に係る関係法令所管行政庁）」を参照。） 

請負者は、建設発生土が適正に再使用・再生利用されたことを確認するとともに、こ

れを監督員に報告する。 

 
(2) 搬入予定及び完了報告 

現場内利用、工事間利用、覆土材利用、島外搬出等について、事前に施工計画書にお

いて搬出計画を明確にするとともに、完了時には完了報告を行う。 

① 施工計画書への明示 

 ○請負者は、施工計画書に、現場内利用、工事間利用、覆土材利用、島外搬出等の

詳細を記載し監督員に提出する。 

② 運搬等の記録 

 ○請負者は、建設発生土の積み込み、運搬、搬入状況等については、工事記録写真

を撮影して監督員に提示する。 

③ 搬入完了報告書の提出 

 

 

○請負者は、受入工事等への搬入が適正に行われていることを確認するとともに、

これが完了したときは、「搬入完了報告書」を作成して監督員に提出する。 

 

(3) 土砂伝票等による管理 

① 受入機関の場合 

 ○請負者は、受入機関の定める土砂伝票（土砂搬入整理券等）及び自ら作成する集

計表を監督員に提示する。 

② 工事間利用の場合 

 ○発生側工事の請負者は、土砂伝票（土砂搬入整理券等）を発行するとともに搬出

土量の集計表を作成する。これを監督員に提示する。 

○受入側工事の請負者は、発生側工事の請負者が発行した土砂伝票（土砂搬入整理

券等）を整理するとともに搬入土量の集計表を作成する。これを監督員に提示する

。 

   

(4) 土砂等を運搬する車両の表示 

    土砂等（土、砂利、砕石等）を運搬する大型自動車を使用する者は、国土交通大臣に

申請して表示番号の指定を受け、その番号等を大型自動車の荷台の両側面と後面に見や

すいように表示しなければならない（「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の

防止等に関する特別措置法」（通称：ダンプ規制法）第３条、第４条）。 
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     表示例 

        管轄の陸運支局      表示番号 

           

         品川 石 ２３４５６  
               

             経営する事業の表示 

            （石・・採石業、営・・自動車運送業、販・・砂利販売業、 

             建・・建設業、砕・・砕石業、砂・・砂利採取業など） 

 

(5) 自然破壊行為への提供禁止 

○建設発生土は貴重な建設資材であることから、国土づくり、国土保全、自然再生及

び都市づくりなどに有効に活用されなければならない。このため、都関連工事から発

生する建設発生土はこれらの事業に活用するものとし、里山や谷戸などを埋め立てる

もの、跡地の利用計画が不明確又はないような受入地には搬出しないものとする。 

 

(6）行政庁の取組 

○土砂の埋立等の規制に関する法律を所管する行政庁、都・町村で条例等を制定して

いる行政庁は、これらの関係法令に基づき建設発生土の取扱いに関して適切に行政指

導等を行っていく。 

 

４ 運搬に当たっての環境配慮等 

以下のとおり、建設副産物の運搬に当たっては環境に配慮する。 

○過積載の防止 

建設副産物の運搬に当たっては、ダンプトラック等による場合は、過積載防止を図るも

のとし、車両の重量計などによる確認はもとより、必要に応じて台貫設備による確認等

を徹底する。 

 

５ 適正処理の確認 

(1) 工事現場の日常管理 

○請負者は、工事現場において関係法令に基づき建設副産物の発生抑制、再使用・再生

利用に当たっては、その責務として適正にこれを処理する。また、委託処理の場合は、

受託者に対し、委託契約の遵守及び関係法令に基づき適正処理することを指導監督す

る。 

 

(2) 工事記録写真 

○請負者は、施工計画書に基づき撮影した建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用、

適正処理等の状況写真について、発注部局の定める「工事記録写真撮影基準」に基づき

取りまとめたものを監督員に提出する。 
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第２ 有害物質等の処理 

(1) 関係法令の遵守 

請負者は、建設資材の分別解体等及び発生した建設資材廃棄物の処理等の過程におい

ては、以下の関係法令等を遵守し、有害物質等の発生を抑制するとともに、発生した有

害物質等の適正な処理を行い周辺環境への影響の防止を図らなければならない。 

 
（表―７）関係法令等の例 

〇廃棄物処理法 

〇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第

65号。以下「ＰＣＢ特措法」という。） 

〇東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）適正管理指導要綱（平成13年4月13環廃産第76
号環境局長決定。以下「ＰＣＢ指導要綱」という。） 

〇大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

〇都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号。以下

「環境確保条例」という。） 

〇ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン特措法

」という。） 

〇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和49年政令第202号。以下

「化学物質審査規制法施行令」という。） 

〇労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

〇特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成13年法律

第64号。以下「フロン回収破壊法」という。） 
〇特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号。

以下「オゾン層保護法施行令」という。） 

〇石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事における作

業上の遵守事項（改正平成13年3月19日東京都告示第310号） 

○石綿含有廃棄物等の適正処理について（平成19年11月5日環廃産発第071105005号）

（（別添）石綿含有廃棄物等処理マニュアル） 

〇その他関係のある法律 

 

(2) 有害物質等の処理方針 

発注者及び請負者は、以下の品目毎の処理方針に基づき、有害物質等を適正に処理す

る。また、請負者は、工事着手前に「有害物質チェックリスト」（様式集参照）により有

害物質等の有無をチェックし、監督員にこれを提出する。 

(1)ポリ塩化ビフェニル 

（ＰＣＢ）使用電気機

器等 

①建築物の解体工事においては、解体工事の着手に先立ち、

受変電設備、倉庫や蛍光灯・街路灯等の調査を行い、ＰＣＢ

使用電気器具の有無を確認する。 

 ○蛍光灯安定器 

○トランス・コンデン

サー 

 

 

②ＰＣＢの使用や保管が確認された電気機器等については、

建築物の解体工事に着手する前に、内部に残置しないよう先

行撤去を行い、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物として

適正に処理する。加えて、ＰＣＢ特措法に基づき適正な措置

を講じる。さらに、発注者は都知事に届け出るとともに、適
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正な保管を行う。ただし、変圧器(トランス)などの重電機器

に封入された絶縁油中のＰＣＢ濃度が0.5㎎／㎏以下である場

合は、ＰＣＢ廃棄物に該当しないため、その取扱いについて

は、下記の都のＰＣＢ所管部署に問い合わせる必要がある。

 （問い合わせ先） 

・東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 

                   規制監視係（都庁第二本庁舎 9 階） 
    電話 03-5321-1111  内線 42-874 
    直通 03-5388-3573 

（蛍光灯安定器の問い合わせ先） 

・(社)日本照明器具工業会 
    所在地 〒110-0005 東京都台東区上野 3-21 
      電 話 03-3833-5747  ＦＡＸ 03-3833-8455 
       Ｈ Ｐ   http://www.jlassn.or.jp/ 

（トランス・コンデンサの問い合わせ先） 

・(社)日本電機工業会 家電部 
       所在地 〒102-0082 東京都千代田区一番町 17-4 
                                    新電機工業会館 

    電 話 03-3581-4843  ＦＡＸ 03-3581-4775 
       Ｈ Ｐ http://www.jema-net.or.jp 

  
  

(2)ポリ塩化ビフェニル 

 （ＰＣＢ）含有シーリ 

ング材 

①昭和33年から昭和47年までに建設された建築物の解体工

事に当たっては、ＰＣＢ含有ポリサルファイド系シーリング

材の有無を確認する。 

 ○ガラス、サッシ、 パ

ネルの目地材 

②当該シーリング材のＰＣＢ含有が確認された場合は、廃棄

物処理法上の特別管理産業廃棄物としてその保管基準に従

い適正に保管する。  

③発注者は、ＰＣＢ特措法第8条及びＰＣＢ指導要綱第10条
に基づき、都知事への届出及び適正な保管をする。 

（問い合わせ先） 

・日本シーリング材工業会 
      所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5 
                  翔和須田町ビル 

   電 話 03-3255-2841  ＦＡＸ 03-3255-2183 
      Ｈ Ｐ http://www.sealant.gr.jp/ 

 (3)蓄電池 〇建築物の解体工事においては、解体工事の着手に先立ち、

その建築物内の受変電設備や非常灯・火災報知器等の器具を

調査するものとし、鉛蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池

の使用が確認された場合は、これを撤去した上、当該蓄電池

又は当該蓄電池を使用する機器の製造者と協力するなどし

て、適切な再資源化に努めるものとする。 

（問い合わせ先） 

・(社)電池工業会(小型二次電池再資源化センター) 
      所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 

    電 話 03-3434-0261  ＦＡＸ 03-3434-2691 
    Ｈ Ｐ http://www.baj.or.jp/ 

 ○受変電設備内の蓄電

池（鉛） 

○非常灯・火災報知 
器等の内蔵蓄電池（

ニッケル、カドミウ

ム） 
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(4)飛散性アスベスト ○吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の飛散性アスベス

トは、大気汚染防止法、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)

、環境確保条例、石綿含有廃棄物等処理マニュアル等を遵守

し、アスベストが使用されている箇所及び使用の状況を調査

 
○吹付アスベスト、○石綿

含有吹付ロックウール、○

石綿含有バーミュキュライ 

ト吹付、○石綿含有ケイ酸

カルシウム板(2種)、○石綿

含有保温材・断熱材・耐火

被覆材、○保温材ダクトパ

ッキン材 

・記録するとともに、「工事計画届」、「特定粉じん排出等作

業実施届出書」等の手続きを行い、除去作業を行った後、廃

棄物処理法上の特別管理産業廃棄物として適正に処分する

（規制内容の詳細については、巻末資料参照）。 

なお、平成18年2月8日から、都内から排出される飛散性ア

スベストについては、セメント固化し二重のプラスチック袋

に入れたものを中央防波堤外側埋立処分場で受け入れてい

る。 

（問い合わせ先） 

○石綿障害予防規則に関しては、厚生労働省東京労働局 

又は各労働基準監督署（問い合わせ窓口の詳細は巻末資料

参照） 

・厚生労働省東京労働局労働基準部 
      所在地 〒102-8306 東京都千代田区九段南 1-2-1 
                  九段第三合同庁舎 

    電 話 03-3512-1616  ＦＡＸ 03-3512-1560 
     Ｈ  Ｐ 

     http://www.roudoukyoku.go.jp/shisetsu/kantoku/index.html 
○大気汚染防止法及び環境確保条例に関しては、東京都環境

局（問い合わせ窓口の詳細は巻末資料参照） 

・東京都環境局環境改善部大気保全課大気係 

（都庁第二本庁舎8階） 
    電 話 03-5388-3492  ＦＡＸ 03-5388-1376 
     H  P 
 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/index.htm 
 

○廃棄物処理法及び飛散性廃棄物の受入に関しては、東京都

環境局（問い合わせ窓口の詳細は巻末資料参照） 

・東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 

（都庁第二本庁舎9階） 
   電 話（法律関係）指導係  03-5388-3586  
                 規制監視係 03-5388-3589   
          （廃棄物受入関係）審査係  03-5388-3588 
      ＦＡＸ 03-5388-1381 
      Ｈ Ｐ http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/index.htm 

○石綿全般に関することは下記協会 

・(社)日本石綿協会 
      所在地 〒108-0014 東京都港区芝 5-15-5 泉ビル 

     電 話 03-5765-2381  ＦＡＸ 03-5765-2382 

      Ｈ Ｐ http://www.jaasc.or.jp 

 (5)非飛散性アスベスト ○アスベストを含有したスレート板などは、破砕することに

よりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、労働安

全衛生法(石綿障害予防規則)等を遵守し、使用箇所の調査を

行うとともに、使用されている場合は、粉じん飛散を起こさ
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 ○石綿スレート(波形)、○

ビニール床タイル、○住宅

屋根用平板石綿スレート、

〇石綿セメント・サイディ

ング、○ケイ酸カルシウム

板、○石綿スレート（フレ

キ板）、○石綿セメント管 

ないよう慎重に取り外し、安定型最終処分場に埋立するなど

、必要な措置を講じる（規制内容の詳細については、巻末資

料参照）。 

（問い合わせ先） 
○石綿障害予防規則に関しては、厚生労働省東京労働局 

又は各労働基準監督署（問い合わせ窓口の詳細は巻末資料

参照） 

  ・厚生労働省東京労働局労働基準部（上記飛散性アスベスト

と同じ） 

○大気汚染防止法及び環境確保条例に関しては、東京都環境

局（問い合わせ窓口の詳細は巻末資料参照） 

・東京都環境局環境改善部大気保全課大気係（上記飛散性ア

スベストと同じ） 

○廃棄物処理法に関しては、東京都環境局（問い合わせ窓口

の詳細は巻末資料参照） 

・東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課(法律関係の

問い合わせ先は上記飛散性アスベストと同じ。なお、非飛

散性アスベストの受入はしていない。) 

○石綿全般に関することは下記協会 

・(社)日本石綿協会（上記飛散性アスベストと同じ） 

(6)ＣＣＡ、クロルデン類

、クレオソート処理木材 

①防腐・防蟻のためＣＣＡ（クロム、銅、ひ素の化合物）及

びクレオソートが、防蟻のためクロルデン類（化学物質製造

規制法施行令の第1条第8号に規定する物質をいう。）が注入

又は塗布された木材は、それ以外の部分と分離、分別するも

のとし、それが困難な場合は、これらが含まれているものと

して、廃棄物処理施設において適正な処理を行うものとする

。 

 ○土台、大引き、台所

等の水回り 

②特にＣＣＡについては、以下を参考として、建築物に用い

られたＣＣＡ処理木材の判別をし、判別結果に基づき、適正

にＣＣＡ処理木材を分別・処理する。 

（参考図書） 
・家屋解体工事におけるＣＣＡ処理木材分別の手引き（改訂

版）（平成 18 年 3 月北海道立林産試験場） 
・「ウッドスキャン」によるＣＣＡ処理木材分別の手引き 

 （平成17年3月廃木材リサイクル研究会） 

(7)フロン類 ○フロン回収破壊法に基づき、事前確認書により業務用冷凍

空調機器の有無を確認し、回収業者に委託確認書を交付する

とともに、フロン類を引き渡す。 
 なお、家庭用エアコンディショナーは家電リサイクル法に
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 ○業務用エアコンディショ

ナー、○業務用冷蔵機器及

び冷凍機器（冷蔵又は冷凍

の機能を有する自動販売機

を含む） 

○フロン類(ＣＦＣ、ＨＣＦ

Ｃ、ＨＦＣ) 

より都知事登録回収業者が回収する。 

（問い合わせ先） 

・東京都環境局都市地球環境部総量削減課 

フロン担当(都庁第二本庁舎8階) 

      電話  03-5321-1111  内線  42-745～6 

   直通  03-5388-3471 

 

(8)ハロン ○ハロン（オゾン層保護法施行令の別表第2欄の中欄に掲げ

る物質をいう。）についても、関係法令を遵守し、適正な処

理等を行う。 

（問い合わせ先） 

・ハロンバンク推進協議会 電話 03-5405-2180 

 ○ハロゲン化物消火設備、

機器（エアゾールスプレー

等を含む） 

○ハロン(ハロン1211,ハロ

ン2402,ハロン1301) 

(9)フロン類含有断熱材 ①建築物等の解体・改修工事において、断熱材が発生する場

合には、フロン類を用いて発泡する断熱材（ウレタン発泡系

、押出発泡ポリスチレンなど）の有無を確認する。 

 ○フロン類を用いて発泡す

る断熱材 

○フロン類（ＣＦＣ、ＨＣ

ＦＣ、ＨＦＣ） 

②フロン類を用いて発泡する断熱材が確認された場合は、出

来る限りフロン類が大気中に拡散しないように取り外し、産

業廃棄物（廃プラスチック）の許可を持っている焼却施設（

出来る限り廃棄物発電などのエネルギー回収を行っている

施設を選択する）で処理し、フロン類を分解する。 
（問い合わせ先）：許可を持っている処理業者に関すること

・建設廃棄物協同組合 

所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-6-6 藤木ビル3階 

電 話 03-5159-8171 ＦＡＸ 03-5159-8173 

Ｈ Ｐ http://www.kenpaikyo.or.jp/ 

・(社)東京産業廃棄物協会 

所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 

柿沼ビル7階 

電 話 03-5283-5455 ＦＡＸ 03-5283-5592 

Ｈ Ｐ http://www.tosankyo.or.jp/ 

 

（参考図書） 

建材用断熱材フロンの処理技術 (平成19年 環境省地球環境局)

http://www.env.go.jp/earth/ozone/tt-bi/index.html 

 

(10)アンモニア ○製造メーカー等の「お客様相談窓口」に連絡する。メーカ
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 ○吸収式冷蔵庫の冷 

媒 

ー名は扉内側などに貼付してある家庭用用品品質表示ラベ

ルに記載してある。 

（問い合わせ先）：製造メーカーが特定できない場合 

・（社）日本電気工業会 家電部（ＰＣＢと同じ） 

(11)水銀（蛍光ランプ） 〇建築物、街路灯、車両等に使用されている蛍光ランプを取

り外す場合は、封入されている水銀を流出させないため破損

しないように丁寧に取り外し、これを適正に処理して水銀や

ガラス等の再資源化に努める。 

（問い合わせ先） 

・(社)東京産業廃棄物協会 

      所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-13 

                   柿沼ビル 7 階 

     電 話  03-5283-5455  ＦＡＸ03-5283-5592 

      Ｈ Ｐ http://www.tosankyo.or.jp/ 

 ○蛍光ランプ（低圧放電ラ

ンプ） 

○水銀ランプ（高圧放電ラ

ンプ） 

(12)ヒ素又はカドミウム

混入の石膏ボード 

○石膏ボードの裏面の印刷によりメーカー等を確認して、当

該製造メーカーに問い合わせ、できる限り再資源化するとと

もに、適正に処理する。 

（問い合わせ先） 

・吉野石膏㈱ 
      所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 
                    新東京ビル 

   電 話 03-3216-0951  ＦＡＸ 03-3214-5094 
     Ｈ Ｐ http://www.yoshino-gypsum.com/ 

・日東石膏ボード㈱ 
      所在地 〒031-0801 青森県八戸市江陽 3-1-134 
     電 話 0178-43-7170  ＦＡＸ 0178-71-1081 

 
○特定の製造メーカー製造

の石膏ボード 
・ひ素・カドミウム含有石

膏ボード 
・岩綿吸音板下地 

(13)臭化リチウム ○廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物の廃アルカリ

の処分業の許可を有する施設において、適正に処理する。 
 ○吸収式冷凍機の冷媒

（常温液体） 

(14)ダイオキシン ○ダイオキシン類特別措置法、廃棄物処理法、労働安全衛生

法等に基づき、適正に処理する。 
 ○廃棄物焼却炉 

(15)その他の有害物質 

等 

〇その他の有害物質等についても、関係法令を遵守して 

適正に処理する。 

 
 

第３ 解体工事に関係する法令の遵守 

(1) 解体工事に関係する法令 

解体工事に関係する法律には表－8 のようなものがあり罰則も定められていることか

ら、請負者は、建築物の解体工事等の施工に当たっては、これらの関係法令を遵守する

必要がある。 
 

（表－8）関係法令等の例 
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〇建設業法（昭和24年法律第100号） 

〇建築基準法（昭和25年法律第201号） 

〇道路交通法（昭和35年法律第105号） 

〇道路法（昭和27年法律第180号） 

〇廃棄物処理法（再掲） 
○ダイオキシン特別措置法（再掲） 

〇ＰＣＢ特別措置法（再掲） 

〇労働安全衛生法（再掲） 

〇消防法（昭和23年法律第186号） 

〇大気汚染防止法（再掲） 

〇振動規制法（昭和51年法律第64号） 

〇騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

〇地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策

法」という。）） 

〇悪臭防止法（昭和46年法律第91号） 

〇高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号） 

〇火薬類取締法（昭和25年法律第149号） 

〇特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という

。） 

〇フロン回収破壊法（再掲） 

〇下水道法（昭和33年法律第79号） 

〇その他関係のある法律 

  

(2) 解体工事において必要な手続き 

請負者は、解体工事における調査、設計、契約、着工、施工、完了に至る一連の過程

において、関係法令を遵守し、必要な手続きを行う必要がある。 
 

（表－9）関係法令に基づく手続きの例 

法    令 調 査 設 計 契 約 着 工 

(施工前) 

施 工 

(工事中) 

完 了

建設業法   〇 〇 〇  

建築基準法  〇  〇 〇  

道路交通法    〇 〇  

道路法    〇   

ダイオキシン特別措置法     〇  

ＰＣＢ特別措置法    〇   

労働安全衛生法 〇 〇  〇 〇  

消防法  〇   〇  

大気汚染防止法     〇  

振動規制法    〇 〇  

騒音規制法    〇 〇  

水質汚濁防止法     〇  

地球温暖化対策法     〇  
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悪臭防止法     〇  

高圧ガス保安法     〇  

火薬類取締法     〇  

家電リサイクル法    〇   

フロン回収破壊法    〇   

下水道法    〇   

 

(3) 各関係法令の遵守事項 

請負者は、解体工事における調査、設計、契約、着工、施工、完了に至る一連の過程

において、関係法令に基づき以下の事項を遵守する必要がある。 

なお、各関係法令とも罰則が定められているが、詳細は巻末資料（「関係法令罰則一覧」

を参照） 

（表－10）関係法令の遵守事項の例 

段階 施工内容 関係法令 遵守事項 

調査 ・解体現場の確認及び周

辺環境の確認 

道路交通法(第45条) 駐車を禁止する場所 

設計 ・計画書等の作成 建築基準法(第20条) 構造耐力基準 

契約 ・契約書等の作成 

・契約者の選定 

建設業法(3条、5条、11条、

12条) 

建設業の許可及び変更・廃業等の届出

 (16条) 下請契約締結の制限 

労働安全衛生法(31条) 注文者の構ずべき措置 

 (33条) 機械貸与者の構ずべき措置 

(34条) 建築物貸与者の構ずべき措置 

着工 

(施工前) 

・届出 

・表示、掲示 

・設備 

ＰＣＢ特別措置法(8条) 保管等の届出 

家電リサイクル法(6条) 事業者及び消費者の責務 

建築基準法(15条) 工事届出の義務 

 

 

(40条) 標識の掲示 

(6条) 建築物の建築等に関する申請及び確認

(89条) 工事現場における確認の表示等 

大気汚染防止法(18条の15～

18) 

特定粉じん排出等作業の実施の届出 

騒音規制法(14条) 特定建設作業の実施の届出 

振動規制法(14条) 特定建設作業の実施の届出 

高圧ガス保安法(36条) 危険時の措置及び届出 

道路交通法(77条) 道路の使用の許可 

道路法(32条) 道路の専用の許可 

消防法(7条) 建築計画の確認 

 (17条) 消防用設備等 

(17条の2) 消防用設備等の基準 
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フロン回収破壊法(65条) フロン類の放出の禁止 

下水道法(第12条の3) 特定施設の設置等の届出 

下水道法(第12条の4) 特定施設の構造等の変更の届出 

下水道法(第12条の7) 氏名の変更等の届出 

施工 

(工事中) 

・廃棄物の排出、保管、

搬出 

・事故等の発生時の措置 

・作業及び労働者の安全 

建設業法(26条、26条の2) 主任技術者及び監理技術者の設置 

ダイオキシン特別措置法(8条

) 

排出基準 

水質汚濁防止法(8条の2) 総量規制基準 

 (12条) 排出水の排出の制限 

(14条) 事故時の措置 

(14条の2) 排出水の汚染状態の測定等 

(18条) 緊急時の措置 

地球温暖化対策法(5条) 温室効果ガスの排出の抑制等 

道路交通法(47条) 停車又は駐車の方法 

 (57条) 乗車又は積載の制限等 

(76条) 禁止行為 

悪臭防止法(10条) 事故時の措置 

 (15条) 悪臭が生ずる物の焼却の禁止 

高圧ガス保安法(63条) 事故届 

火薬類取締法(11条) 貯蔵 

 (26条) 技術基準 

(40条) 喫煙等の制限 

(46条) 事故届等 

消防法(5条) 火災の予防 

 (9条) 火災の予防のための基準 

(9条の3) 危険物及び可燃物の貯蔵及び取扱上の

技術基準 

労働安全衛生法(14条) 作業主任者の選任 

 (20条) 事業者の講ずべき措置等 

(21条) 危険防止措置 

(22条) 健康障害防止措置 

(23条) 健康、風紀及び生命の保持のための措

置 

(24条) 作業方法の危険防止 

(25条) 労働災害発生時の退避等の措置 

(25条の2) 労働者の救護に関する措置 

(35条) 重量表示 

(61条) 就業制限 

(65条、65条の4) 作業環境測定及び作業時間の制限 

(68条) 病者の就業禁止 

(11条) 安全管理者の選任 
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(12条) 衛生管理者の選任 

(15条) 統括安全衛生責任者の選任 

(16条) 安全衛生責任者の選任 

(32条) 請負人の講ずべき措置等 

(45条) 定期自主検査 

 

 

(4) 建設リサイクル法関係機関ホームページアドレス 

① 東京都都市整備局建設リサイクルホームページ 

    ・東京都建設リサイクル指針、法の解説、Ｑ＆Ａ、各種様式等を掲載 

      ＨＰ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html 

② 東京都環境局建設リサイクル法ホームページ 

    ・申告先、建設発生木材の再資源化施設リスト等を掲載 

       ＨＰhttp://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/11%20kensetu%20recycle/ke

nsetsu%20recycle%20B.htm 

③ 国土交通省建設リサイクルホームページ 

    ・法律、ＦＡＱ、都道府県の実施指針や問い合わせ窓口一覧等を掲載 

      ＨＰ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html 
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第６章 建設副産物のリサイクル等 

  第１ 建設廃棄物 

        建設廃棄物については、以下のとおり発生抑制、再使用・再生利用等に取り組む

ものとする。 

    １  コンクリート塊 

        コンクリート塊については、以下のとおり取組を行う。 

(1) 計画的な取組 

 

 

○コンクリート塊の発生抑制、分別解体等及び再資源化等の実施に当たっては、

計画的に取り組むものとし、現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用、海面

処分場の作業用道路造成材利用等の利用調整を行う。 

(2) 発生抑制 

 

 

 

 

① 発生抑制は、計画・設計段階における検討が重要であることから、この段階

において発生抑制を計画するとともに、建築物等の長期使用、耐久性の向上、

維持管理・修繕の容易化などにより発生抑制を図る。 

② コンクリート基礎、基礎くい等で再度基礎として使用することが可能な場

合は、解体せずに補強等を行い再使用し、コンクリート塊の発生を抑制する。

(3) 分別解体等及び再資源化等 

 

 

 

①   コンクリート塊は特定建設資材廃棄物であり、施行規則に基づき分別解体

等するとともに、分別後のコンクリート塊は再資源化する。 

② 対象建設工事であるか否かに係わらずコンクリート塊の分別解体等及び再

資源化等を実施する。 

(4) 利用用途等   

 

 
  

○   コンクリート塊については、破砕、選別、不純物除去及び粒度調整等を行 

 うことにより、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整 

 砕石及び再生コンクリート用骨材等（以下「再生骨材等」という。）として、

 道路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地の舗装（以下「道路等の舗装」

という。）の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材及びコンクリート用 

 骨材等に利用する。 

(5) 自ら利用 

 ○ 発生抑制を徹底した後に発生したコンクリート塊については、できる限り、

工事現場内で利用用途に応じた形状・品質を得られるように加工し「自ら利

用」（現場内利用）を行う。 

（例） 

・割ぐり石代替品、砕石代替品、玉石代替品等として自ら利用（路盤材、構造 

物の基礎材・裏込材、港湾埋立材、路床改良材、ふとん籠中詰材など）に努 

める。 

  ※   「自ら利用」とは、コンクリート塊を有用物（コンクリート塊の有用性を高め他人に有償売却でき

る性状にしたもの）となるよう処理し、占有者（コンクリート塊が発生する工事の請負者）が使用す

ることをいう。同一の請負者が自ら利用する場合は、利用工事及び利用場所に特段の制約がないため

、発生場所 が同一敷地のみならず、公道を挟む隣接する敷地や発生場所以外の工事でも自ら利用が

可能である。 
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(6)  工事間利用等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事現場外に搬出せざるを得

ないコンクリート塊については、原則として、工事現場内で加工し、工事間利

用や海面処分場の作業用道路造成材等への利用を推進していく。 

② 工事間利用については、発生時期や発生量等を把握して利用調整を行う。 

（例） 

・割ぐり石代替品や、砕石代替品、玉石代替品等として工事間利用（路盤材、構

造物の基礎材・裏込材、港湾埋立材、路床改良材、ふとん籠中詰材など）に努

める。 

③   これまで、河川、海岸及び水路等がコンクリートにより築造されてきたが、

生物の多様性を確保するため多自然型の工法が採用されるようになってきた

ため、このような場合において、旧護岸等から発生する石材やコンクリート

塊などを自然再生のために活用していく。 

(7) 海面処分場の作業用道路造成材利用 

 ○現場内利用、工事間利用ができず、島内に再資源化施設もない場合には、工事

現場内で最大径３０cm 程度に加工し、海面処分場に搬入して作業用道路造成材

として活用する。 

(8) 工事間利用、海面処分場の作業用道路造成材利用に伴う加工・保管・支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コンクリート塊が発生する工事（仮置き中のコンクリート塊を加工・運搬  
等する工事を含む。）において、割ぐり石代替品、砕石代替品、玉石代替品等

に加工し、当該工事における現場内利用、他工事との工事間利用、海面処分場

の作業用道路造成材としての提供等を行う。 

  また、当該工事の工期内で利用しないで保管する場合は、保管後に支給材

料として他工事に支給又は海面処分場の作業用道路造成材としての提供等を

行う。 

  なお、仮置きに当たっては、台形等に整地するなどして、管理や量の把握が

容易となるように努めるとともに、土砂等と分離し、かつ、発注者ごとに分け

て（表示する）仮置きする。 

② 有効利用及び仮置きに当たっては、以下の条件を満たすものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建設資材として、有価物の品質を有していること。 

○加工・保管・利用等の計画を有すること。 

○資材としての工事間利用は、個別指定の手続きは不要。ただし、船舶運搬や

港湾使用等に係る関係法令を遵守すること。 

○仮置き場所の管理者は、名称看板掲示、関係者以外立入禁止表示、必要な場

合は 施錠可能な門扉及び囲いを設置（設置しない場合においても関係者以外

が自由に 出入りできないよう措置しなければならない。）、見通しが悪い場合

はカーブミラー設置等の措置をすること。 

○仮置き場所の管理者は、場所ごとに、管理要領、管理台帳を備えて管理する

こと。 

○仮置き場所に有価物を仮置きする者は、管理者が定める管理要領に従い適正

に仮置きをすること。 

  ○島内又は島間の利用調整は島しょ部会等で行い、本土に係る利用調整は東 

京都建設発生土利用調整会議で行う。 
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   注１）海面処分場の作業用道路造成材の品質は、３０ｃｍ程度に小割りし、

鉄筋、ごみどろなどを含まないものとする。 

    注２）その他の用途の場合は、利用者が求める要求品質によるが、いずれ   
      もごみ、どろなどを含まないものとする。 

    注３）現場内利用、工事間利用、支給材料支給ともにリサイクル伝票、リサ

イクル証明書を運用する。 

(9) 再資源化施設の活用 

 ① 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事間利用等ができないコン

クリート塊については、島内に再資源化施設がある場合には当該施設に搬出し

再資源化を行う。 

② 島内に再資源化施設がない場合には、他島又は本土に立地する再資源化施

設に搬入し再資源化を行う。運搬に当たっては、できる限り容器に収めるも

のとする。 

 

    ２  アスファルト・コンクリート塊 

       アスファルト・コンクリート塊については、以下のとおり取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

(1) 計画的な取組 

 

 

① アスファルト・コンクリート塊の発生抑制、分別解体等及び再資源化等の

実施に当たっては、計画的に取り組むものとし、工事ごとのリサイクル計画

の作成などを行う。 

② 現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用等の利用調整を行う。 

(2) 発生抑制 

 ①   発生抑制は、計画・設計段階における検討が重要であることから、この段 

 階において発生抑制を計画するとともに、長寿命化舗装の採用、維持管理・ 

修繕の容易化などにより発生抑制を図る。 

② 余剰材を発生させない施工計画など、アスファルト・コンクリート塊の発

生抑制に努める。 

(3) 分別解体等及び再資源化等 

 ① アスファルト・コンクリート塊は特定建設資材廃棄物であり、施行規則に

基づき分別解体等するとともに、分別後のアスファルト・コンクリート塊は

再資源化等する。 

②   対象建設工事であるか否かに係わらずアスファルト・コンクリート塊の分

別解体等及び再資源化等を実施する。 

(4) 利用用途等 

 

 

 

 

 

○ アスファルト・コンクリート塊は、破砕、選別、不純物除去及び粒度調整等

を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物、表層基層用再生加

熱アスファルト混合物及び改質再生アスファルト混合物として、道路等の舗装

の上層路盤材、基層用材料又は表層用材料に利用する。 

  また、再生骨材等として、道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材 

 又は基礎材等に利用する。  

 

 (5) 自ら利用 
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 ○ 発生抑制を徹底した後に発生したアスファルト・コンクリート塊について

は、できる限り、工事現場内で利用用途に応じた形状・品質を得られるように

加工し「自ら利用」（現場内利用）を行う。ただし、アスファルト・コンクリ

ート塊は工事現場内で利用する用途としては、コンクリート塊とともに再生ク

ラッシャラン等の原材料として、破砕、粒度の調整等を行い路盤材、基礎材等

として使用する場合などに限られる。 

 

  ※   「自ら利用」とは、アスファルト・コンクリート塊を有用物（アスファルト・コンクリート塊の有

用性を高め他人に有償売却できる性状にしたもの）となるよう処理し、占有者（アスファルト・コン

クリート塊が発生する工事の請負者）が使用することをいう。同一の請負者が自ら利用する場合は、

利用工事及び利用場所に特段の制約がないため、発生場所が同一敷地のみならず、公道を挟む隣接す

る敷地や発生場所以外の工事でも自ら利用が可能である。 

(6)  工事間利用 

 

 

 

 

 

① 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事現場外に搬出せざるを得な

いアスファルト・コンクリート塊については、できる限り、工事間利用を推進

していく。ただし、アスファルト・コンクリート塊は工事現場内で利用する用

途としては、コンクリート塊とともに再生クラッシャラン等の原材料として、

破砕、粒度の調整等を行い路盤材、基礎材等として使用する場合などに限られ

る。 

(7) 工事間利用に伴う加工・保管・支給 

 
 

① アスファルト・コンクリート塊が発生する工事（仮置き中のアスファルト・

コンクリート塊を加工・運搬等する工事を含む。）において、砕石代替品に加

工し、当該工事における現場内利用、他工事との工事間利用を行う。 

  また、当該工事の工期内で利用しないで保管する場合は、保管後に支給材

料として他工事に支給を行う。 

  なお、仮置きに当たっては、台形等に整地するなどして、管理や量の把握が

容易となるように努めるとともに、土砂等と分離し、かつ、発注者ごとに分け

て（表示する）仮置きする。  

②有効利用及び仮置きに当たっては、以下の条件を満たすものであること。  

 
 
 

○建設資材として、有価物の品質を有していること。  

○加工・保管・利用等の計画を有すること。  

○資材としての工事間利用は、個別指定の手続きは不要。  

○仮置き場所の管理者は、名称看板掲示、関係者以外立入禁止表示、必要な

場合は 施錠可能な門扉及び囲いを設置（設置しない場合においても関係者

以外が自由に 出入りできないよう措置しなければならない。）、見通しが悪

い場合はカーブミラー設置等の措置をすること。  

○仮置き場所の管理者は、場所ごとに、管理要領、管理台帳を備えて管理す

ること。  

○仮置き場所に有価物を仮置きする者は、管理者が定める管理要領に従い適

正に仮置きをすること。  
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○島内又は島間の利用調整は島しょ部会等で行い、本土に係る利用調整は東

京都建設発生土利用調整会議で行う。  

注１）工事間利用を行う場合は、利用者が求める要求品質によるが、いず

れもごみ、どろなどを含まないものとする。 

  注２）現場内利用、工事間利用、支給材料支給ともにリサイクル伝票、リ

サイクル証明書を運用する。  

(8) 再資源化施設の活用 

 ① 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事間利用等ができないアス

ファルト・コンクリート塊については、島内に再資源化施設がある場合には

そこに搬出し再資源化を行うものとする。 

② 島内に再資源化施設がない場合には、他島又は本土に立地する再資源化施

設に搬入し再資源化を行う。運搬に当たっては、できる限り容器に納めるも

のとする。 

 

    ３  建設発生木材 

       建設発生木材については、以下のとおり取組を行う。 

(1) 計画的な取組 

 ① 建設発生木材の発生抑制、分別解体等及び再資源化等の実施に当たっては

計画的に取り組むものとし、工事ごとのリサイクル計画の作成などを行う。 

② 現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用等の利用調整を行う。 

(2) 発生抑制 

 ① 発生抑制は、計画・設計段階における検討が重要であることから、この段階

において発生抑制を計画するとともに、建築物等の長期使用、耐久性の向上、

維持管理・修繕の容易化、などにより発生抑制を図る。 

② 具体的な事例としては、梱包材の削減、余剰材を発生させない施工計画、原

寸発注（プレカット）の採用、木製型枠の代替製品使用による使用済み木製型

枠の発生抑制などである。 

(3) 分別解体等及び再資源化等 

 ① 建設発生木材は特定建設資材廃棄物であり、施行規則に基づき分別解体等 

するとともに、分別後の建設発生木材は再資源化等する。 

② 対象建設工事であるか否かにかかわらず分別解体等及び再資源化等を実施

 する。 

(4) 利用用途等 

 

 

 

 

○ 建設発生木材については、破砕、選別及び不純物除去等を行うことにより、

 木質ボード、堆肥等の原材料等として利用することを継続していくとともに、

 建築物の下地材やコンクリート型枠等に加工し、これを都内で施工する建築 

物等の工事において活用していく。また、熱を得ることに利用することを促 

進する。 

(5) 自ら利用 

 ○ 発生抑制を徹底した後に発生した建設発生木材については、できる限り、 

工事現場内で利用用途に応じた形状・品質を得られるように加工し「自ら利用

」（現場内利用）を行う。 
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 ただし、建設発生木材は工事現場内で利用する用途としては、古材を再使用

するか、破砕等を行いマルチング（有害物質や防腐剤等が含まれていない場合

に限る。）材等として使用する場合などに限られる。 

  ※   「自ら利用」とは、建設発生木材を有用物（建設発生木材の有用性を高め他人に有償売却できる性状

にしたもの）となるよう処理し、占有者（建設発生木材が発生する工事の請負者）が使用することを  

いう。同一の請負者が自ら利用する場合は、利用工事及び利用場所に特段の制約がないため、発生場所

が同一敷地のみならず、公道を挟む隣接する敷地や発生場所以外の工事でも自ら利用が可能である。

(6)  工事間利用 

 

 

 

 

○ 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事現場外に搬出せざるを得

ない建設発生木材については、できる限り、個別指定制度の活用により工事間

利用を推進していく。ただし、建設発生木材は工事間利用する用途としては、

古材を再使用するか、破砕等を行いマルチング（有害物質や防腐剤等が含まれ

ていない場合に限る。）材等として使用する場合などに限られる。 

(7) 再資源化施設等の活用 

 ① 発生抑制及び自ら利用を徹底して行った後、工事間利用等ができない建設

発生木材については、島内に再資源化施設がある場合には当該施設に搬入し

再資源化を行うものとする。また、島内に再資源化施設がない場合には、島内

の清掃施設に搬出し再資源化又は縮減（建設発生木材を熱利用（回収）できな

い清掃施設に搬入した場合）する（ただし、事前に町村の清掃部局と協議する

とともに、所定の寸法に処理する必要がある。）。 

② 島内に再資源化施設も清掃施設もない場合及び清掃施設で受入ができない

場合には、他島又は本土に立地する再資源化施設又は清掃施設に搬入し、再資

源化又は縮減を行う。運搬に当たっては、できる限り容器に納めるものとする。

(8) 現場での分別目安等 

    建設発生木材は、再資源化施設における破砕処理等の後、できる限り高いレ 

ベルで利用されるよう、以下の目安により分別を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①解体工事における建設発生木材の分別の目安 

 

 

 

 

 

分別等級 建設発生木材の性状 チップ区分 

第１種 ムク材（柱、梁、板など）でペンキ等の付着のないも

の 

Ａチップ、Ｂチップ 

第２種 上記以外のもの（ペンキ等が付着したムク材、合板等

でＡチップ又はＢチップにならないもの） 

Ｃチップ、Ｄチップ 

②新築工事における建設発生木材の分別の目安 

 

 

 

 

  

分別等級 建設発生木材の性状 チップ区分 

第１種 ムク材（柱、梁、板など）又は合板等でペンキ等の付

着のないもの 

Ａチップ、Ｂチップ、Ｃ

チップ 

第２種 ムク材（柱、梁、板など）又は合板等でペンキ等が付

着しているもの、コンクリート型枠 

Ｄチップ 
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 注1）ＣＣＡ、クロルデン類、クレオソートが塗布等されたものは分別し、これらが含まれた 

  ものが混入しないように注意する。 
 注2) 建設発生木材の分別解体等に当たっては、他の建設資材廃棄物と分別されていなくては 

  ならない。特に、電線・通信線等は支障となるので完全に除去する。 

 

（参考）チップの規格等（規格は施設によって異なるが、平均的・標準的なものを参考に示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チップ区分 チップの用途 備  考 

Ａチップ 

(切削、破砕)

製紙、エタノール、炭等の原料 ＣＣＡ等の有害物質、合

板、ペンキ等の付着物、

金属等の異物を含まな

いこと 

Ｂチップ 

（破   砕） 

製紙、繊維板（ＭＤＦボード他）、パーティク

ルボード、エタノール、炭、マルチング材、

敷料、コンポストの原料 

ＣＣＡ等の有害物質、合

板、ペンキ等の付着物、

金属等の異物を含まな

いこと 

Ｃチップ 

（破   砕） 

パーティクルボード、燃料、敷料、セメント、

エタノールの原料 

ＣＣＡ等の有害物質、ペ

ンキ等の付着物、金属等

の異物を含まないこと

Ｄチップ 

（破   砕） 

燃料、高炉還元剤、セメント等材料 ＣＣＡ等の有害物質、ペ

ンキ等の付着物、金属等

の異物を含まないこと、

水分を多く含んだもの

は除く 

ダ  ス  ト 

(チップ製造に

伴う副産物） 

敷料、炭の原料 有害物質、金属等の異物

を含まないこと 

※ チップの大きさは、Ａ～Ｄチップに関しては、５cmスクリーン通過（概ね５cm以下）を  
 標準とするが、利用用途によっては、３cm 以下、１cm以下とする場合もある。 

 

※ 平成１５年１２月１２日に「建設副産物リサイクル広報推進会議」から記者発表された「木  
 材チップの品質基準（暫定版）」をもとに作成した。  

(9) ＣＣＡ・クロルデン・クレオソート等の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事前調査 

  事前調査の段階において、ＣＣＡ・クロルデン・クレオソート（以下「ＣＣ

Ａ等」という。）が使用されているか否か調査を行い、使用されている場合は

使用部位に油性マジックインキ等でマーキングをする（ＣＣＡなら○Ｃ 、クロル

デン類又はクレオソートなら○ク など）。  

② 施工時点 

    事前調査の時点では確認できなかった箇所がある場合は、施工中に調査を 

行い、使用されている場合は事前調査と同様にマーキングをする。 
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 ③ ＣＣＡ等の処理 

    ＣＣＡ等が注入された木材又はリサイクルが困難な木材は、それ以外の部 

分と分離、分別し、廃棄物処理施設（焼却等）において適正な処理を行う。 

（判別手法の例） 

  ＣＣＡ等の判別その他については、「家屋解体工事におけるＣＣＡ処理木材分

別の手引き（改訂版）（平成 18 年 3 月北海道立林産試験場）」「「ウッドスキャ

ン」によるＣＣＡ処理木材分別の手引き（平成 17 年 3 月廃木材リサイクル研

究会）」を参考にしてもよい。  

  ここに判別手法の例を参考に示す。 

 〇建築年次による判別 ・ＣＣＡ処理木材は昭和38年にＪＩＳ化され、平成10年に

かけて使用されている。 

・建築年次を調査して確認する。 

〇使用部位による判別 ・ＣＣＡ処理木材は、主に建築物の土台、大引き、水回り

等の部位に使用されている。 

・根太、通し柱、屋根材、その他にも使用されている場合

もある。 

〇メーカー仕様による判別 ・メーカー仕様から各部位へのＣＣＡ処理木材の使用状況

を判断する。 

〇目視による判別 ・ＣＣＡ処理木材の色（薄緑色）又はＪＩＳ、ＪＡＳマー

ク等の刻印により判断する。 

〇試薬反応による判別 ・ＣＣＡ処理木材の銅、クロムに反応し変色する試薬を用

い判断する。 

・試薬として、ジフェニルカルボノヒドラジド、ジフェニ

ルカルバジド、ＰＡＮ等がある。 

 

 

    ４  その他の建設廃棄物 

       その他の建設廃棄物については、以下のとおり取組を行う。 

(1) 計画的な取組 

 ① その他の建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び再資源化等の実施に当

たっては計画的に取り組むものとし、工事ごとのリサイクル計画の作成などを

行う。 

② 現場内利用、工事間利用、再資源化施設活用等の利用調整を行う。 

③   建設泥土が発生する場合は、「東京都建設泥土リサイクル指針」に基づき、

適正に再資源化を行う。 

(2) 発生抑制 
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 ①   発生抑制は、計画・設計段階における検討が重要であることから、この段

階  
において発生抑制を計画するとともに、建築物等の長期使用、耐久性の向上、

維持管理・修繕の容易化、などにより発生抑制を図る。  
また、省梱包化又は無梱包化による梱包材が廃棄物となるものの削減、余

剰材を発生させない施工計画作成、原寸発注（プレカット）、資材の現場への

搬入管理の徹底による余剰材が廃棄物となるものの削減に努める。  

 
（梱包材の削減の具体例） 

・洗面化粧台、衛生陶器、外装タイルなどについては、簡易梱包の活用に努め 

 廃棄物等の量を削減する。 

・製品の梱包を行わず専用台車を用いることにより梱包レス化し、廃棄物等を 

発生させない。 

・プラスチック製やダンボール製のリターナブル容器により、製品を梱包し、 

廃棄物等を発生させない。 

 

 （問い合わせ先） 

・(社)住宅生産団体連合会 

      所在地  〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-6-6 

     電 話  03-3592-6441  ＦＡＸ03-3592-6464 

      Ｈ Ｐ  http://www.judanren.or.jp/ 

(3) 分別及び回収 

 ① 建設混合廃棄物としての発生量の削減 

    建設廃棄物は、混合して発生すると、再資源化等や適正処理が困難となる  
 ため、再資源化するもの、縮減するもの、埋立処分するもの等その取扱方法  
 に応じて、工事現場内での分別を徹底し、建設混合廃棄物としての発生を抑  
 制することが必要である。 

 （分別方法） 

・分別する廃棄物ごとにコンテナ等の容器を設け、各々に分かりやすい標示  
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 をすることにより分別を容易にする。 

  ・分別したものが混合しないように集積する。 

 （分別品目） 

    品目別の分別の例としては、以下の分け方がある。 

  ・木くず（不用木製型枠材、不用造作・建具材、木製梱包材など） 

  ・コンクリート（コンクリート塊、モルタルくずなど） 

  ・金属くず（鉄筋くず、金属加工くず、ボルト類、スチールサッシ、アルミ 

 サッシ、メタルフォームなど） 

  ・ダンボール ・石こうボード ・ロックウール吸音板 ・電線くず 

  ・塩ビ管 ・廃プラスチック ・空き缶 ・発泡スチロール 

 ・生ごみ（食事の残渣及び弁当がらなど） 

 ・安定型産業廃棄物（廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及 

  び陶磁器くず、金属くず、コンクリート等のがれき類（有機性のものが付 

  着したプラスチック及び金属の廃容器・包装は管理型産業廃棄物）） 

  ・管理型産業廃棄物（紙くず、木くず、廃石膏ボード、繊維くず、廃容器、  
  包装（有機性のものが付着した金属・プラスチック）、鉛製の管又は板、  
  廃プリント配線板）  

② 分別した廃棄物の回収 

    品目ごとに分別した廃棄物は、廃棄物処理法に従い、適正に収集運搬し、 

再資源化をする施設や最終処分場に搬入する必要がある。 

  （問い合わせ先） 

  ・建設廃棄物協同組合 

        所在地  〒104-0031 東京都中央区京橋2-6-6藤木ビル3階 

       電 話  03-5159-8171  ＦＡＸ  03-5159-8173 

      Ｈ Ｐ  http://www.kenpaikyo.or.jp/ 

  ・(社)東京産業廃棄物協会 

        所在地  〒101-0047東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7階 

        電 話  03-5283-5455  ＦＡＸ  03-5283-5592 

        Ｈ Ｐ  http://www.tosankyo.or.jp/ 

 

(4) 再資源化等 

 ① 特定建設資材廃棄物以外の建設資材廃棄物についても、分別解体等を行っ

た後、技術開発の動向や社会需要動向等を踏まえつつ、できる限り、再資源化

等の方法に応じた分別を行い再資源化等を実施する。 

    なお、島内に再資源化等を行う施設ない場合は、他島又は本土に立地する

施設に搬出して行う。運搬に当たっては、できる限り容器に納めるものとす

る。 
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② 特定建設資材廃棄物以外の建設資材廃棄物の再資源化等を行う場合は、当

該建設資材（建設資材廃棄物）の製造者と協力しつつ行うほか、再資源化施設

（多品目の許可を受けた中間処理等を行う再資源化施設、単品でも、混合廃棄

物の状態でも受け入れ可能であるが、分別を徹底し品目ごとに分けて搬入する

必要がある。以下「総合中間処理施設」という。）の選択をすることができる

（検索に当たっては、当該建設資材廃棄 物の受入等に関する許可を有してい

るか確認する必要がある。）。 

再資源化施設は、以下の方法によって特定建設資材廃棄物以外の建設資材廃

棄物を受け入れる施設の検索又は問い合わせをすることができる（検索等に当

たっては、当該建設資材廃棄物の受入等に関する許可を有しているか確認する

必要がある。）。 

（東京都許可業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東京都環境局のホームページ「東京都産業廃棄物事業者検索システム」に 

 都の許可を受けている収集運搬業者及び処分業者が掲載されている。 

   ＨＰ   http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/search.htm 

・(社)東京産業廃棄物協会に都の許可を受けている収集運搬業者及び処分業 

者について問い合わせ等をすることができる。  

      所在地   〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7階 

      電 話 03-5283-5455  ＦＡＸ03-5283-5592 

      Ｈ Ｐ   http://www.tosankyo.or.jp/ 

（他の道府県許可業者） 

 (財)産業廃棄物処理事業振興財団のホームページに各都道府県の許可を受 

けた収集運搬業者及処分業者が掲載されている。  

       所在地  〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1  堀内ビルディング3階 

      電 話  03-3526-7798  ＦＡＸ  03-3526-0156 

      Ｈ Ｐ  http://www.sanpainet.or.jp/ 

・他の道府県又は保健所設置市によっては、ホームページ等で当該道府県又は

保健所設置市の許可を受けている収集運搬業者及び処分業者について調べる

ことができるところもある。 

(5) 品目ごとの再資源化等 

    再資源化施設（総合中間処理施設）を選択するほか、品目ごとの受入施設につ

いて、以下の問い合わせ先に照会することができる。 
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 ① プラスチック類及び硬質塩化ビニル 

    新築工事の際に発生する梱包材や端材等の塩化ビニル以外のプラスチック

類及び解体工事により発生する塩化ビニル以外のプラスチック類は、できる

限り、中間処理施設を経由して間接的に搬入するか、あるいは直接に搬入す

ることにより、建設資材の製造者等による再生原料化、高炉還元、セメント原

燃料化、ガス化溶融、固形燃料化などによる再資源化等に努める。 

  また、硬質塩化ビニル製の管及び管継手等については、分別解体等を行っ

た後、これらの建設資材の製造者と協力しつつ、できる限り再資源化等に努

める。さらに、軟質塩化ビニル類については、分別解体等を行った後、できる

限り再資源化等に努める。  

 ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

◇再生原料化・高炉還元・ガス化溶融・固形燃料化等 

  ・塩化ビニル管・継手協会 

       所在地  〒107-0051東京都港区元赤坂 1-5-26 東部ビル 3 階 

         電 話 03-3470-2251  ＦＡＸ03-3470-4407 

          Ｈ Ｐ   http://www.ppfa.gr.jp/ 
    ・(社)プラスチック処理促進協会 

       所在地  〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1 

          電 話 03-3297-7511  ＦＡＸ03-3297-7501 

          Ｈ Ｐ   http://www.pwmi.or.jp/ 

◇セメント原燃料化  

  ・建設廃棄物協同組合 

     所在地  〒104-0031 東京都中央区京橋2-6-6藤木ビル3階 

       電 話  03-5159-8171  ＦＡＸ  03-5159-8173 

     ＨＰ  http://www.kenpaikyo.or.jp/ 

  ・(社)東京産業廃棄物協会 

       所在地  〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7階 

         電 話 03-5283-5455 ＦＡＸ 03-5283-5592 

          Ｈ Ｐ  http://www.tosankyo.or.jp/ 

  ・(社)セメント協会 

       所在地  〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4 秀和桜橋ビル 7 階 

         電 話 03-3523-2701 ＦＡＸ 03-3523-2700 

          Ｈ Ｐ  http://www.jcassoc.or.jp/ 

② 石膏ボード 

  新築工事の際に発生する石膏ボードについては、できる限り建設資材の製

造者による先進の再資源化等に協力する。  
  解体工事に伴い発生する石膏ボードについては、分別解体等を行った後、

破砕し、紙、石膏に分離し、できる限り再資源化等に努める。  

 ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

   ・(社)石膏ボード工業会 

         所在地  〒105-0003 東京都港区西新橋 2-13-10 吉野石膏虎ノ門ビル 5 階 

        電 話  03-3591-6774 ＦＡＸ03-3591-1567 

           Ｈ Ｐ   http://www.gypsumboard-a.or.jp/ 
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③ 板ガラス 

  解体工事等に伴いサッシ等から発生する板ガラスについては、分別解体等

を行った後、できる限り再資源化等に努める。  

 ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

    ・東京都硝子原料問屋共同連合会（豊島硝子内） 

        所在地 〒351-0101 埼玉県和光市白子 3-6-14 

          電 話 048-466-1911 

④ 金属 

  解体工事等に伴い発生する鉄筋、スチールドア、てすり等から発生する金

属については、分別解体等を行った後、種類ごとに選別・溶融し、再生金属原

料として再資源化する。  

 ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

  ・建設廃棄物協同組合（プラスチック類と同じ） 

  ・(社)東京産業廃棄物協会（プラスチック類と同じ） 

⑤ 電線コード 

  解体工事等に伴い発生する電線コードについては、分別解体等を行った後、

金属部分と被覆部分に分離し、再生金属原料とするなど、できる限り再資源

化に努める。   

  ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

  ・建設廃棄物協同組合（プラスチック類と同じ） 

  ・(社)東京産業廃棄物協会（プラスチック類と同じ） 

⑥  その他の品目 

  解体工事等に伴い発生する畳、衛生陶器、蛍光管及び襖・障子等から発生す

る紙類等についても、分別解体等を行った後、できる限り再資源化等の推進に

努める。  

 ＜再資源化等受入施設照会先＞ 

    ・建設廃棄物協同組合(畳・衛生陶器・紙類)(プラスチック類と同じ) 

  ・(社)東京産業廃棄物協会（畳・衛生陶器・紙類・蛍光管） 

                                  (プラスチック類と同じ) 

・(社)セメント協会（畳）(プラスチック類と同じ) 

・ガラス再資源化協議会（衛生陶器） 

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木 4-11-4 六本木ビル 

     電 話 03-5775-1600 ＦＡＸ  03-5775-0024 

  Ｈ Ｐ  http://www.grcj.jp/ 

⑦ その他の取組 

   その他の取組としては、広域認定制度による回収・再生利用、関係業界が連

携した共同回収・再生利用の取組などがある。 

（広域認定制度の例） 

・石膏ボード ・窯業系サイディング ・軽量気泡コンクリート ・パーティ

クルボード ・ロックウール ・グラスウール ・住宅屋根用化粧スレート 

・ゾノライト系けい酸カルシウム ・プラスチック製雨樋 ・タイル、ブロッ

ク、衛生陶器 ・木毛セメント板 ・押出し発泡ポリスチレン板  
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(6) 最終処分 

 

 

 

○特定建設資材廃棄物以外の建設資材廃棄物については、分別解体等を行った

後、再資源化等が可能なものについてはできる限り再資源化等を実施する。その

上で再資源化等が困難な建設資材廃棄物を最終処分する場合は、安定型産業廃棄

物については、管理型産業廃棄物が混入しないように分別した上で安定型最終処

分場に処分し、管理型最終処分場で処分する量を減らすように努める。 

 なお、最終処分は、本土に立地する最終処分場に搬出して行うものとする。 

（最終処分場の種類） 

 処分場の形式 処分できる廃棄物 

安定型最終処分場 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、  
コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 

管理型最終処分場 廃油（タールピッチ類に限る。）、紙くず、木くず、繊維  
くず、汚泥、廃石膏ボード等 

遮断型最終処分場 基準に適合しない燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい 

 

(7)発生路盤材等の取扱い 

  道路の路盤材、建築物や工作物の基礎材等に使用されているクラッシャラン、

再生クラッシャラン、粒度調整砕石や再生粒度調整砕石等（以下「路盤材等」と

いう。）については、掘削工事に伴い発生するが、再生利用が可能な建設資材で

あるため、以下の方針に基づき、有効に活用する。 

 

 

 

 

① 発生抑制、自ら利用及び工事間利用ができない発生路盤材等については、路

盤材料として再生利用が可能な建設資材であるため、原則、産業廃棄物として

再資源化施設へ搬出を行う。ただし、再資源化施設の受入条件と合致しない場

合や島内に再資源化施設がない場合は、この限りではない。 

② 各種調査での取扱いについては、以下のとおりとする。  
 ○センサス（建設副産物実態調査）において、利用工事は「砕石」として、搬

出工事は「その他がれき類」（搬出先の受入区分による）として入力する。

また、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の書類作成においても同様に

扱う。 

 

    ５  建設混合廃棄物 

       建設混合廃棄物については、以下のとおり取組を行う。 

(1) 計画的な取組 

 ○ 建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び再資源化等の実施に当たって

は計画的に取り組むものとし、工事ごとのリサイクル計画の作成などを行う。

(2) 発生抑制 

 ○   工事現場内で分別解体等を徹底して行うことにより分別された個別の品目

について、品目ごとに適した再資源化等を行うことにより、まず建設混合廃

棄物の発生を抑制する 

(3) 再資源化等 
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 ① 分別解体等を行った後、やむを得ない理由（分別解体等の作業に伴って発

生する微細な破片・微粉等に限る。）により分別しきれずに残った建設混合廃

棄物については、それの選別、縮減及び再生利用等が可能な総合中間処理施設

（再資源化施設）に搬入し、できる限り再生利用又は縮減の割合を高め、最終

処分される量を削減する。 

    なお、総合中間処理施設ごとの施設内での廃棄物の選別後における再資源

化等のルートの把握に努めるとともに、できる限り縮減及び再資源化率を高

めるよう要請することに努める。 

② 建設混合廃棄物の再資源化施設の選択に当たっては、総合中間処理施設を

選択するものとし、島内に施設がない場合は、本土に立地する施設に搬出し

再資源化等を行う。運搬に当たっては、できる限り容器に納めるものとする。

 

 

  第２ 建設発生土 

    １ 建設発生土 

        建設発生土はそのままの状態又は改良した上で埋立、盛土、築堤、覆土、埋戻   

し等の用途に再使用・再生利用することが可能な良質な建設資材である。  
このため、以下の基本方針により有効に活用する。 

        また、岩塊等についても埋立、自然再生、景観回復等の事業に活用を図るものと

する。  
   (1)基本方針 

① まず、発生抑制を徹底する。 

② 次に、発生した場合は現場内利用を行う。 

③ 現場外に搬出する場合は、「発生土利用基準」（国土交通省）（巻末資料参照）

に基づき、工事間利用を優先して行う。  

④ 工事間利用ができない場合には指定処分（覆土利用、公的受入地利用等）によ

り間接的な工事間利用を行う。 

⑤ 工事間利用や指定処分の実施に当たっては、発生側は、建設発生土とコンクリ

ート塊等の異物を完全に分別し、これらの異物を混入してはならない。  

⑥ 自由処分（※）はしてはならない。 

⑦ 発生する建設発生土が玉石、砂礫、砂等の場合において、建設資材製造業者等

との間で有価で引き取ることについて協議が整った場合は、有価引取により売却

する。 

⑧ 汚染土壌が発生した場合は、関係法令や都の関係条例に基づき、必要な調査及

び適正な処理等を行う。また、廃棄物混じり土についても関係法令等に基づき適

正に取扱うものとする。 

      ※ 自由処分とは、要件、運搬距離等が契約条件上全て任意となっており、発注者や元請業者が搬入  
    場所等を確認できない場合をいう。許可の有無、運搬ルート、運搬距離、現地の状況、跡地利用計  
    画の有無等が確認できないため、都関連工事では行ってはならない。 

 
       

（図－6）優先順位 

 

  (1)発生抑制 ・工法の工夫などにより建設発生土の発生を抑制 
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  (2)現場内利用 ・発生した建設発生土を現場内で再使用・再生利用 

 

  (3)工事間利用 ・工事間利用において搬出先工事の名称、場所等を完全指定 

 

  (4)指定処分 ・覆土利用、公的受入地利用等の場合に名称、場所等を完全に指定 

                      
 

 

    (2) 発生抑制 

          掘削工事に当たっては、できる限り発生を抑制するものとし、以下の方針に 

    より行う。 

①掘削断面の合理化 〇法切りに替え土留工を採用することにより掘削断面の

縮小を図り、掘削土量を削減する。 

〇土留工の断面の合理化を図り、掘削断面を縮小すること

により掘削土量を削減する。 

（例） 

・小型マンホールの採用 

・新方式による高落差人孔の小型化 

・伏せ越し人孔の省略 

〇切盛土量の均衡を図り、搬出土量を削減する。 

〇土留工を外型枠として活用することにより、掘削断面を

縮小し掘削土量を削減する。 

②発生を抑制する工

 法の採用 

〇管路等の埋設に当たっては、発生土量の少ない非開削工

法の採用を図る。 

〇管路等の更新に当たっては、管更正工法など掘削が生じ

ない工法の採用を図る。 

〇組立式人孔（矩形等）の採用により掘削断面の縮小化を

図る。 

〇杭基礎については、無排土工法の採用を検討する等、発

生抑制に努める。 

③浅層埋設の実施 

 

〇埋設物の布設に当たっては、積算基準や各種構造基準類

を踏まえ可能な限り浅く埋設して、掘削土量等の削減を図

る。 

④舗装工における発

 生抑制 

〇舗装の新設、打換及び復旧に当たっては、路床の改良に

より設計舗装厚を薄くし、掘削土量の削減を図る。 

 

    (3) 現場内利用 

          掘削工事に当たっては、発生抑制を最大限に行った後、発生した建設発生土 

    は、できる限り現場内で利用するものとし、以下の方針により行う。 

〇現場内利用 〇発生抑制を徹底した後、発生した建設発生土はできる限

り現場内において盛土、埋戻し等の用途にそのままの状態

又は改良の上、再使用・再生利用する。 
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〇盛土、埋戻し等に使用する建設資材は、できる限り現場

内で発生した建設発生土を使用し、天然材（購入材）の使

用を抑制する。 

〇うって返しによる利用、現場内仮置きの後利用するほか

、現場内に仮置きができない場合は、仮置き場を確保して

再び現場内に搬入し現場内利用することに努める。 

  なお、仮置きに当たっては関係法令を遵守する必要があ

る。 

〇再生利用のための土質改良に当たっては、移動式土質改

良機、土質改良材等を活用する。 

○岩塊の利用が可能な場合は、要求品質に加工するなどし

て現場内利用に努める。 

    
 (4) 工事間利用 

          掘削工事に当たっては、発生抑制及び現場内利用を最大限に行った後、工事    

現場外に搬出せざるを得ない建設発生土については、他の工事において活用す 

    ることに努める。 

①基本方針 ○発生抑制及び現場内利用を最大限に行った後、工事現場

外に搬出せざるを得ない建設発生土については、島内の他

の工事において活用する。 

○島内で工事間利用できない場合は、他島又は本土で施行

する工事との工事間利用を検討し、これが可能な場合は実

施する。 

○建設発生岩塊の利用が可能な場合は、道路施設及び港湾

施設の裏込材や魚礁材等の要求品質に加工するなどして

工事間利用に努める。  
なお、町村からの要望により、魚礁材として利用する場

合は、町村の漁場整備計画に基づき、協議を行った上で、

有効利用するものとする。また、施行に当たっては、関係

法令等を遵守するものとする。 

②費用負担 ○搬出側工事の発注部局は、積込費、受入側工事までの運

搬費を負担する。 

○受入側工事の発注部局は、受入側工事現場の管理、土工

事（敷均し、盛土、埋立、転圧等）に要する費用を負担す

る。 

③受入費 ○受入費は無料とする。 

④仮置き場の確保 ○搬出入の時期調整が必要な場合は仮置き場を確保する

ものとし、搬出側が確保した場合は搬出側発注部局が、受

入側が確保した場合は受入側発注部局がその費用を負担

する。 

  なお、仮置きに当たっては関係法令を遵守する必要があ

る。 
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⑤土質試験 〇搬出側の発注部局は、必要な場合は、工事間利用に先立

ち必要な土質試験を行い、その結果を受入側工事の発注部

局に通知する。 

⑥連絡先 〇工事間利用の連絡調整は、土量調査及び利用調整の結果

に基づき、搬出側と受入側の発注部局が行う。 

     
    (5) 指定処分（覆土利用、公的受入地利用等の活用） 

          指定処分とは、最終処分場の覆土、公的受入地等における有効利用等として    

搬入するものであり、名称、場所、要件を指定する。 

 

         ①「陸上処分場」 

陸上処分場は、廃棄物の埋立処分に伴う覆土に建設発生土を利用するもの  
であり、大島及び八丈島に東京都島嶼町村一部事務組合が設置する最終処分  
場に覆土が必要な場合に搬入するものである。 

○事業概要 ・陸上処分場は、廃棄物の埋立処分に伴う覆土（中間覆土及び最終

覆土）材として建設発生土を使用する。 

・住所：大島又は八丈島地内 

○利用基準 ・覆土に使用可能な品質を有するもので、覆土作業に合わせて搬入

することが可能なものであり、かつ、東京都島嶼町村一部事務組合

が指定するものとする。  

○費用負担 ・搬出側工事が陸上処分場まで建設発生土を運搬するものとし、搬

出側工事の発注部局は、陸上処分場までの運搬費を負担する。 

○利用手続

 き 

・請負者は、陸上処分場に搬入する場合は、陸上処分場の管理者と

利用手続きを行う。 

○適正利用

 の確認 

・請負者は、陸上処分場への搬入が適正に行われていることを確認

するとともに、これが完了したときは、「搬入完了報告書」を作成

して監督員に提出して確認を受ける。 

○土質試験 ・搬出側工事の発注部局は、必要な場合は、土壌環境基準に従った

土質試験を行う。 

○連絡先 ・東京都島嶼町村一部事務組合 

  所在地 〒105-0022東京都港区海岸1-4-7（島嶼会館4階） 

  電 話   03-3432-4961  
  ＦＡＸ   03-3433-1929 

 

       ②「公的受入地における有効利用」 

○公的受入地において有効利用が可能であれば、当該受入地に搬入することも

できる。 

  なお、当該受入地は、土砂の採取、埋立、盛土等に係る関係法令、その他の

関係法令、都又町村の条例等を遵守するものであり、自然環境及び生活環境を

保全し、かつ、跡地の利用計画等があるものであること。  
○当該受入地は、管理要領、管理台帳、名称看板、関係者以外立入禁止表示な

どの管理設備等を備え、必要な場合は、施錠可能な門扉及び囲いを設置（設置

しない場合においても関係者以外が自由に出入りできないように措置）するな
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ど、良好な管理がされていること。 

 

       ③「その他の受入地における有効利用」 

○現場内利用、工事間利用、覆土利用、公的受入地利用ができない場合におい

て、その他の民間の受入地において有効利用が可能であれば、当該受入地に搬

入することもできる。 

  なお、当該受入地は、土砂の採取、埋立、盛土等に係る関係法令、その他の

関係法令、都または町村の条例等を遵守するものであり、自然環境及び生活環

境を保全し、かつ、跡地の利用計画等があるものであること。  
○当該受入地は、管理要領、管理台帳、名称看板、関係者以外立入禁止表示な

どの管理設備等を備え、必要な場合は、施錠可能な門扉及び囲いを設置（設置

しない場合においても関係者以外が自由に出入りできないように措置）するな

ど、良好な管理がされていること。 

 

       (6) 有価引取（有償売却） 

      建設発生土のうち、市場において有価引取（有償売却）が見込まれる土砂（岩、    

玉石、砂利、砂等）で有価引取希望者がある場合は、引取価格を公示価格より    

減じて工事を発注する。ただし、河川区域内砂利等の有価引取（有償売却）に 

    ついては、当分の間、行わないこととする。 

○事前調査 ・発注部局は、有価引取が見込める工事の発注に当たっては、事前

に発生土量、土質等を把握するため必要な試掘、地質調査を行う。

また、引取希望者の有無を調査する。 

○引取価格 ・引取価格は引取希望者からの見積り等による。 

○関係法令

 の遵守 

・有価引取の実施に当たっては、関係法令を遵守して適正に行うも

のとする。 

（例） 

・地方公共団体の工事から発生する土砂を有償売却する場合には、

砂利採取及び採石業者の登録は必要ないが、採石法第42条の2及び

砂利採取法第43条に基づき、売却契約前に認可を所管する産業労働

局と協議の成立している必要がある。 

○協議先等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議先）採取場の所在地が島しょ地域にある場合 

・東京都総務局大島支庁産業課     直通04992-2-4431 
・東京都総務局三宅支庁産業課     直通03-5320-7860 
・東京都総務局八丈支庁産業課     直通04996-2-1113 
・東京都総務局小笠原支庁産業課     直通04998-2-2122 
（採取期間） 

・砂利採取：原則として１年以内 

・岩石採取：原則として2年以内 

（協議書提出期限） 

・採取計画協議書：事業に着手する日の45日前 

・採取計画変更協議書：変更を要する日の45日前 

      
(7) 異物除去の徹底 
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         建設発生土の現場内利用、指定処分等に当たっては、木片、金属くず、コンク

リート塊等の異物が混入することのないよう、現場において徹底してこれを取り

のぞかなければならない。 

 

      (8) 廃棄物混じり土の取扱い 

         建設工事の施工に当たり、廃棄物混じり土に遭遇した場合は、原因者の特定    

に努めるとともに、廃棄物の種類や性状を把握するために必要な土質試験を行    

う。 

         また、その処理に当たっては、現場での分別を徹底して行い、有価物としての売  
却、現場内での再使用又は再生利用、再資源化施設や中間処理施設への指定処分を  
行い、最終処分量を最小限に抑えなければならない。  
 

 

    ２ しゅんせつ土 

    しゅんせつ土については、以下のとおり発生抑制、有効利用等に努める。 

(1)発生抑制 ①港湾等のしゅんせつに当たっては、計画的かつ最小限の施工に

止め、しゅんせつ土の発生を抑制する。 

②港湾等のしゅんせつに当たっては、必要以上の余掘りを避け、

しゅんせつ土の発生を抑制する。 

(2)港湾、海岸事

業等での活用 

①良質なしゅんせつ土については、港湾、海岸事業等において養

浜材・埋立用材等として有効利用する。 

②土質改良が可能なしゅんせつ土については、安定処理等を行い

改良土等として有効利用する。 

③しゅんせつ岩塊は、町村の要望を受けた場合、町村の漁場整備

計画に基づき、町村との協議を行った上で、魚礁材として有効利

用するものとする。また、施行に当たっては、関係法令等を遵守

するものとする。 

(3)公的受入地等

での活用（受入

量・時期あるいは

性状等により港

湾、海岸事業等で

の活用ができな

い場合） 

①公的受入地において有効利用が可能であれば、当該受入地に搬

入することができる。 

なお、当該受入地は、土砂の採取、埋立、盛土等に係る関係法

令、その他の関係法令、都又は町村の条例等を遵守するものであ

り、自然環境及び生活環境を保全し、かつ、跡地の利用計画があ

るものであること。 

②海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（以下「海防法」と

いう。）に定める海洋投入に係る基準に適合する場合は、海洋投

入を行うことができる。 

なお、海洋投入は、海防法を遵守し、海洋環境への影響を最小

限にとどめるものであること。 
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 第３ 汚染土壌  
        近年、工場跡地の再開発等により土壌汚染が判明する事例が増えてきており、      

人の健康被害に対する懸念や対策の確立についての社会的要請が高まってきた。      

このため、土壌汚染状況の把握、人の健康被害の防止に関する措置等を定める      

こと等により、土壌汚染対策の実施を図り国民の健康を保護することを目的とし      

て平成 14 年 5 月に「土壌汚染対策法」が公布され、平成 15 年 2 月から施行され      

ている。  
        また、都においてはこれに先行して、平成 12 年に「環境確保条例」を制定して

おり、この中の第 114 条～118 条により土壌汚染対策に取り組むこととなっている。 
        掘削工事等に伴い、土地の改変により汚染土壌が発生する場合は、「土壌汚染対      

策法」及び「環境確保条例」に基づき、必要な調査、届出、措置等を適正に行う。 
    なお、平成 22 年 4 月には法改正において下記のような変更がなされている。  

 

(1)土壌汚染状況把握のための制度拡充 

・一定規模（3,000 ㎡）以上の土地であって、土壌汚染のおそれのある土地の形質変

更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令  
・自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、規

制対象区域として指定し適切に管理 

(2)規制対象区域の分類による講ずべき措置の内容の明確化 

・盛土、封じ込め等の措置が必要な区域（要措置区域）  
・土地の形質変更時に届出が必要な区域（形質変更時要届出区域） 

(3)搬出土壌の適正処理の確保 

・要措置区域内の土壌の区域外への搬出の規制  
・搬出土壌の処理業についての許可制度の新設  
・搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務 
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   １ 土壌汚染対策法に基づく処理  
      （図－7）土壌汚染対策法のフロー  

  

（第３条） （第４条） （第１４条）（第５条）

有害物質使用特定

施設の廃止

一定規模

（３，０００㎡）以上の

形質の変更

土壌汚染による

健康被害が生ずる

おそれのある土地

指定の申請

自主調査結果等を

添付して申請
汚染のおそれあり

調査・結果報告命令

土壌汚染状況調査の実施・報告(土地所有者等が報告）

【要措置区域】又は【形質変更時要届出区域】に指定

　【要措置区域】

　・健康被害が生ずるおそれのある土地

　・汚染の除去等の措置を知事が指示

　・原則として形質の変更は禁止

　【形質変更時要届出区域】

　・健康被害の生ずるおそれのない土地

　・土地の形質を変更する場合にはあらかじめ

　　届出が必要

汚染の除去が行われた場合には指定を解除

指定基準に不適合

 

 

(1) 有害物質使用特定施設の使用廃止時の調査（法第3条）  

 ○使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であっ

た土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する

者（指定調査機関）に調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。

(2) 調査命令（法第4条、第5条）  

 ○知事は、土壌汚染のおそれがあると認められる土地の形質の変更が行われると

き、又は土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがある土地があると認める

ときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対して調査

を命じることができる。  

  

(3) 区域の指定（法第6条、第11条）と台帳の調整（法第15条）  

 
 

○知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の汚染状態が指定基準に適

合し  

ない土地については、その区域を要措置区域又は形質変更時要届出区域として指
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定・公示するとともに、当該区域について、その所在地、土壌汚染の状況等を記

載した台帳を調製し、閲覧に供する。 

  

(4) 汚染の除去等の措置（法第7条）  

 

 

○知事は、要措置区域において、土壌汚染による人の健康被害を防止するため必

要な限度において要措置区域内の土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を

指示する。  

(5) 土地の形質の変更の届出（法第12条）  

 ○形質変更時要届出区域内において、土地の形質を変更しようとする者は、形質

の変更に着手する14日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法

及び着手予定日その他の事項を知事に届け出なければならない。 

(6)指定の申請（法第14条） 

 

 

 

 

○土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査

した 

結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に

適合 

しないと思料するときは、知事に当該土地の区域について指定をすることを申請

する 

ことができる。 

(7)汚染土壌搬出時の届出（法第16条）と管理票（法第20条） 

 ○措置を命じられた土地所有者等や汚染原因者、土地の形質を変更しようとする

者が、要措置区域又は形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出する場合には、

搬出に着手する 14 日前までに、汚染状態、体積、運搬方法、処理施設の所在地、

その他の事項を知事に届け出なければならない。また、運搬又は処理を他人に委

託する場合には環境省令で定める事項を記入した「管理票」を受託者に交付し、

「管理票」の写しの送付を受けて当該運搬又は処理が終了したことを確認しなけ

ればならない。  

    
２ 環境確保条例に基づく処理  

        環境確保条例に基づく取組を以下に示す。  

(1) 規制対象となる事業者  

 ○有害物質取扱事業者  
  条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱

い、又は取り扱ったことがある者  

○土地改変者  
  3,000ｍ２以上の敷地内において土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者  

(2) 規制対象となる行為  
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 ○有害物質取扱事業者  
  ・土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に

係る被害を生じ、又は生じるおそれがあるとき（条例第 114 条）  
  ・地域内で地下水の汚染が認められるとき（条例第 115 条）  
  ・工場若しくは指定作業場を廃止し、又は建物を除却しようとするとき（条例

第 116 条）  

○土地改変者（条例第117条）  
  ・土地の切り盛り、掘削その他の土地の造成  
  ・建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更  

(3) 土壌汚染調査  

 ○規制対象となる事業者は、対象敷地内の有害物質の取扱事業場の設置状況、土

地利  
用の履歴、有害物質の使用、排出の状況を踏まえ、土壌の汚染状況の概況調査（表

層  

土壌調査等）及び詳細調査（ボーリング調査等）を行う。  

 

(4) 計画の策定及び対策の実施  

 
 

○土壌汚染調査の結果を踏まえ、汚染処理又は汚染拡散防止の区域を設定し、掘

削  
除去法、原位置封じ込め法などの手法により、汚染処理計画又は汚染拡散防止計

画 

 を策定し、対策を実施する。  

(5) 「東京都土壌汚染対策指針」 

 ○「東京都土壌汚染対策指針」とは、環境確保条例第113条の規定に基づき、有

害物質により汚染された土壌の大気中への飛散又は土壌汚染に起因する地下水

の汚染が、人の健康に支障を及ぼすことを防止するため、有害物質取扱事業者等

の敷地及び土地改変者が土地の改変を行う土地の土壌汚染の調査及び対策に係

る方法等を定めたものである。  
 なお、土壌汚染対策法の施行に伴い、法と条例により土壌汚染対策を一体的に

運用するため、平成15年2月、基準項目に「ほう素」と「ふっ素」を追加すると

ともに指針を改正し、調査や対策の方法等を法の施行規則等との整合を図ってい

る。  
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     （図－8）条例の土壌汚染対策に係るフロー  
 

 
 
 
 
   ３ 土壌汚染対策法と環境確保条例の関係  
        土壌汚染対策法の施行に伴い、土壌汚染対策法と環境確保条例がともに適用さ      

れる場合、環境確保条例のみが適用される場合があるので注意を要する。  
        条例第 116 条の適用を受ける土地の所有者等には、法第 3 条に基づく調査義務      

が課せられることがある。条例第 116 条と法第 3 条の対象となる場合の調査の実      

施主体や報告期限は以下による。  

 

 条例第116条  法第3条  

調査の  
実施主体  

○有害物質取扱事業者  
(条例に規定する工場又は指定作業

場を設置している者で、有害物質を

取り扱い、又は取り扱ったことがあ

る者）  

○使用が廃止された有害物質使用特定

施設に係る工場又は事業場の敷地であ

った土地の所有者等  

調査報告

の期限  

○工場等を廃止又は除却しようと

する日の30日前まで  

○施設の使用廃止時、調査の義務が発生

した日から起算して原則として120日
以内  

有害物質取扱事業者 土地改変者

土壌を汚染したことにより
大気又は地下水を汚染し、
かつ、現に人の健康に被害
が生じ、又は生じるおそれ
があると認めるとき

地下水の汚染が
認められる地域

工場若しくは指定
作業場を廃止・除
去するとき

3,000㎡以上の土
地の改変

地歴等調査・届出

汚染され、又は汚
染されているおそ
れがあると認める
とき土地取得者

土壌汚染の調査の実施・報告

汚染土壌処理基準値を超える
場合

「汚染処理計画書」の作成・提出

汚染土壌の処理の実施

処理完了の届出

記録の保管・承継（条例第118条）

土壌汚染の調査の実施・報告

汚染土壌処理基準値を超える場合

「汚染拡散防止計画書」の作成・提出

汚染拡散防止措置の実施

措置完了の届出
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備 考  

○現在及び過去に取り扱った有害

物質が調査の対象となる。  

○法第3条の適用には、以下のような猶

予規定等があるが、知事の確認などが必

要である。  
（法第3条ただし書きを適用する場合）

・引き続き、工場又は事業場の敷地と

して使用  
  ・引き続き、居住用の建築物の敷地と

して使用  

      
 
 （図－9）条例第 116 条と法第 3 条の関係フロー  

環境確保条例第１１６条 土壌汚染対策法第３条

有害物質取扱事業者 土地所有者等

特定施設の使用の禁止

調査実施調査実施

土地汚染状況

調査報告書

土地汚染状況

調査結果報告書
報告期限は廃止

後１２０日以内

報告期限は廃止

の３０日前

（法第３条）（第１１６条第１項）

工場・指定作業

場の廃止届

汚染土壌処理基準に不適合の場合 指定基準に不適合の場合

汚染拡散防止

計画書提出書

対策（汚染拡散防止措置）の実施

汚染拡散防止

措置完了届出書

条例に基づく調査・対策の完了

（第１１６条第２項）

（第１１６条第３項）

同一基準

【要措置区域】又は【形質変更時要届出区域】

に指定

措置の実施

措置完了の審査・現場確認等

（汚染の除去が行われた場合）

指定の解除
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条例第 117 条の適用を受ける土地改変者には、法第 4 条第 1 項に基づく届出が必要

となる場合がある。条例第 117 条と法第 4 条の対象となる場合の対象者、契機は以下

による。  

 

 条例第117条  法第4条  

対象者  ○土地改変者  ○第4条第1項の届出・・土地の形質の変

更を行う者

  
○第4条第2項の届出・・土地所有者等

契機  ○3000㎡以上の敷地内において  
①土地の切り盛り、掘削その他の土

地の造成  
②建築物その他の工作物の建設そ

の他の行為に伴う土地の形質の

変更  
をするとき  

○土地の一定規模（3000㎡）以上の形

質の変更をしようとするとき  

 
※ 敷地面積ではなく、形質変更する部

分の面積の合計が3000㎡以上  
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（図－10）環境確保条例第 117 条「土地改変型」における手続きフロー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

土地改変者

3,000㎡以上
の敷地の場合

土地利用の履歴
等調査届出書

汚染のおそれ
がある場合

土壌汚染状況
調査報告書

3,000㎡未満
の敷地の場合

適用除外

２部作成

汚染のおそれ
がない場合

手続完了

２部作成

（手続きを行う者）

・土地の改変行為とは、①土地の切り盛り、掘削その他土地の造成、②建築物の
　建築その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更をいう。

・対象地における過去の土地利用履歴を調査することにより、
　対象地に有害化学物質取扱事業場存在したかどうかなどを把
　握し、土壌汚染のおそれの有無の判断を検討する。

・東京都土壌汚染対策指針に基づき、概況調査及び詳細調査を
　行い、その結果を報告する。

汚染土壌処理基準
を超える場合

汚染土壌処理基準
を超えない場合

手続完了

汚染拡散防止
計画書 ２部作成

・東京都土壌汚染対策指針に基づき、汚染拡大防止計画を作
　成する。

計画に基づき
措置を実施

汚染拡散防止
措置完了届出書 ２部作成

・汚染拡散防止計画の内容を誠実に実施し、汚染拡散防止措
　置が完了したときは、速やかに完了届出書を提出する。

記録の保管

手続完了

・対象地において手続等された一連の書類を記録として保管する。対象地の譲
　渡等により土地所有者等が変更になった場合、この記録を次の土地所有者等
　へ引き継ぐ。

※　届出書等の様式、記載方法等についての詳細は、「環境確保条例に基づく届出書等の
　作成の手引」（平成18年3月東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課）による。

（条例第118条）

（対象地の面積）

（履歴等調査の結果）

（汚染状況調査の結果）

（措置が完了）
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（図－11）条例第 117 条と法第 4 条の関係フロー  

条例第１１７条と法第４条が共に対象となる場合の手続きの流れ
（土地の形質の変更が行われる部分の面積が３０００㎡以上である場合）

環境確保条例第１１７条 土壌汚染対策法第４条

　　　　　土地の改変（形質変更）者による

　　　　　　　　　　　　調査実施

・土地の利用履歴

・有害物質の使用、排出状況

・過去の地図や聞き取りも含めた

　根拠資料の収集

土地の利用履歴等調査届出書

（第１１７条第１項）

土壌汚染状況調査報告書

（第１１７条第２項）

汚染のおそれがある場合

汚染拡散防止計画書提出書

（第１１７条第３項）

汚染拡散防止措置完了届出書

（第１１７条第４項）

基準に不適合の場合

土地の形質変更に関する届出

（第４条第１項）

土壌汚染状況調査の実施命令

（第４条第２項）

汚染のおそれがある場合

土壌汚染状況調査結果報告書

（第４条第２項）

基準に不適合の場合

土地の形質の変更届出書

（第１２条第１項、第２項）

（汚染の除去がなされた場合）

区域指定の解除

結果の利用

（基準不適合の

場合）

区域指定

要措置区域
形質変更時

要届出区域

健康被害の蓋

然性あり
健康被害の蓋

然性なし
汚染の除去

以外の措置

兼用可

（土地の形質を変更する場合）

汚染土壌の区域外搬出届出書

（第１６条第１項）

（区域外に汚染土壌を搬出する場合）
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      建設工事の途中で汚染土壌に遭遇した場合  

○建設工事の途中で汚染土壌に遭遇した場合の措置  
  建設工事の途中において、突然、汚染土壌に遭遇した場合は、土壌汚染対策法及

び環境確保条例に基づき、適切な対応を行うほか、「建設工事で遭遇する地盤汚染

対応マニュアル」（平成16年5月独立行政法人土木研究所）も参考となる。  
（編集）  
 独立行政法人 土木研究所 材料地盤研究グループ（土質）  
  ・所在地   〒305-8516  茨城県つくば市南原1-6 
  ・電 話   029-879-6767  ・ＦＡＸ   029-879-6798 
  ・Ｈ Ｐ   http://www.pwri.go.jp/ 

 
土壌汚染対策について検討する際は、土壌汚染に関する基本的な知識、低コスト・

低環境負荷で健康リスクを確実に回避する対策を選択するための具体的な手順等を示

した下記のガイドラインが参考となる。  
  ・「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」  

（平成２２年５月 東京都環境局）  

 
      （表－11）汚染土壌処理基準・指定基準  （環境確保条例規則別表 12）  

 
(1)土壌溶出量基準（単位：ｍｇ／Ｌ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号  項目  基準値  

 １   カドミウム及びその化合物    0.01以下  

 ２   シアン化合物   検出されないこと  

 ３   有機リン化合物    検出されないこと  

 ４   鉛及びその化合物    0.01以下  

 ５   六価クロム化合物    0.05以下  

 ６   砒素及びその化合物    0.01以下  

 ７   水銀及びその化合物    0.0005以下  

 ８   アルキル水銀化合物    検出されないこと  

 ９   ポリ塩化ビフェニル    検出されないこと  

 10  トリクロロエチレン    0.03以下  

 11  テトラクロロエチレン    0.01以下  

 12  ジクロロメタン    0.02以下  

 13  四塩化炭素    0.002以下  

 14  1,2－ジクロロエタン    0.004以下  

 15  1,1－ジクロロエチレン    0.02以下  

 16  シス－1,2－ジクロロエチレン    0.04以下  

 17  1,1,1－トリクロロエタン    1以下  

 18  1,1,2－トリクロロエタン    0.006以下  

 19  1,3－ジクロロプロペン    0.002以下  

 20  チラウム    0.006以下  

 21  シマジン    0.003以下  

 22  チオベンカルブ    0.02以下  

 23  ベンゼン    0.01以下  

 24  セレン及びその化合物    0.01以下  



 

 -87-

 
 

 25  ふっ素及びその化合物    0.8以下  

 26  ほう素及びその化合物    1以下  

 
 
 
(2)土壌含有量基準（単位：ｍｇ／ｋｇ）  

 番号  項目  基準値  

 １   カドミウム及びその化合物    150以下  

 ２   シアン化合物    50以下（遊離シアン）  

 ３   鉛及びその化合物    150以下  

 ４   六価クロム化合物    250以下  

 ５   砒素及びその化合物    150以下  

 ６   水銀及びその化合物    15以下  

 ７   セレン及びその化合物    150以下  

 ８   ふっ素及びその化合物    4000以下  

 ９   ほう素及びその化合物    4000以下  

 

 
     （表－12）汚染の除去等の措置  

○土壌含有量基準超過の汚染が存在する土地の場合  

 
砂場等  

盛土では支障がある土

地  
通常の土地  

立入禁止  
○  ○  ○  

舗装  
○  ○  ○  

盛土  
× × ○  

土壌入換え  
× ○  ○  

土壌汚染の除

去  
○  ○  ○  

 

○土壌溶出量基準超過の汚染が存在する土地の場合  
地下水汚

染  

 第一種特定有害物質  第二種特定有害物質  第三種特定有害物質  

基準適合 基準不適合 基準適合 基準不適合 基準適合  基準不適合

なし  

地 下 水 の 水

質測定  

(※※ ) 

○  ○ (※ ) ○  ○ (※ ) ○  ○  

あり  

原 位 置 封 じ

込め  
○  ○ (※ ) ○  ○ (※ ) ○  × 

遮 水 工 封 じ

込め  
○  ○  ○  ○  ○  × 

地 下 水 汚 染

の 拡 大 の 防
○  ○  ○  ○  ○  ○  
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止  

遮 断 工 封 じ

込め  
× × ○  ○  ○  ○  

不溶化  
× × ○  × × × 

１ 「基準適合」「基準不適合」は、第二溶出量基準に適合するかどうかを意味する。  

２ （※）汚染土壌の汚染状態を第二溶出量基準に適合させた上で、原位置封じ込め又は  

遮断工封じ込めを行うことが必要。  

３ （※※）土壌汚染対策法に限り認められている措置である。なお、条例に基づく措置であって

も、東京都土壌汚染対策指針第４の規定に基づき特例を適用した場合は、この限りでない。  

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」（平成

22 年 3 月 5 日付環水大土発第 100305002 号）Ｐ３６、３７、３８を参照  

 
 

 
（表－13）土壌汚染に関する問い合わせ窓口及び受付窓口  

(1) 土壌汚染対策法及び環境確保条例第114条、115条、117条  

 ①23区及び  
  島しょ地区  

○東京都環境局環境改善部化学物質対策課  
                  土壌地下水汚染対策係  
  ・所在地   〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 
                   （都庁第2庁舎8階）  
  ・電 話   03-5321-1111 内線42-371～4 ＦＡＸ内線  65-376 
  ・直 通   03-5388-3495 ＦＡＸ  03-5388-1376 
  ・Ｈ Ｐ   http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 

②多摩地区  ○東京都多摩環境事務所環境改善課  土壌地下水対策係  
  ・所在地   〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 
               （東京都立川合同庁舎3階）  
  ・電 話   042-523-3171 内線5562～3 ・ＦＡＸ   042-522-95

11 

(2) 環境確保条例第116条  

 ○各区市環境担当部署（八王子市及び町田市については、条例第115条及び土壌

汚染対策法の受付も行う。）  
○町村については、東京都多摩環境事務所が担当  
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     （表－14）指定調査機関の問い合わせ先等  

(1) 指定調査機関  

 
 

 

○環境省のホームページを参照（環境省水・大気環境局土壌環境課指定調査機関

担当）   電話  03-3581-3351（代）  

  http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html  

(2) 土壌汚染の調査・対策等を委託する業者  

 
 
 
 
 
 
 

 

○(社)土壌環境センター  
  ・所在地   〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2  第2麹町ビル７階  
  ・電 話   03-5215-5955  ＦＡＸ 03-5215-5954 
  ・Ｈ Ｐ   http://www.gepc.or.jp/ 

○(社)東京都地質調査業協会  
  ・所在地   〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-8 
  ・電 話   03-3252-2963  ＦＡＸ 03-3252-2971 
  ・Ｈ Ｐ   http://www.tokyo-geo.or.jp/ 

 
(3) 汚染土壌の処理業者  

 ○巻末資料の「問い合わせ先一覧（汚染土壌処理施設情報等）」を参照。  
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第７章 緑のリサイクル等 

  第１ せん定枝葉等 

       島内では、社会資本等の維持管理に伴い、せん定枝葉・伐採材・伐根材・間伐   

材・刈草等（以下「せん定枝葉等」という。ただし、建設工事等により発生する伐採

材、伐根材を除く）が発生するが、発生を抑制するとともに、原則として発生したせ

ん定枝葉等は再資源化を行うものとし、以下の方針により行う。 

     

      (1) 発生抑制 

          公の施設（道路、河川、公園、庁舎、公営住宅、浄水場、処理場、学校など。以

下「公共施設」という。）の植栽樹木、街路樹等の維持管理においては、景観・生態

を考慮した計画的な植栽管理を行い、せん定枝葉等の発生を抑制する。 

 

      (2) 再資源化等 

          発生したせん定枝葉等については、現場の敷地に余裕がある場合は、現場内    

において移動式の機械などの活用によりチップ化し利用するほか、公共又は民    

間のせん定枝葉等の再資源化施設又は清掃施設に搬入し処理する。 

①公共施設植栽樹木等 

（処理スペースが確保 

できる場合） 

○発生物 

 ・せん定枝葉、伐採材、伐根材、刈草、枯葉等 

○処理方法 

 ・施設敷地内にてそだ柵等の材料として活用する。 

   （現場で簡単な加工を加えることにより、そのまま 

   再利用を行う。） 

  ・マルチング、土壌改良材等として、施設敷地内で活

用する。（場内又は拠点となる施設内で移動式破砕

機等を活用してチップ化を図る。） 

  ・堆肥化を図り、施設敷地内で活用する。（場内又は拠

点となる施設内で移動式破砕機等を活用してチップ

化を図る。） 

  ・バイオマス資源として活用する。  

②公共施設植栽樹木等 

（処理スペースが確保 

できない場合） 

 

 

 

 
 

○発生物 

 ・剪定枝葉、伐採材、伐根材、刈草、枯葉等 

○処理方法 

・処理スペースが確保できる公共施設に受入可能な

場合は当該施設内で処理及び再資源化を行う。 

・島内に立地する再資源化施設に搬入する。 

・島内に再資源化施設がない場合は、島内の清掃施設に

搬入する。※１ 

③街路樹 

（都道、町村道） 

○発生物 

  ・せん定枝葉等 

○処理方法 

 ・処理スペースが確保できる公共施設に受入可能な場合

  は、当該施設内で処理及び再資源化を行う。 
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  ・島内に立地する再資源化施設に搬入する。 

 ・島内に再資源化施設がない場合は、島内の清掃施

設に搬入する。※１ 

 ・島内に再資源化施設も清掃施設もない場合には、

他島又は本土に立地する再資源化施設、清掃施設

に搬入する。※２ 

④伐採材、伐根材 

（山林等から発生する

もの） 

 

  

○発生物 

  ・伐採材、伐根材等 

○処理方法 

 ・現場で加工して利用することが可能なものは現場

内利用する。 

 ・山林等から搬出し再資源化が可能なものは島内に

立地する建設発生木材等の再資源化施設に搬入す

る。また、島内に再資源化施設がない場合は、島

内の清掃施設に搬入する。※１ 

 ・島内に再資源化施設も清掃施設もない場合には、

他島又は本土に立地する再資源化施設に搬入する。

※２ 

 ・山林から搬出することが困難な場合において自然

還元処理が可能なものは現場内で自然還元する。

※３ 

※１ 事前に清掃部局と協議するとともに、清掃施設が指定する寸法に処理する必要がある。 

※２ 運搬に当たっては、アフリカマイマイ、イエシロアリ、その他の外来生物等の付着等に十       

分注意し、予防措置を講じるなどの必要がある。 

※３   発生地で還元する場合をいう。なお、火山災害等により搬出が困難な場合、自ら利用する       

場合、間伐を行う場合、生物生息空間の確保を図る場合等に限る。 

 

 

 第２ 熱帯雨林材等 

        熱帯雨林材及び針葉樹材（以下「熱帯雨林材等」という。）は、建設工事においては、

建築物の下地材等の建設資材やコンクリート型枠等として使用されている。本来、熱

帯雨林材等は良質な木材であり貴重なものであることから、建設工事におけるこうし

た用途に偏らず、無垢材としての建築材料、家具や調度品など、より高度な材料とし

て使用されるべきである。 
また、建設発生木材や多摩産材等を原材料とした建設資材、他の材質製のコンクリ

ート型枠等への代替に努めるとともに、やむを得ず熱帯雨林材等を使用する場合は、

原木の伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材

であり、かつ、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

とが望ましい。 

このため、熱帯雨林材等を含むすべての木材の使用用途の合理化を図り、建設資材

等としての有効利用を図っていく必要がある。   

 

 



 

 -92-

(1) 熱帯雨林材等を大切にする 

 ○代替材への転換 

   建築物等の下地材や内装材等については、建設発生木材や多摩産材等を原材料

とした建設資材に代替することに努める。 

○合法性等の証明 

代替材への転換を徹底した上で、やむを得ず熱帯雨林材等を使用する場合は、

原木の伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法

な木材であり、かつ、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも

のであることが望ましい。 

(2) コンクリート型枠における対策 

 ① コンクリート型枠使用の少ない工法・構造等の採用 

   コンクリート型枠については、安全性・経済性・耐久性などを踏まえた上で可

能な場合はコンクリート型枠工事を削減できる構造や工法の採用に努める。 

（例）・ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）造、Ｓ（鉄骨）造等の型枠使用原単位の

  低い構造の採用 

・床、外壁、柱、梁等にＰＣ板等を採用 

・床型枠用デッキプレート（鋼製デッキプレート等）の採用 

   ・金属製金網（ラス）型枠の採用 

    ・土留壁と本体構造の一体化 

・現場打ち工法からプレキャスト製品採用への転換 

・プレキャスト型枠等構造体の一部として利用する型枠の利用拡大 

②  他の材質製コンクリート型枠等への代替等 

  熱帯雨林材等を含むコンクリート型枠の使用を抑制するため、工事の種類、工

種、使用部位等別に対応する最適なコンクリート型枠（合板型枠、金属（鋼製、

アルミ製等）型枠、再生木材型枠、再生樹脂混入木材型枠、プラスチック型枠、

再生プラスチック型枠等）を使用する。 

  なお、施工管理上の理由などにより、やむを得ず熱帯雨林材合板型枠並びに針

葉樹合板型枠を使用する場合は、原木の伐採に当たって生産された国における森

林に関する法令に照らして合法な木材であり、かつ、持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたものを原材料とした合板を使用することが望まし

い。 

③ 型枠の合理的使用 

    合板型枠を使用する場合は、合理的使用により反復使用に努める。 

  ・ウレタン樹脂等で表面処理した塗装合板、合成樹脂フィルム等で覆ったも

のの使用 

  ・スパン、階高、柱、梁等の寸法の統一など躯体設計の合理化 

  ・型枠の損傷防止のためノンセパレーター工法の採用、剥離材の使用による

型枠清掃方式の改善 

④ 反復使用及び他工事転用 

  合板型枠、金属型枠、再生木材型枠、再生樹脂混入木材型枠、プラスチック型

枠、再生プラスチック型枠を使用する場合は、同一工事内での反復使用に努める

とともに、他の工事での転用を図る。 
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⑤ 型枠の再資源化 

  反復使用や他工事転用を徹底して行った後、廃棄せざるを得ない合板型枠、再

生木材型枠、再生樹脂混入木材型枠、プラスチック型枠、再生プラスチック型枠

等については、それを型枠その他の製品に再生することが可能な再資源化施設や

熱利用（回収、供給）が可能な施設に搬入し、再資源化を図る。 

⑥ 試験施工の実施 

    熱帯雨林材等の使用合理化を促進するため、再生木材型枠、再生樹脂混入木材

型枠、プラスチック型枠、再生プラスチック型枠等を使用する試験施工等を積極

的に実施していく。 

 

 

 第３ 多摩産材等 

    木材は良質な建築資材であり、森林の成長、公共施設や住宅建築、解体後の木   

材の再資源化などによる二酸化炭素の固定のほか、木質バイオマスエネルギー利   

用による化石燃料代替など、木材利用から再植林という木材循環を構築すること   

で、建築資材などの供給源のみならず、多様な森林機能を保全・再生し、地球温暖化

防止に寄与することを図るものとし、島内産木材や多摩産材を土木、建築工事におい

て活用を図る。 

    また、島内産の緑化植物の活用を図るものとする。 
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第８章 建設グリーン調達 

  第１ 基本方針等 

    １  法律上の位置づけ 

        本章は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律   

第 100 号）」（以下「グリーン購入法」という。）の第 4 条に規定する「環境物品等   

への需要の転換を図るための措置」及びグリーン購入法第 10 条に規定する「環境   

物品等の調達の推進を図るための措置」に該当するものであり、島しょ地域で施   

行する都発注工事における環境物品等（建設資材に限る。以下同じ。）の調達（以   

下「建設グリーン調達」という。）は、本章に基づき行う。 

        なお、町村発注工事においても、本章に基づき、都と同様に建設グリーン調達   

に努める必要がある。   

 

      （表－15）グリーン購入法の規定 

  条           責 務 の 内 容 

第4条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等

への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 

第10条  都道府県及び市町村は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県

及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環

境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとす

る。 

２ 前項の方針は、当該都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件

に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標に

ついて定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該当する

物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努める

ものとする。 

３ 都道府県及び市町村は、第１項の方針を作成したときは、当該方針

に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。 

 

      （表－16）環境物品等の定義 

   条・項 グ リ ー ン 購 入 法 の 条 文 

第２条第１

項 

 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品 

第２条第２

項 

 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、

使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ない

こと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすい

ことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由

により、環境への負荷の低減に資する製品 

第２条第３

項 

 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負

荷の低減に資する役務 
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    ２ 基本方針 

        都は、建設グリーン調達に関して「東京都における建設グリーン調達基本方針」   

（以下「基本方針」という。）を示すものとし、以下のとおり建設グリーン調達   

を推進する。 

      (1) 関係法令に基づく調達 

          都は、建設工事の発注に当たっては、関係法令に基づき、以下の方針で建設 

    グリーン調達を行う。 

① グリーン購入法に基づく調達 

   グリーン購入法では、国、独立行政法人及び地方公共団体は、環境物品等

の調達の推進を図るための方針を定め、これに基づき環境物品等の調達を推

進する義務が課せられている（地方公共団体は努力義務）。これは公共工事に

おける建設資材等の調達についても適用されることから、都は、建設工事の

発注に当たっては、同法に基づき建設グリーン調達を推進する。 

② ラージリサイクル法に基づく調達 

   ラージリサイクル法及び同法に係る建設省令では、建設発生土の工事間利

用、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の再

資源化施設への搬出と再生資源利用促進計画の作成による計画的な取組を定

めている。 

  また、第１種～第４種建設発生土、再生クラッシャラン及び再生粒度調整

砕石等、再生加熱アスファルト処理混合物及び再生加熱アスファルト混合物

等の利用と再生資源利用計画書の作成による計画的な取組が定められている

ことから、これらの施策を継続する。 

③ 建設リサイクル法 

   建設リサイクル法では、第5条及び第6条において、建設業を営む者及び発

注者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう

努力義務が課せられていることから、都は発注者の立場としてこれらの調達

を推進する。 

④ 建設リサイクル法実施指針 

   東京都建設リサイクル指針では、特定建設資材廃棄物等の再資源化により

得られた物の利用についての考え方及び関係者の役割を示しているため、関

係者（製造者、設計者、発注者、施工者、処理者等）は、同指針に基づき特

定建設資材廃棄物等の再資源化により得られた物の利用を促進する。 

         

      (2) 調達方針の作成 

     建設グリーン調達に当たっては、関係法令を根拠とした環境物品等の調達を    

行うとともに、グリーン購入法第 10 条に基づき都の環境物品等の調達方針（島    

しょ地域版）を作成し、これに基づき毎年度、島しょ地域において環境物品等    

を調達する。 

          環境物品等の調達方針の作成の考え方は、以下のとおりとする。 
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○都は、グリーン購入法第10条第1項に基づき、当該年度の予算及び事務又は事

業の予定等を勘案して、「東京都島しょ地域における環境物品等調達方針（公共

工事）」（以下「調達方針」という。）を作成する。 

 なお、調達方針は、環境物品等の使用用途及び環境影響物品等の使用抑制の指

針を含めて作成する。 
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第９章 建設リサイクル実施状況の把握等 

        推進計画では、平成 27 年度における再資源化等率の目標を定めており、毎年度建

設リサイクル実施状況を把握し、その結果をもとに補足改善することにより、   

さらに建設資源循環を促進していくことが必要である。 

    このため、各工事ごとに再生資源利用（促進）の状況等について請負者から報   

告を受けるとともに、実態把握及び補足改善等に必要な各種の調査を実施するも   

のとし、協議会又は利用調整会議が島しょ部会、分科会等を通じて発注部局に調   

査を依頼する。 

 

 第１ 再生資源の利用（促進）状況等の報告 

        請負者は、再生資源の利用（促進）状況、リサイクル阻害要因等について報告   

書に取りまとめの上、監督員に報告するものとし、以下のとおり作成・提出する。 

      (1) 再生資源利用状況 

          再生資源利用状況の報告は、以下のとおり行う。 

①再生資源利用状況の報告は、以下の要件に該当する工事の場合に行う。 

 なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事等を除外することができる。

（要件） 

・土砂を搬入した工事 

・砕石を搬入した工事 

・加熱アスファルト混合物を搬入した工事 

②再生資源利用状況の報告は、「再生資源利用実施書」により行うものとし、その

作成は、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲＥＤＡＳにより必要なデータを入力、

そのデータを2部印刷し、 1部を監督員に提出、1部を自ら保管する。（工事完了後1

年間） 

       

      (2) 再生資源利用促進状況 

        再生資源の利用促進状況の報告は、以下のとおり行う。 

①再生資源利用状況の報告は、以下の要件に該当する工事の場合に行う。 

 なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事等を除外することができる。

（要件） 

・建設発生土を搬出した工事 

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設泥土、 

 建設混合廃棄物を搬出した工事 

・金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物を搬出した 

工事 

②再生資源利用促進状況の報告は、「再生資源利用促進実施書」（建設廃棄物処理実

績報告を兼ねる。）により行うものとし、その作成は、ＣＯＢＲＩＳに登載されて

いるＣＲＥＤＡＳにより必要なデータを入力、そのデータを 2 部印刷し、 1 部を監

督員に提出、1 部を自ら保管する。（工事完了後 1 年間） 
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第２ 建設副産物実態調査等の実施 

        建設副産物等の発生量、処理方法、再生資源利用（促進）の状況等についてそ   

の実態を把握し、補足改善を行っていくため、以下の各種調査を実施する。 

    １ 建設副産物実態調査 

        建設副産物実態調査（以下「センサス」という。）は、建設リサイクルの実施状況

を把握し、効果の大きい施策の継続や不十分な施策の補足改善等の方針を検討する

ため行うものであり、以下の 3 種類のタイプがある。 

    都は、国のセンサスの実施動向等を踏まえ適宜最適な調査を実施する。 

 

名称（略称） 実施主体 センサスの内容 

 統計センサス 国土交通省  国が統計報告調整法に基づき総務大臣の承認を

得て行う統計調査 

 簡易センサス 関東協議会  統計調査として行わない各地方ごとに行う簡易

的な調査 

 東京都センサス 東  京   都  統計センサスも簡易センサスも行われない場合

に東京都独自で行う調査 

       
（調査内容） 

  利用量・搬出先調査：建設副産物の搬出量、建設資材利用

量、再生資源の利用率、搬出先実態等の把握 

・全てのセンサスで実施 

 施設調査   ：施設立地状況の把握、施設からの搬出先調査 ・統計センサスで実施 

 

       センサスは、以下の方針により行うものとし、センサス事務局から発注部局に調   

査の実施を依頼し、調査結果については、取りまとめが完了した時点においてセン 

     サス事務局から発注部局に文書等により通知する。 

 

 実 施 主 体 ○センサスは、協議会が主体となって実施する。 

 調査対象工事 ○都関連工事のうち、ＣＯＢＲＩＳに登録された工事（ＣＯＢＲ

ＩＳの対象建設副産物（5品目）が発生する工事） 

○金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃

棄物を搬出した工事 

○建設資材、再生建設資材を使用した工事 

 調 査 時 期 ○説明会等により、別途通知を行う。  

○提出期限は、原則、毎年５月（年１回）。 

 調 査 内 容 ○工事件名、工事場所、工期等 

○建設廃棄物及び建設発生土の種類、発生量、減量化量、現場内

利用量、現場外搬出量、現場外搬出先、再生資源利用促進率等 

○建設資材の種類、利用量、再生資材の利用量、再生資源利用率

等 
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 調査の方法 ○センサスは、請負者がＣＯＢＲＩＳに登載されたＣＲＥＤＡＳ

で入力した「再生資源利用（促進）実施書」のデータを活用する

ことにより行う。この場合、請負者は、センサスの調査票の作成

・提出を省略することができる。 

○センサスの詳細については、別途定める「建設副産物実態調査

調査要領（東京都建設副産物対策協議会）」による。 

○ＣＯＢＲＩＳに登載されたＣＲＥＤＡＳの入力については、入

力ミスを防止するため、監督員は請負者を、別途定める「再生資

源利用〔促進〕計画書（実施書）作成の手引き」により入力方法

を指導する。 

チェックの徹底 

 

 

 

○センサスに当たっては、入力ミスは再資源化等率などの数値に

大きな影響を与えるので、発注部局は、各段階においてチェック

を徹底する。   

  なお、チェックに当たっては、「再生資源利用〔促進〕計画書

（実施書）作成の手引き」及び「ＣＯＢＲＩＳにおける調査デー

タの確認の要点（財団法人日本建設情報総合センター）」を活用

する。 

センサス事務局 ○東京都建設副産物対策協議会事務局  

 

    ２ 緑のリサイクル実態調査 

        緑のリサイクル実態調査は、せん定枝葉等の発生量や再資源化等の状況、熱帯   

雨林材の使用抑制等の状況、都内産木材の供給と需要（使用）の状況等について   

把握し、補足改善するために実施する。 

      (1) せん定枝葉等の処理実態調査 

          せん定枝葉、伐採材、伐根材、刈草等の発生量、処理方法、再資源化施設の 

    分布等について調査する。 

 

 取りまとめ対 

 象事業（前年  

度実績） 

○島しょ地域で施行する都関連工事から発生したもの 

○都、都監理団体、町村施設の維持管理に伴って発生したもの 

○請負代金の額が100万円以上のもの 

 取りまとめ対 

 象規模 

○発生した剪定枝葉、伐採材、伐根材、刈草等のすべて 

 取りまとめ時 

 期 

○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 取りまとめ内 

 容 

○作業件名、作業場所、せん定枝葉等の種類、発生量、処理方法、

再資源化施設の分布等 

 取りまとめ方 

 法 

○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

 緑のリサイク 

 ル実態調査事 

 務局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。 

  



 

 -100-

 (2) 熱帯雨林材の使用抑制実態調査 

          熱帯雨林材の使用抑制の実態を把握し、補足改善を行っていくため、型枠、    

木材の使用量、材質、使用抑制方法等について、熱帯雨林材の使用抑制実態調 

    査を実施する。 

 調査対象事業

（前年度実績）

○島しょ地域で施行する都関連工事 

○請負代金の額が100万円以上のもの 

 調査対象規模 ○型枠、木材を使用する工事で請負代金の額が100万円以上のもの

 調査時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期、型枠の種類、型枠の使用量等 

 取りまとめ方 

 法 

○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

 熱帯雨林材の 

 使用抑制実態 

 調査事務局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。   

 

    ３ 建設グリーン調達実績調査 

        建設グリーン調達実績調査は、ガイドラインの第７章に規定する「東京都建設   

グリーン調達制度」に基づき調達された「環境物品等」について、その調達実績   

を調査し把握するものである。 

       なお、調査結果については、取りまとめが完了した時点において、建設グリー 

   ン調達実績調査事務局から発注部局に通知する。  

 調査対象事業

（前年度実績）

○都発注工事での調達実績 

 調査対象規模 ○建設資材を使用する工事のうち、請負代金の額が500万円以上の

もの 

 調査時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期、建設資材の種類、環境物品等の種

類、使用量等 

 調査方法 ○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

 建設グリーン 

 調達実績調査 

 事務局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。 

  

 

    ４ 補足改善 

        各種調査の結果に基づき、推進計画やガイドライン等の効果が十分に現れてい   

る事項の検証及び施策の継続、不十分な部分の発見とその原因の検証及び対策の   

立案などの補足改善を行い、必要がある場合は推進計画やガイドライン等の見直   

しを行い、調査結果及び補足改善の方針を反映していくものとする。 
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           問い合わせ先一覧（建設リサイクル全般、解体工事等） 

 

 都庁所在地：〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1 

問い合わせ内容 問い合わせ先 

○建設リサイクル全般に関すること 

 ・建設リサイクル全般に関すること 

・行政計画、指針、手引き類等に関すること 

・建設グリーン調達に関すること 

・東京都都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 建設副産物係 

                                        （都庁第二本庁舎21階） 

   直通 03-5388-3231   ＦＡＸ 03-5388-1351 

・ＣＯＢＲＩＳの活用に関すること 

・ＣＲＥＤＡＳの活用に関すること 

・(財)日本建設情報総合センター 建設副産物情報センター 

  住所 〒107-8416 東京都港区赤坂7-10-20 

             アカサカセブンスアヴェニュービル２Ｆ 

    電話 03-3505-2661  ＦＡＸ 03-3505-8872 

○建設工事（解体工事等）に係る分別解体等、登録（許可）、再資源化等、有害物質等の処理、安全管理等に関すること 

 ・建設リサイクル法に関すること（法全般） ・東京都都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 建設副産物係 

                                        （都庁第二本庁舎21階） 

     直通 03-5388-3231  ＦＡＸ 03-5388-1351 

・建設リサイクル法に関すること（届出、分別解体

 等） 

・建築基準法に関すること 

・東京都都市整備局 市街地建築部 建築指導課 指導係 

                                        （都庁第二本庁舎3階） 

     直通 03-5388-3372  ＦＡＸ 03-5388-1356 

・建設リサイクル法に関すること（解体工事業の登

 録） 

・建設業許可、建設業法に関すること 

・東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査第一係 

                                         （都庁第二本庁舎3階） 

   直通 03-5388-3353  ＦＡＸ 03-5388-1356 

・建設リサイクル法に関すること（申告、再資源化

 等） 

・東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 規制監視係 

                                           （都庁第二本庁舎9階） 

    直通 03-5388-3589  ＦＡＸ 03-5388-1381 

・廃棄物処理法に関すること ・東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 

                                           （都庁第二本庁舎9階） 

  指導係   直通 03-5388-3586  ＦＡＸ 03-5388-1381 

  規制監視係 直通 03-5388-3589 

・ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の処理に関するこ

 と 

・ＰＣＢ特別措置法に関すること 

・東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 規制監視係 

                    （都庁第二本庁舎9階） 

   直通 03-5388-3573    ＦＡＸ 03-5388-1381 

・アスベストの処理に関すること 

・大気汚染防止法に関すること 

・環境確保条例に関すること 

・東京都環境局 環境改善部 大気保全課 大気規制係 

                    （都庁第二本庁舎8階） 

   直通 03-5388-3492   ＦＡＸ 03-5388-1376 

・フロンの処理に関すること 

・フロン回収破壊法に関すること 

・東京都環境局 都市地球環境部 総量削減課 フロン担当係 

                    （都庁第二本庁舎8階） 

   直通 03-5388-3471   ＦＡＸ 03-5388-1380 

・安全管理に関すること 

・労働安全衛生法に関すること 

・厚生労働省 東京労働局 労働基準部 安全課 

    住所 〒102-8306東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 

    電話 03-3512-1615   ＦＡＸ 03-3512-1559 

・下水道法上の特定施設の撤去に関すること 

・下水道法に関すること 

・下水道局 業務部 排水指導課 

                    （都庁第二本庁舎７階） 

   直通 03-5320-6585   ＦＡＸ 03-5388-1704 

・解体工事施工技術講習に関すること 

・解体工事施工技師試験に関すること 

・解体工事施工技師講習に関すること 

・（社）全国解体工事業団体連合会 

   住所〒104-0032東京都中央区八丁堀4-1-3安和宝町ビル6階 

   電話 03-3555-2196  ＦＡＸ 03-3555-2133 
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土砂の採取、埋立、盛土等に係る関係法令一覧 

 （関係法令の例） 

法令名 適用条項 規制内容 

（土地利用等に関するもの） 

 都市計画法  法２９条 

 令１９条 

 法５８条 

 都市計画区域における開発行為の許可（知事等） 

 許可の規模（千㎡又は３千㎡以上（自治体の規則により上乗せあり）） 

 風致地区内での建設等の行為の規制 

 土地区画整理法  法４条 

 法７６条 

 土地区画整理事業の認可（知事） 

 土地区画整理事業の障害となるおそれがある建築行為等の許可（知事） 

 農地法  法４条  農地転用の制限、許可（知事） 

 農業振興地域の整備に 

 関する法律 

 法１５条の１５  開発行為の制限、許可（知事） 

 土地改良法  法１０条  土地改良区の設立認可（知事） 

 生産緑地法  法８条  生産緑地地区における建設等行為の許可 

 景観法  法１６条  開発行為等の届出（景観行政団体の長） 

 建築基準法  法３９条 

 法４０条 

 災害危険区域の指定（条例） 

 制限の附加（条例） 

 港湾法  法３７条 

 法３８条の２ 

 港湾区域内の工事等の許可（港湾管理者） 

 臨港地区内における行為の届出等（港湾管理者） 

 文化財保護法  法５７条の２  土木工事等のための発掘に関する届出（文化庁長官） 

（自然環境保全等に関するもの） 

 自然公園法 法１７条、１８条 

 

 法２０条 

 

 法４２条 

 国立公園の特別地域、特別保護地区における土地形状変更等の許可（環境大臣） 

 国定公園の特別地域、特別保護地区における土地形状変更等の許可（知事） 

 国立公園の普通地域における土地形状変更等の届出（環境大臣） 

 国定公園の普通地域における土地形状変更等の届出（知事） 

 都道府県立自然公園は条例による規制 

 都市緑地保全法  法５条 

 令３条 

 緑地保全地区における土地形質変更等の許可（知事） 

 許可を必要とする行為（高さ１．５ｍ以上、面積１０㎡以上の屋外堆積規模） 

 絶滅のおそれのある野 

 生動植物種の保存に関 

 する法律 

 法３７条 

 法３９条 

 生息地等保護区内の管理地区での建設等行為の許可（環境大臣） 

 生息地等保護区内の監視地区での建設等行為の届出（環境大臣） 

 鳥獣の保護及び狩猟の 

 適正化に関する法律 

 法２９条の７  鳥獣保護地区内での工作物設置の許可（環境大臣、知事） 

 森林法  法１０条の２ 

 令２条の２の２ 

 法３４条 

 民有林における開発行為の許可（知事） 

 許可を必要とする規模（土地面積１ヘクタール以上） 

 保安林における伐採、土地の形質変更の許可（知事） 

 首都圏近郊緑地保全法  法８条 

 令２条 

 近郊緑地保全地域における土地の形質変更等の届出（知事） 

 届出を必要とする行為（高さ１．５ｍ以上、面積６０㎡以上ｍの屋外堆積規模） 

 自然環境保全法  法１７条 

 法２５条 

 法２８条 

 則２９条 

 原生自然環境保全地域における土地の形質変更等の禁止 

 自然環境保全地域の特別地区における建設等の行為の許可（環境大臣） 

 自然環境保全地域の普通地区における建設等行為の届出（環境大臣） 

 届出を必要とする行為（高さ２ｍ超、面積２００㎡超の土地形質変更） 

 公有水面埋立法  法２条 

 法8条 

 法29条 

 埋立行為の免許（知事） 

 工事着手の制限 

 埋立地の用途変更許可（知事） 

 海洋汚染及び海上災害 

 の防止に関する法律 

 令5条  水底土砂（汚泥を含む）で銅、亜鉛、ベリリウム、クロム、ニッケル、バナジウ 

 ム又はそれらの化合物、弗化物を含むものの埋立場所等に排出する方法に関する 

 基準 
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 （防災等に関するもの） 

  河川法  法２６条  河川区域における建設等行為の許可（河川管理者） 

 地すべり等防止法  法１８条 

 法４２条 

 令５条 

 地すべり防止区域内における地すべり誘発等行為の許可（知事） 

 ぼた山崩壊防止区域内における土石の集積の許可（知事） 

 許可を必要とする規模（載荷重が１０ｔ/㎡以上の土石の集積） 

 砂防法  法２条 

 規程１条 

 指定土地における一定行為の禁止若しくは制限（国土交通大臣） 

 指定する土地は官報で告示 

 急傾斜地の崩壊による 

 災害の防止に関する法 

 律 

 法７条 

 法１３条 

 令２条 

 急傾斜地崩壊危険区域内における土石の集積等行為の許可（知事） 

 急傾斜地崩壊防止工事の届出（知事） 

 許可を要する規模（高さ２ｍ以上の盛土、載荷重が２．５ｔ/㎡以上の土石の集 

 積） 

 土砂災害警戒区域等に 

 おける土砂災害防止対 

 策の推進に関する法律 

 法9条  特定開発行為の制限、許可（知事） 

 宅地造成等規制法  法８条 

 令４条～１６条 

 宅地造成工事規制区域における工事の許可（知事） 

 宅地造成に関する工事の技術的基準 

 海岸法  法８条 

 法３７条の５ 

 海岸保全区域内における建設等行為の許可（海岸管理者） 

 一般公共海岸区域内における建設等の行為の許可（海岸管理者） 

 住宅地区改良法  法９条  改良地内における住宅地区改良事業の障害となるおそれのある土地の形質変更等 

 の許可（知事） 

 密集市街地における防 

 災街区の整備の促進に 

 関する法律 

 法３３条 

 

 令９条 

 令１０条 

 防災街区整備地区計画区域内における土地の区画形質変更等行為の届出（市町村 

 長） 

 届出を要する行為 

 届出を要しない行為 

（岩石・砂利・鉱物の採取等に関するもの） 

 採石法  法３３条  岩石採取の許可（知事） 

 砂利採取法  法１６条  砂利採取の許可（知事） 

 鉱業法  法２１条  鉱業権の設定の許可（経済産業局長） 

 鉱山保安法  法８条 

 規則８３条 

 規則８４条 

 鉱業上使用する建設物等工事の認可（鉱山保安監督部長） 

 捨石集積場、堆積場に係る許可事項 

 捨石集積場、堆積場に係る届出事項 

（その他） 

 大気汚染防止法  法２条、令３条、 

 法１８条～１８ 

 条の４ 

 規則１０、１６ 

 条 

 土石の堆積場で面積が１０００㎡以上の施設は一般粉じん発生施設 

 一般粉じん発生施設設置の届出（知事）、経過措置、基準遵守義務、基準適合命 

 令等、届出添付書類、構造、使用、管理基準 

 騒音規制法  法２条、令２条 

 

 法３条 

 法１４条、規則 

 １０条 

 特定建設作業に 

 伴って発生する 

 騒音の規制に関 

 する基準 

 特定建設作業（バックホウ：定格出力８０ＫＷ以上、ブルドーザー：定格出力４ 

 ０ＫＷ以上、ただし、環境大臣が指定する低騒音型建設機械は除く） 

 知事による特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する地域の指定 

 作業の届出（市町村長） 

 

 特定建設作業場所の敷地境界線で８５デシベル以下 

 指定区域、作業時間の制限 

 土壌汚染対策法  法9条  土地の形質の変更の届出（知事） 

注）このほかにも関係法令として道路法、都市公園法、港湾法、温泉法等がある。 
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（東京都及び市町村の条例） (条例の例） 

 条例名 適用条項 規制内容

  東京都風致地区条例  条例３条  行為の許可（宅地造成等、土石類の採取、水面埋立等） 

 東京都景観条例  条例１６条 

 規則別表１ 

 特定行為の届出 

 特定行為の要件（土地の形質変更、土・砂利・岩石・鉱物の採取、水面埋立等） 

 東京都自然公園条例  条例１２条 

 

 条例１３条 

 特別地域における行為の許可（鉱物・土石の採取、土石の集積・貯蔵、水面の埋 

 立等） 

 普通地域における行為の許可（鉱物・土石の採取、土石の集積・貯蔵、水面の埋 

 立等） 

 東京における自然の保 

 護と回復に関する条例 

 条例４７条  開発の許可（土砂等による埋立及び盛土等） 

 都民の健康と安全を確 

 保する環境に関する条 

 例 

 条例８９条 

 条例１１７条 

 指定作業場の設置の届出 

 土地の改変時の届出 
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問い合わせ先一覧（土砂の採取、埋立、盛土等に係る法令所管行政庁） 

（主な法令、条例の所管行政庁の例） 

 都庁代表電話：03-5321-1111 

 法令名 所管行政庁 電話 所管区域
○都市計画法 

○宅地造成等規制法 

 都市整備局 市街地整備部 民間開発課 開発指導係 

 

 内31-266～7   

○土地区画整理法  都市整備局 市街地整備部 区画整理課 公共区画整理係 

                         民間開発課 民間区画整理担当係 

 内31-315～6 

 内31-264～5 

 都内 

○都市緑地保全法 

○首都圏近郊緑地保全法 

○風致地区条例 

○生産緑地法 

 都市整備局 都市基盤部 施設計画課 公園計画係  内30-491～4  都内 

○景観法 

○東京都景観条例 

 都市整備局 市街地建築部 市街地企画課 街並み景観係  内30-792  都内 

○採石法 

○砂利採取法 

 総務局 大島支庁 産業課  商工係 

                 新島出張所 

                 神津島出張所 

 04992-2-4431 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 産業課  商工係  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  商工係  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  商工係  04998-2-2122 小笠原支庁管内

○農地法 

○農業振興地域の整備に 

 関する法律 

○土地改良法 

 産業労働局 農林水産部 農業振興課 農地係(農地法) 

                  企画調整係(農業振興地域の整備に関する法律) 

                                 土地改良計画係(土地改良法) 

 内37-161 

 内37-121 

 内37-171 

 都内 

 都内 

 都内 

 総務局 大島支庁 産業課  農務係  04992-2-4431  大島支庁管内 

 総務局 三宅支庁 産業課  農務係  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  農務係  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係  04998-2-2122 小笠原支庁管内

○森林法  産業労働局 農林水産部 森林課 森林保全係  内37-542  保安林全般 

 総務局 大島支庁 産業課  林務係(保安林・一般林) 

                 新島出張所 

                 神津島出張所 

 04992-2-4431 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 産業課  林務係(保安林・一般林)  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  林務係(保安林・一般林)  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係(保安林・一般林)  04998-2-2122 小笠原支庁管内

○自然公園法 

○東京都自然公園条例 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係 

                 新島出張所 

                 神津島出張所 

 04992-2-4441 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1313  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係  04996-2-1114  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 土木課  自然公園係  04998-2-2123 小笠原支庁管内

○自然環境保全法 

○東京における自然の保 

 護と回復に関する条例 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係 

                 新島出張所 

                 神津島出張所 

 04992-2-4441 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

   総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1313  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係 04996-2-1114  八丈支庁管内

 総務局 小笠原支庁 土木課  自然公園係 04998-2-2123 小笠原支庁管内

○絶滅のおそれのある野 

 生動植物種の保存に関 

 する法律 

 環境局 自然環境部 計画課 計画係  内42-631  都内 

○鳥獣の保護及び狩猟の 

 適正化に関する法律 

 

 

 総務局 大島支庁 産業課  林務係 

 総務局 三宅支庁 産業課  林務係 

 総務局 八丈支庁 産業課  林務係 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係 

 04992-2-4431 

 04994-2-1312 

 04996-2-1113 

 04998-2-2122 

 大島支庁管内 

 三宅支庁管内 

 八丈支庁管内 

小笠原支庁管内
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○河川法 

○砂防法 

○海岸法 

○急傾斜地の崩壊による 

 災害の防止に関する法 

 律 

○地すべり等防止法 

○土砂災害警戒区域等に 

 おける土砂災害防止対 

 策の推進に関する法律 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係 

                 新島出張所 

                 神津島出張所 

 04992-2-4441 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1312  三宅支庁管内 

   

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係  04996-2-1114  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 土木課  工務係 

                   母島出張所 技術係 

 04998-2-2123 

 04998-3-2121 

小笠原支庁管内

町村河川管理者  二級河川・水路

○都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例 

 

〈土地改変時の措置〉環境局 環境改善部 大気保全課 03-5388-3491 島しょ 

〈指定作業場の規制〉環境局 環境改善部 大気保全課 03-5388-3491 島しょ 
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問い合わせ先一覧（汚染土壌処理施設情報等）  

 
１．汚染土壌対策に関する問い合わせ先  
    汚染土壌対策、土壌汚染対策法、環境確保条例等に関する問い合わせ先は以下のとおりです。  

○東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策係  
    所在地 〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎8階  
    電 話   03-5321-1111（代）内線42-371～4    直通   03-5388-3495  ＦＡＸ   03-5388-1376 
    Ｈ Ｐ   http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

 
２．土壌汚染の調査機関の問合せ先 
 本文第６章第３汚染土壌（Ｐ75）を参照のこと。 

 

３．汚染土壌処理施設情報等の検索  
    汚染土壌処理施設及び調査・分析業者等については、以下の機関のホームページで検索することができます。

平成20年３月現在で169社の情報が掲載されており、各社のウェブサイトにリンクが可能です。  

○（社）土壌環境センター  
    所在地 〒102-0083東京都千代田区麹町4-2 第二麹町ビル7階  
    電 話   03-5215-5955  ＦＡＸ   03-5215-5954   ＨＰ  http://www.gepc.or.jp/

 
４．汚染土壌処理が可能なセメント工場  
    以下のセメント工場では、汚染土壌の処理が可能です。（注）  

工場名  住    所 立地  電  話

 日鐵セメント㈱室蘭工場  〒050-8510北海道室蘭市仲町64 臨海  0143-44-1693
 太平洋セメント㈱上磯工場 〒049-0141北海道上磯郡上磯町谷好1-151 臨海  0138-73-2111
 三菱マテリアル㈱青森工場 〒035-0111青森県下北郡東通村尻屋字八峠1 臨海  0175-47-2211
 八戸セメント㈱八戸工場  〒031-0813青森県八戸市大字新井田字下鷹待場7-1 内陸  0178-33-0111
 太平洋セメント㈱大船渡工場  〒022-0007岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21-6 臨海  0192-26-2111
 三菱マテリアル㈱岩手工場 〒029-0302岩手県東磐井郡東山町長坂字羽根堀50 内陸  0191-47-3131
 秩父太平洋セメント㈱秩父工場  〒368-0005埼玉県秩父市大野原1800 内陸  0494-22-1300
 太平洋セメント㈱熊谷工場 〒360-0843埼玉県熊谷市三ヶ尻5310 内陸  0485-32-2831
 三菱マテリアル㈱横瀬工場 〒368-0072埼玉県秩父郡横瀬町横瀬2270 内陸  0494-23-1111
 太平洋セメント㈱埼玉工場 〒350-1205埼玉県日高市原宿721 内陸  0429-89-1111
 ㈱デイ・シイ川崎工場  〒210-0854神奈川県川崎市川崎区浅野町1-1 臨海  044-322-5360
 日立セメント㈱日立工場  〒317-0062茨城県日立市平和町2-1-1 内陸  0294-22-2111
 住友大阪セメント㈱栃木工場  〒327-0502栃木県安蘇郡葛生町朝日町715 内陸  0283-86-3211
 明星セメント㈱糸魚川工場 〒941-0064新潟県糸魚川市上刈1210 内陸  0255-52-2011
 電気化学工業㈱青海工場  〒949-0300新潟県西頚城郡青海町 内陸  0255-62-6105
 敦賀セメント㈱敦賀工場  〒914-8686福井県敦賀市泉2-6-1 臨海  0770-22-1100
 住友大阪セメント㈱岐阜工場  〒501-1201岐阜県本巣市山口11 内陸  0581-34-2551
 太平洋セメント㈱藤原工場 〒511-0593三重県員弁郡藤原町東禅寺1361-1 内陸  0594-46-2511
 住友大阪セメント㈱赤穂工場  〒678-0254兵庫県赤穂市折方1513 臨海  0791-43-1111
 太平洋セメント㈱土佐工場 〒780-8021高知県高知市孕東町25 臨海  0888-33-1231
 住友大阪セメント㈱高知工場  〒785-8610高知県須崎市押岡123 臨海  0889-42-2522
 ㈱トクヤマ 南陽工場  〒746-0005山口県周南市渚町4900-4 臨海  0834-22-2900
 東ソー㈱南陽事業所  〒746-8501山口県周南市開成町4560 臨海  0834-63-0011
 宇部興産㈱宇部セメント工場  〒755-8633山口県宇部市大字小串1978-10 臨海  0836-31-0111
 宇部興産㈱伊佐セメント工場  〒759-2222山口県美祢市伊佐町伊佐4768 内陸  08375-2-1212
新日鐵高炉セメント㈱セメント工場  〒803-0801福岡県北九州市小倉北区西港町16 臨海  093-884-1749
 三菱マテリアル㈱九州工場 〒800-0301福岡県京都郡苅田町松原町12 臨海  093-434-0081
 宇部興産㈱苅田セメント工場  〒800-0311福岡県京都郡苅田町長浜町7 臨海  093-434-2111
 苅田セメント㈱苅田工場  〒800-0311福岡県京都郡苅田町長浜町10 臨海  093-434-0885
 麻生セメント㈱田川工場  〒826-0041福岡県田川市弓削田2877 内陸  0947-42-0090
 太平洋セメント㈱津久見工場  〒879-2471大分県津久見市合ノ元町2-1 臨海  0972-82-3111
 太平洋セメント㈱佐伯工場 〒876-1106大分県佐伯市戸穴337-1 臨海  0972-27-8813
 琉球セメント㈱屋部工場  〒905-0001沖縄県名護市安和1008 臨海  0980-53-8311
（注）処理が可能な有害物質等については、各工場に問い合わせのこと。  
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参考図書一覧  

（参考図書の例）  

参考図書名  発 行 所 等  

（建設リサイクル全般に関するもの）  

○「東京都建設リサイクル推進計画」  

（平成20年4月）  

・（編集、発行）東京都都市整備局  

所在地  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎21階  

電 話  03-5388-3231  ＦＡＸ  03-5388-1351 

Ｈ Ｐ  http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html 

販売所  東京都建設リサイクル推進計画及び東京都建設リサイクル  

    ガイドラインは(財)東京都弘済会用紙販売所で販売  

       ・都庁都民広場地下   電 話  03-5381-6335 

○「東京都建設リサイクルガイドライ  

ン」(平成21年4月) 

○「東京都建設泥土リサイクル指針」  

（平成21年4月）  

○「平成21年度東京都環境物品等調  

達方針（公共工事）」（平成21年4月） 

○「総合的建設副産物対策」  

（毎年度発行される建設リサイクルに  

ついて解説した小冊子）  

・（編集、発行）（財）先端建設技術センター  

所在地  〒112-0012 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル  

電 話  03-3942-3991  ＦＡＸ  03-3942-0424 

Ｈ Ｐ http://www.actec.or.jp/

○「コンクリート副産物の再利用に関  

する用途別暫定品質基準」（平成6年4 

月）  

・（編集、発行）国土交通省総合政策局  

Ｈ Ｐ  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html 

○「発生土利用基準について」（平成18

年8月）  

○「建設汚泥処理土利用技術基準」（平

成18年６月）  

○「建設発生土利用技術マニュアル（第 

３版）」（平成16年9月）  

・（監修）利用技術：建設発生土利用技術マニュアル検討委員会  

         改良工法：建設発生土利用促進検討委員会  

 （編著）（独）土木研究所  

 （発行）（財）土木研究センター  

所在地  〒110-0016 東京都台東区台東1-6-4 タカラビル  

電 話  03-3835-3609  ＦＡＸ  03-3832-7397 

Ｈ Ｐ http://www.pwrc.or.jp/

○「発生土利用促進のための改良工法  

マニュアル」（平成9年12月）  

○「建設リサイクル実務要覧」（加除  

式）  

・（編集）（財）先端建設技術センター  

・（発行）㈱大成出版社  

所在地  〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11 

電 話  03-3321-4131(代)  ＦＡＸ  03-3325-1888 

Ｈ Ｐ  http://www.taisei-shuppan.co.jp/ 

○「建設リサイクルハンドブック2006」

(平成18年4月)※毎年度更新される  

○「新訂 建設副産物適正処理推進要  

綱の解説」（平成14年11月）  

○「建設汚泥リサイクル指針」（平成11 

年11月）  

○「建設副産物管理マニュアル」  

（平成19年2月） 

・（編集、発行）（社）東京建設業協会  

所在地  〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館内  

電 話  03-3552-5656  ＦＡＸ  03-3555-2170 

Ｈ Ｐ  http://www.token.or.jp/ 

 ○「建設副産物リサイクルの手引き(改  ・（編集、発行）五団体合同安全公害対策本部  
 訂版)」（平成20年1月）  所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館内  

電 話  03-3551-8812  ＦＡＸ  03-3551-0494 

○「建設発生土取扱いの手引き」  

（平成16年3月）  

・（編集、発行） (社)日本土木工業協会・(社)日本電力建設業協会  



- 111 - 

○「建設汚泥リサイクル事例集」  

（平成16年3月）  

所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館内  

(土木工業協会) 

電 話  03-3552-3201  ＦＡＸ  03-3552-3206 

Ｈ Ｐ  http://www.dokokyo.or.jp/ 
○「建設工事に伴う廃棄物混じり土の取

扱いの手引き」（平成18年3月） 

○「建設泥土（建設汚泥）リサイクルの

手引き」（平成19年11月） 

○「Ｑ＆Ａ 建設廃棄物処理とリサイ  

クル2006」（平成18年10月）  

・（編集、発行）(社)全国建設業協会  

所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館内  

(土木工業協会) 

電 話  03-3551-9396  ＦＡＸ  03-3555-3218 

Ｈ Ｐ http://www.zenken-net.or.jp/

○「建設リサイクル・廃棄物処理のチ  

ェックポイント」（平成15年7月）  

・（編集）建設環境実務研究会  

 （発行）新日本法規出版㈱  

所在地  〒460-8455 愛知県名古屋市中区栄1-23-20 

電 話  052-211-1525  ＦＡＸ  052-211-1522 

Ｈ Ｐ http://www.sn-hoki.co.jp/data/d3.html 

○「建設廃棄物のリサイクル」（平成12 

年10月）  

・（編集、発行）関東建設廃棄物協同組合  

所在地  〒104-0031 東京都中央区 京橋2-6-6藤木ビル3階   

電 話  03-5159-8171  ＦＡＸ  03-5159-8173 

Ｈ Ｐ  http://www.kenpaikyo.or.jp/top.html 

 

（建設リサイクル法、解体工事に関するもの）  

 ○「東京都における特定建設に係る分別解  

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等  

の促進等の実施に関する指針」（東京都建  

設リサイクル指針）（平成１6年6月）  

・（編集、発行）東京都都市整備局  

所在地  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎21階  

電 話  03-5388-3231  ＦＡＸ  03-5388-1351 

Ｈ Ｐ  http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html 

○「建設リサイクル法パンフレット」（建  

設工事の実施に当たっては「分別」と「リ  

サイクル」が必要です）※都庁の１～２階受 

付・都民情報ルーム等に置かれています。 

○「改訂３版 建設リサイクル法に関す  

る工事届出等の手引（案）」  

（平成18年７月）  

・（編著）手引：建設リサイクル法実務手続き研究会  

     解説：建設リサイクル法研究会  

・（発行）㈱大成出版社  

所在地  〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11 

電 話  03-3321-4131(代)  ＦＡＸ  03-3321-5551 

Ｈ Ｐ http://www.taisei-shuppan.co.jp/

○「改訂版 建設リサイクル法の解説」 

（平成15年6月）  

○「建築物の解体等に伴う有害物質の  

適切な取扱い」（平成17年10月） 

・（編集、発行）建設副産物リサイクル広報推進会議 

（事務局）（財）先端建設技術センター  

所在地  〒112-0012 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル  

電 話  03-3942-3991  ＦＡＸ  03-3942-0424 

Ｈ Ｐ  http://www.actec.or.jp/ 

○「木造建築の分別解体の手引き」 

○「建築物の解体工事における外壁の  

崩落等による公衆災害防止に関するガ  

イドライン」  

・平成15年7月3日付国総建第103号・国住防第3号、国土交通  

省総合政策局長・国土交通省住宅局長通知  

ＨＰhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html 
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○「木造建築物等の解体工事施工指針  

（案）・同解説」（平成14年11月）  

・（編集、発行）（社）日本建築学会  

所在地  〒108-8414 東京都港区芝5-26-20 

電 話  03-3456-2051  ＦＡＸ  03-3456-2058 

Ｈ Ｐ  http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm 

○「建設リサイクル法に対応したビル  ・（編集、発行）（社）建築業協会  

 等の建築・解体工事の手引き」（平成  

14年5月）  

所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館8階  

電 話 03-3551-1118   ＦＡＸ03-3555-2463 

 ○「建築系混合廃棄物の原単位調査報  

告書」（平成15年3月）  

Ｈ Ｐ  http://www.bcs.or.jp/ 

○「木造建築物分別解体施工指針  

（案）」（平成10年12月）

・（編集、発行）（社）全国解体工事業団体連合会  

所在地  〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3安和宝町ビル6階  

電 話  03-3555-2196   ＦＡＸ03-3555-2133 

Ｈ Ｐ  http://www.zenkaikouren.or.jp/ 

○「木造建築物解体工事の現場」（平  

成12年3月）  

○「木造建築物分別解体の手引」（平  

成12年10月）  

○「マンガでわかる住宅の解体とリサ  

イクル」（平成14年5月）  

○「建築物に使用される仕上げ材の分別

解体工事施工指針(案)・同解説」 

・（編集、発行）日本建築仕上学会 

所在地 〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館6階 

電 話 03-3798-4921  ＦＡＸ 03-3798-4922 

 

（建設廃棄物の適正処理に関するもの）  

○「建設廃棄物処理マニュアル」（平  

成13年7月）  

・(監修)産業廃棄物問題研究会  

 （編集）（財）日本産業廃棄物処理振興センター  

 （発行）㈱ぎょうせい  

所在地  〒167-8088 東京都杉並区荻窪4-30-16 

電 話  03-5349--6666  ＦＡＸ  03-5349--6677 

Ｈ Ｐ http://www.gyosei.co.jp/

○「建設廃棄物を適正に処理するため  

に」（平成19年11月）  

・（編集、発行）東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課  

所在地  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1  都庁第二本庁舎9階  

電 話  03-5388-3586  ＦＡＸ  03-5388-1381 

Ｈ Ｐ  http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/index.htm 

○「産業廃棄物の適正処理のために」  

（平成20年2月）  

○「産業廃棄物適正委託処理ガイドブ  

ック」（平成19年3月）  

○「建設系廃棄物マニフェストのしく  

み」（平成17年11月）  

・（編集、発行）建設九団体建設副産物対策協議会  

所在地  〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1  東京建設会館3階  

電 話  03-3523-1630  ＦＡＸ  03-3523-1639 ○「建設廃棄物処理委託契約書様式及  

び記入例」（平成17年11月）  

○「建設廃棄物用マニフェスト」  ・（編集、発行）(社)東京産業廃棄物協会  

所在地  〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7階  

電 話  03-5283-5455  ＦＡＸ  03-5283-5592 

Ｈ Ｐ  http://www.tosankyo.or.jp/ 

○「産業廃棄物用マニフェスト」  

○「一目でわかるマニフェストの書き  

方」（ＣＤ－ＲＯＭ）  

○「産業廃棄物適正処理実務のポイン  

ト」  

○「マニフェストシステムがよくわか  

る本」  
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○「建設廃棄物の適正処理についての手

引き（改訂版）」（平成20年1月）  

・（編集、発行）五団体合同安全公害対策本部  

所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館内  

電 話  03-3551-8812  ＦＡＸ  03-3551-0494 
○「建設廃棄物の適正処理」(ＣＤ動画)

(平成17年9月) 

 

（汚染土壌の処理に関するもの）  

 ○「環境確保条例に基づく届出書等の  

作成の手引」(暫定版)（平成22年3月）  

・（編集、発行）東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課  

所在地  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1  都庁第二本庁舎8階  

電 話  03-5388-3495  ＦＡＸ  03-5388-1376 

Ｈ Ｐ  http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/index.htm 

 

 

○「東京都土壌汚染対策指針」  

（平成22年3月） 

○「中小事業者のための土壌汚染対策ガ

イドライン」（平成22年5月） 

○「建設工事で遭遇する地盤汚染対応  ・（編集）（独）土木研究所

 マニュアル」（平成16年5月）  所在地  〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6 

電 話  029-879-6767  ＦＡＸ  029-879-6798 

Ｈ Ｐ  http://www.pwri.go.jp/ 

（発行）鹿島出版会 

所在地  〒100-8975 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル6階 

電 話  03-5510-5400   

Ｈ Ｐ  http://www.kajima-publishing.co.jp/ 

 ○「汚染土壌管理票のしくみ」  ・（編集、発行）環境省環境管理局水環境部土壌環境課  

所在地  〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 

電 話  03-3581-3351(代)  ＦＡＸ  03-3501-2717 

Ｈ Ｐ http://www.env.go.jp/index.html

○「土壌汚染対策法に基づく調査及び  

措置の技術的手法の解説」（平成15年  

9月）  

・（編集)環境省  

・（発行）(社)土壌環境センター  

所在地  〒102-0083東京都千代田区麹町4-2 第二麹町ビル７階  

電 話  03-5215-5955  ＦＡＸ  03-5215-5954 

Ｈ Ｐ http://www.gepc.or.jp/

○「搬出汚染土壌管理票」  

○「汚染土壌の取扱いについて」（パ  

ンフレット）  

・（編集、発行）(社)日本土木工業協会  

所在地  〒104 -0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館6階  

電 話  03-3552-3201  ＦＡＸ  03-3552-3206 

Ｈ Ｐ http://www.dokokyo.or.jp/

○「逐条解説 土壌汚染対策法」（平  

成15年9月）  

・（編集）建設環境実務研究会  

 （発行）新日本法規出版㈱  

所在地  〒460-8455 愛知県名古屋市中区栄1-23-20 

電 話  052-211-1525  ＦＡＸ  052-211-1522 

Ｈ Ｐ http://www.sn-hoki.co.jp/data/d3.html 

 

（有害物質等の処理に関するもの）  

○「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドラ  

イン」  

・（編集、発行）環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部  

Ｈ Ｐhttp://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html 

○「東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ  

ル）適正管理指導要綱」  

・（編集、発行）東京都環境局  廃棄物対策部  産業廃棄物対策課  

Ｈ Ｐhttp://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/index.htm 

○「ＰＣＢの適正な管理にご協力くだ  

さい」  
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○「建築物の解体等に係るアスベスト  

飛散防止対策マニュアル」（平成19年6

月改訂） 

○「アスベストＱ＆Ａ Ver.2.2.6（平成

19年12月21日改定）」 

○「建築物アスベスト点検の手引」（平

成18年9月改訂) 

○「アスベスト成形板対策マニュアル」

(平成19年3月) 

・（編集、発行）東京都環境局 環境改善部 計画課 

所在地 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎8階 

電 話 03-5388-3481   ＦＡＸ 03-5388-1376 

Ｈ Ｐhttp://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/keikaku/asbes

tos/index.htm 

○「オゾン層ってどうなっているの？」 ・（編集、発行）環境省  地球環境局  保全対策課  

                                        フロン等対策推進室  

Ｈ Ｐhttp://www.env.go.jp/earth/ozone/h16pamph/index.html 

○「フロンの回収・破壊の促進」  ・（編集、発行）東京都環境局  都市地球環境部  環境配慮事業課  

                       フロン担当係  

Ｈ Ｐhttp://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/cfc/index.htm 

 

 



建設副産物の種類

事務所から排出される一般廃棄物の具体的内容（例）

現場事務所における生ゴミ、新聞、雑誌等

分類 工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例）

※ 廃プラスチック類
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃
タイヤ、廃シート類

※ ゴムくず 天然ゴムくず

※ 金属くず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず

※

ガラスくず、コンクリー
トくず及び陶磁器くず
（工作物の新築、改築
又は除去に伴って生
じたものを除く）

ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず、コンク
リートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
を除く）

※ がれき類

工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破
片、その他これに類する不要物 ①コンクリート破片(コンク
リート塊) ②アスファルト・コンクリート破片(アスファルト・コン
クリート塊) ③レンガ破片

建設泥土

含水率が高く微細な泥状の掘削物
（掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を
人が歩けない状態（コーン指数がおおむね200kN/㎡以下又
は一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下）具体的には場所
打杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水）

木くず
（建設発生木材）

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず（具体的
には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採
材、木造解体材等）、貨物の流通のために使用したパレット

紙くず
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず（具体的
には包装材、段ボール、壁紙くず）

繊維くず
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず（具体
的には廃ウエス、ロープ類）

廃油
防水アスファルト（タールピッチ類）、アスファルト乳剤等の使
用残さ

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類

廃ＰＣＢ等及びＰＣＢ
汚染物

トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器等

廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物

建設発生土

有 価 物

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
＊ 有害物質が土壌汚染対策法上の基準値を超える場合は、汚染土壌となる

港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの

スクラップ（鉄等）等他人に有償で売却できるもの

一
般
廃
棄
物

※安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目。ただし石膏ボード、廃
ブラウン管の側面部（以上ガラスくず及び陶磁器くず）、 鉛蓄電池の
電極、鉛製の管又は板（以上金属くず）、廃プリント配線板（廃プラス
チック類、金属くず）、廃容器包装（廃プラスチック類、ガラスくず及び
陶磁器くず、金属くず）は除く。

産
業
廃
棄
物

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

建
設
廃
棄
物

建
設
副
産
物
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関係法令罰則一覧 
（関係法令、罰則の例） 

（建設リサイクル法） 
罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 

法第48条 1年以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金

解体工事業の無登録営業 法第21条第1項 

1年以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金

不正の手段による登録(変更登録を含む。) 法第21条第１項 

1年以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金

解体工事業の事業停止命令違反 法第35条第1項 

法第49条 50万円以下の罰金 措置命令違反 法第15条 
法第20条 

法第50条 30万円以下の罰金 対象建設工事の届出等に係る変更命令違反 法第10条第3項 
30万円以下の罰金 解体工事業の変更の無届、虚偽の届出 法第25条第1項 

法第51条 20万円以下の罰金 対象建設工事の無届、虚偽の届出 法第10条第1項 
対象建設工事の変更の無届、虚偽の届出 法第10条第2項 

20万円以下の罰金 解体工事業の登録の取消し等の場合における
無通知 

法第29条第1項後段 

20万円以下の罰金 技術管理者の選任義務違反 法第31条 
20万円以下の罰金 報告拒否、虚偽報告 法第37条第1項 

法第42条 
20万円以下の罰金 立入検査の拒否・妨害・忌避 法第37条第1項 
20万円以下の罰金 立入検査の拒否・妨害・忌避 法第43条第1項 

法第52条  法人等両罰規定 法第48条～51条 
法第53条 10万円以下の過料 発注者への報告の記録・保存義務違反 法第18条第1項 

10万円以下の過料 解体工事業の無届廃業 法第27条第1項 
10万円以下の過料 標識の掲示義務違反 法第33条 
10万円以下の過料 帳簿の備付・記載・保存義務違反 法第34条 

 
（廃棄物処理法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第25条 5年以下の懲役又は1 

000万円以下の罰金 
又はこの併科 

無許可営業 法第7条第1項、第6項 
法第14条第1項、第6項 
法第14条の4第1項、第6項 

不正の手段による許可取得 法第7条第1項、第6項 
法第14条第1項、第6項 
法第14条の4第1項、第6項 

無許可変更 法第7条の2第1項 
法第14条の2第1項 
法第14条の5第1項 

不正の手段による変更許可取得 法第7条の2第1項 
法第14条の2第1項 
法第14条の5第1項 

事業停止命令・措置命令違反 法第7条の3 
法第14条の3(法第14条の6) 
法第19条の4第1項 
法第19条の4の2第1項 
法第19条の5第1項 
法第19条の6第1項 

委託基準違反 法第6条の2第6項 
法第12条第3項 
法第12条の2第3項 

名義貸しの禁止違反 法第7条の5 
法第14条の3の3 
法第14条の7 

施設無許可設置 法第8条第1項 
法第15条第1項 

不正の手段による設置許可取得 法第8条第1項 
法第15条第1項 

許可施設無許可変更 法第9条第1項 
法第15条の2の5第1項 

不正の手段による許可施設変更許可取得 法第9条第1項 
法第15条の2の5第1項 
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廃棄物の無確認輸出 法第10条第1項（第15条の4の7
第1項） 

受託禁止違反 法第14条第13項 
法第14条の4第13項 

不法投棄 法第16条 
不法焼却 法第16条の2 
指定有害廃棄物の処理基準違反 法第16条の3 
無確認輸出もしくは不法投棄または不法焼却
未遂 

法第10条第1項（法第15条の4の7
第1項） 
法第16条、法第16条の2 

法第26条 3年以下の懲役又は3 
00万円以下の罰金又 
はこの併科 

委託基準違反、再委託禁止違反 法第6条の2第7項 
法第7条第14項 
法第12条第4項 
法第12条の2第4項 
法第14条第14項 
法第14条の4第14項 

   施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令
違反 

法第9条の2 
法第15条の2の6 
法第19条の3 

施設無許可譲受け・無許可借受け 法第9条の5第1項 
(法第15条の4) 

無許可輸入 法第15条の4の５第1項 
輸入許可条件違反 法第15条の4の５第4項
不法焼却、不法投棄目的の収集又は運搬 法第16条、法第16条の2

法第27条 2年以下の懲役又は 
200万円以下の罰金 
又はこの併科 

廃棄物無確認輸出予備 法第10条第1項（第15条の4の７
第1項） 

法第28条 1年以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金 

センター職員守秘義務違反 法第13条の7 
土地の形質の変更届出計画変更措置命令・土
地の形質の変更に関する措置命令違反

法第15条の19第4項 
法第19条の10第1項 

法第29条 6月以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金 

廃棄物処理業欠格要件該当届出 法第７条の2第4項（法第14条の2
第3項、14条の5第3項） 

廃棄物処理施設の変更届出義務違反、虚偽届出法第９条第6項（第15条2の5第3
項）

施設使用前検査受検義務違反 法第8条の2第5項（第9条第2項）
法第15条の2第5項 
(法第15条の2の5第2項) 

土地の形質の変更届出違反、事故時応急措置
命令違反 

法第15条の19第1項 
法第21条の2第2項 

管理票交付義務違反・記載義務違反 法第12条の3第1項 
(法第15条の4の７第2項)

管理票写し送付義務違反・記録義務違反・虚
偽記載（収集運搬）

法第12条の3第2項前段 

管理票回付義務違反 法第12条の3第2項後段
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚
偽記載（処分）

法第12条3第3項、第4項 
法第12条の5第5項 

管理票写し保存義務違反 法第12条の3第5項、8項、9項
虚偽管理票交付 法第12条の4第1項 
未終了時管理票送付報告の禁止違反 法第12条の4第2項、第3項
電子管理票虚偽登録 法第12条5第1項 

(法第15条の4の７第2項)

電子管理票報告義務違反・虚偽報告 法第12条の5第2項、第3項
管理票措置命令違反 法第12条の6第3項 

法第30条 30万円以下の罰金 帳簿備付け・記載・保存義務違反 法第7条第15項 
(法第12条第11項、法第12条の2第 
12項、法第14条第15項、法第14条 
の4第16項) 
法第7条第16項 
(法第12条第11項、法第12条の2第 
12項、法第14条第15項、法第14条 
の4第16項) 
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業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続
届出義務違反 

法第7条の2第3項 
(法第14条の2第3項、法第14条の5 
第3項) 
法第9条第3項 
(法第15条の2の5第3項) 
法第9条第4項 
(法第15条の2の5第3項) 
法第9条の7第2項 
(法第15条の4) 

維持管理事項記録・備付け義務違反 法第8条の4 
(法第9条の10第7項、第15条の2
の3、第15条の4の4第3項) 

処理責任者等設置義務違反 法第12条第6項 
法第12条の2第6項 

報告拒否、虚偽報告 法第18条 
立入検査拒否・妨害・忌避 法第19条第1項、第2項
技術管理者設置義務違反 法第21条第1項 

法第32条 法人等両罰規定 廃棄物の投棄禁止違反（１億円以下の罰金刑）
廃棄物の焼却禁止違反

法第25条第1項第1号～4号、第
12号、14号、15号、第2項

その他（各本条の罰金刑） 法第25条第1項(上記を除く)
    法第26条、27条、28条第2号 

法第29条、法第30条 
法第33条 20万円以下の過料 土地の形質の無届変更、虚偽届出 法第15条の19第2項、第3項
法第34条 10万円以下の過料 登録廃棄物再生業者の名称不適正使用 法第20条の2第3項 

 
（建設業法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法45条 3年以下の懲役又は3 

00万円以下の罰金 
建設業の無許可営業 法第3条第1項 

法第47条 30万円以下の罰金 主任技術者及び管理技術者の設置義務違反 法第26条、法第26条の２
法第49条 10万円以下の過料 標識の掲示義務違反 法第40条 

 
（建築基準法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第99条 30万円以下の罰金 建築確認申請義務違反 法第6条第1項 

崩落、倒壊等防止措置義務違反 法第90条第1項 
法第100条 20万円以下の罰金 除却届出義務違反 法第15条第1項 

建築確認表示義務違反 法第89条第1項 
 
（道路交通法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第118条 6月以下の懲役又は1 

0万円以下の罰金
乗車又は積載の制限違反 法第57条第1項 

法第119条 10万円以下の罰金 駐車禁止違反 
交通妨害禁止違反

法第45条第1項、第2項 
法第47条 

法第120条 5万円以下の罰金 無許可道路使用 法第77条第7項 
 
（道路法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第100条 1年以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金
無許可道路占用 法第32条第1項 

 
（ＰＣＢ特別措置法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第25条 6月以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金
保管等の届出義務違反 法第8条 

 
（労働安全衛生法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第119条 6月以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金 
危険防止措置義務違反（機械、爆発物等） 法第20条 
危険防止措置義務違反（掘削、墜落、崩壊等） 法第21条 
健康障害防止措置義務違反（粉じん、酸欠等） 法第22条 
健康、生命の保持等措置義務違反 法第23条 
労働災害防止措置義務違反 法第24条 
労働者退避措置義務違反 法第25条 
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労働災害発生防止措置義務違反 法第25条の2第1項 
 
（消防法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第39条 2年以下の懲役又は2 

00万円以下の罰金 
火災予防上の措置命令違反 法5条第1項 

法第46条 30万円以下の罰金 危険物及び可燃物の貯蔵及び取扱上の技術基
準違反 

法第9条の3 

 
（大気汚染防止法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第33条 6月以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金
計画変更命令違反 法第18条の16 
作業基準適合命令等違反 法第18条の18 

法第34条 3月以下の懲役又は3 
0万円以下の罰金

特定粉じん排出等作業の実施届出義務違反 法第18条の15第1項 

法第37条 10万円以下の過料 特定粉じん排出等作業の実施届出義務違反 
（緊急作業）

法第18条の15第2項 

 
 
 
（振動規制法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第27条 10万円以下の罰金 特定建設作業の実施届出義務違反 法第14条第1項 
法第29条 3万円以下の過料 特定建設作業の実施届出義務違反（緊急工事） 法第14条第2項 

 
（騒音規制法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第31条 3万円以下の罰金 特定建設作業の実施届出義務違反 法第14条第1項 
法第33条 1万円以下の過料 特定建設作業の実施届出義務違反（緊急工事） 法第14条第2項 

 
（水質汚濁防止法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第30条 1年以下の懲役又は1 

00万円以下の罰金 
総量規制基準の措置命令違反 法第8条の2 

法第31条 6月以下の懲役又は5 
0万円以下の罰金 

排出水の排出制限違反 法第12条第1項 
事故時の措置義務違反 法第14条の2第3項 
緊急時の措置義務違反 法第18条 

法第33条 20万円以下の罰金 排出水の汚染状態の測定結果の記録義務違反 法第14条第2項 
法第35条 10万円以下の過料 排出水の汚染状態の測定手法の届出義務違反 法第14条第3項 

 
（悪臭防止法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
第28条 6月以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金
事故時の措置義務違反 法第10条第3項 

 
（高圧ガス保安法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第83条 30万円以下の罰金 危険時の措置及び届出義務違反 法第36条第1項 

事故の届出義務違反 法第63条第2項 
 
（フロン回収破壊法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第82条 1年以下の懲役又は5 

0万円以下の罰金
フロン類の放出禁止違反 法第65条 

 
（下水道法） 

罰則条項 罰則 違反内容 違反条項 
法第47条の 
2 

3月以下の懲役又は2 
0万円以下の罰金

特定施設の設置等の届出違反 
特定施設の構造等の変更の届出違反

法第12条の3第1項、 
法第12条の4 

法第49条 3月以下の懲役又は2 
0万円以下の罰金

特定施設の設置等の届出違反 法第12条の3第2項、第3項 

法第51条 5万円以下の過料 氏名の変更等の届出違反 法第12条の7 
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収集運搬業者、処分業者一覧 

                                                                              平成20年12月31日現在 

 

（収集運搬業者：陸上運搬） 注）新規開業、廃業等で変動することもある。 

 支庁 島別 業者名 収集運搬できる産業廃棄物の種類 保管・積替施設

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

 大 

 島 

 支 

 庁 

大島 (有)京塚金属 廃プラ、金属、ガラス・コンクリー

ト・陶磁器くず 

 
──── 

(株)山田回漕店 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、

木、繊維、金属、ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず、がれき類、動物

のふん尿、動物の死体、ばいじん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）、 

感染性廃棄物 
──── 

(有)大澤興業 廃油、木、動物のふん尿 ──── ──── 

(株)塩﨑建設 汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、繊維、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、がれき類 
──── ──── 

(株)山王興業 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、廃石 

綿等 

──── 

(有)オーレック 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、金属、

ガラス・コンクリート・陶磁 
器くず、がれき類、動物のふん尿、動

物の死体、ばいじん 

 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

感染性廃棄物 

 
保管積替えを含む

(有)港運送 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、廃石 

綿等、特定有害産業廃棄物（燃え殻、 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱 

さい、ばいじん） 

 

 

──── 

山田建設㈱ 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、

繊維、金属、ガラス・コンクリート・

陶磁、がれき類、動物のふん尿、動物

の死体、ばいじん 

 

 

──── 

 

 

──── 

村松興産㈱ 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、

繊維、動植物性残さ、動物系固形不要

物、ゴム、金属、ガラス・コンクリー

ト・陶磁、鉱さい、がれき類、動物の

ふん尿、動物の死体、ばいじん 

 

 

──── 

保管積替え含む 
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川口興産㈱ 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、

繊維、ゴム、金属、ガラス・コンクリ

ート・陶磁、がれき類 

 

──── 

 

──── 

大昌建設㈱ 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、

繊維、金属、ガラス・コンクリート・

陶磁、がれき類、動物の死体 

 

──── 

 

 

──── 

㈱足立建設 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、

繊維、ゴム、金属、ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず、がれき類 

 

──── 

 

 

──── 

 

小幡解体興業㈱ 汚泥、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁器

くず、がれき類 

 

──── 

 

 

──── 

 

利島 井上啓二 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類、ばいじ

ん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、廃石 

綿等、特定有害産業廃棄物（燃え殻、 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱 

さい、ばいじん） 

──── 

  新島 新島物産(株) 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類、ばいじ

ん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、感染 

性廃棄物、廃石綿等、特定有害産業 

廃棄物（燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、 

廃アルカリ、鉱さい、ばいじん） 

 

海上運搬を参照 

式根島 ──── ──── ──── ──── 

神津島 (有)丸源 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、

木、繊維、ゴム、金属、ガラス・コ

ンクリート・陶磁器くず、がれき類

──── ──── 

(有)丸甚運送 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、金

属、ガラス・コンクリート・陶磁、鉱

さい、がれき類、ばいじん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、廃石 

綿等、特定有害産業廃棄物（燃え殻、 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱 

さい、ばいじん） 

──── 

 三 

 宅 

 支 

 庁 

三宅島 三宅島自動車運輸 

(株) 

燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、

木、繊維、金属、ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず、がれき類、動物

のふん尿、動物の死体、ばいじん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、感染 

性廃棄物、特定有害産業廃棄物（燃 

え殻） 

──── 
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   (有)平善産業 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、紙、

木、繊維、金属、ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず、がれき類、ばい

じん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、感染性廃

棄物、特定有害産業廃棄物（燃え殻、 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばい

じん） 

──── 

   (有)三新運送 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル 廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）  

    カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類、ばいじ

ん 

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、廃石 

綿等、特定有害産業廃棄物（燃え殻、 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱 

さい、ばいじん） 

 

──── 

御蔵島 ──── ──── ──── ──── 

 八 

 丈 

 支 

 庁 

八丈島 (株)恵興 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、金属、

ガラス・コンクリート・陶磁器く 

ず、がれき類、ばいじん 

──── ──── 

赤松交通(有) 廃油、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、がれき類、動物の死体 
──── ──── 

(有)沖山興業 汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、繊維、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、がれき類 
──── ──── 

(社)八丈町シルバ 

ー人材センター 

燃え殻、廃油、廃プラ、紙、木、金

属、ガラス・コンクリート・陶磁器

くず、がれき類 

──── ──── 

秋田建設(株) 廃プラ、紙、木、繊維、金属、ガラ

ス・コンクリート・陶磁器くず、が

れき類 

──── ──── 

菊正自動車㈱  

汚泥、廃油 
 

──── 
 

──── 

浅沼和弘 廃プラ、紙、木、繊維、金属、ガラス・

コンクリート・陶磁器くず、がれき類

 

──── 

 
──── 

大澤康兼 汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、繊維、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、がれき類 

 

──── 

 
 

──── 

㈱佐々木住設 廃プラ、紙、木、繊維、金属、ガラス・

コンクリート・陶磁、器くず、がれき

類 

 

──── 

 
 

──── 

興和産業㈱ 廃油、廃プラ、紙、木、繊維、金属、

ガラス・コンクリート・陶磁器くず、

がれき類 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）  

──── 

青ヶ島 ──── ──── ──── ────
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 小 

 笠 

 原 

 支 

 庁 

父島 (株)恵興 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、金属、

ガラス・コンクリート・陶磁器く 

ず、がれき類、ばいじん 

──── ──── 

大昭産業(株) 廃油、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、がれき類 

──── ──── 

母島 ──── ──── ──── ──── 

 

 

 

 

（収集運搬業者：海上運搬）  注）新規開業、廃業等で変動することもある。 

 業者名 収集運搬できる産業廃棄物の種類 保管・積替施設 

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

 伊豆七島海運(株) 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、紙、

木、繊維、金属、ガラス・コンクリー

ト・陶磁器くず、がれき類 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アルカリ

(ＰＨ12.5以上のもの)、感染性廃棄物、

廃石綿等、特定有害産業廃棄物（汚泥）

・東京港（辰己埠頭、芝浦埠頭） 

・大島（元町港、岡田港、波浮港） 

・新島（新島港） 

・式根島（野伏漁港） 

・利島（利島港） 

・神津島（神津島港、三浦漁港） 

・三宅島（三池港、阿古港） 

・御蔵島（御蔵島港） 

・八丈島（底土港、八重根港） 

・青ヶ島（三宝港） 

 新島物産(株) 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁

器くず、鉱さい、がれき類、ばいじ

ん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アルカリ

(ＰＨ12.5以上のもの)、感染性廃棄物、

廃石綿等、特定有害産業廃棄物（燃え

殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

鉱さい、ばいじん） 

・東京港（辰己埠頭） 

・大島（元町港、岡田港、波浮港） 

・新島（新島港、若郷漁港、羽伏漁港）

・式根島（野伏漁港、式根島港） 

・利島（利島港） 

・神津島（神津島港、三浦漁港） 

・三宅島（三池港、阿古漁港） 

 日栄産業(株) 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ、金属、

ガラス・コンクリート・陶磁器く 

ず、鉱さい、がれき類、ばいじん ──── 

・大田区京浜島 

・八丈島(神湊港) 

伸光産業㈱ 廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、金属、

ゴム、ガラス・コンクリート・陶磁器

くず 

 
 

──── 

・父島（二見港） 

・母島（沖港） 
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 (株)共勝丸 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、動植

物性残さ、ゴム、金属、ガラス・コ

ンクリート・陶磁器くず、鉱さい、

がれき類、ばいじん 

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）

廃酸(ＰＨ2.0以下のもの)、廃アル 

カリ(ＰＨ12.5以上のもの)、感染 

性廃棄物、廃石綿等、特定有害産業

廃棄物（燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ、鉱さい、ばいじん） 

・東京港（月島埠頭） 

・父島（二見港） 

・母島（沖港） 

 (有)エコグリーン産

業 

燃え殻、汚泥、廃プラ、ガラス・コ

ンクリート・陶磁器くず、鉱さい、

がれき類、ばいじん 

 

 

──── 

・東京港（若洲埠頭、他地先水面） 

・青ヶ島（青ヶ島港） 

・父島（二見港） 

 

(有)広洋海運 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリ、廃プラ、紙、木、繊維、ゴム、

金属、ガラス・コンクリート・陶磁器

くず、がれき類、ばいじん 

 

 

 

──── 

・東京港（若洲埠頭） 

・大島（元町港、岡田港、波浮港） 

・新島（新島港他） 

・式根島（式根島港） 

・利島（利島港） 

・神津島（三浦漁港） 

・三宅島（三池港、阿古港） 

・御蔵島（御蔵島港） 

・八丈島（神湊港、八重根港） 

・青ヶ島（青ヶ島港） 
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（処分業者）      注）新規開業、廃業等で変動することもある。 

 支庁 島別 業者名 処分方法及び産業廃棄物の種類 処理能力 

 大 

 島 

 支 

 庁 

大島 (有)京塚金属 (1)処分方法 

   ・切断・圧縮 

(2)産業廃棄物の種類 

 ・廃プラ、金属、ガラス・コンクリート・陶磁器くず 

    ７ｔ/日 

(有)オーレック (1)処分方法 

 ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、廃

プラ、ゴム、紙、繊維、木、金属 

(1)処分方法 

 ・焼却 

(2)産業廃棄物の種類 

 ・紙、木、繊維、 

３２０ｔ/日 

 

 

１t/日 

利島 ──── ──── ──── 

  新島 ──── ──── ──── 

式根島 ──── ──── ──── 

神津島 (有)丸源 (1)処分方法 

 ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・がれき類 

２４０ｔ/日 

(有)丸甚運送 (1)処分方法 

 ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・がれき類 

１４４ｔ/日 

 三 

 宅 

 支 

 庁 

三宅島 (株)三宅島建設 

  工業 

(1)処分方法 

 ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・木くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれ 

  き類 

・木くず ３２０ｔ/日

・ガラス・コンクリー

ト・陶磁器くず 

   ３７０ｔ/日 

・がれき類 

   ６６６ｔ/日 

御蔵島 ──── ──── ──── 

 八 

 丈 

 支 

 庁 

八丈島 (株)淺沼組 (1)処分方法 

 ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・がれき類 

３１２ｔ/日 

青ヶ島 ──── ──── ──── 

 小 

 笠 

 原 

 支 

 庁 

父島 小笠原建材協同 

組合 

(1)処分方法 

  ・破砕 

(2)産業廃棄物の種類 

  ・がれき類 

２８０ｔ/日 

母島 ──── ──── ──── 
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港湾、漁港、空港一覧 
                                                                           平成19年12月31日現在 

支庁 島 別 港  湾 漁    港 空  港 

地方港湾 第1種 第2種 第４種 第３種 

 大 

 島 

 支 

 庁 

大島 元町港 

岡田港 

波浮港 

元町漁港 

岡田漁港 

野増漁港 

泉津漁港 

差木地漁港

  大島空港 

利島 利島港     

  新島 新島港 若郷漁港 

羽伏漁港 

  新島空港 

式根島 式根島港 野伏漁港 

小浜漁港 

   

神津島 神津島港      三浦漁港 神津島空港 

 三 

 宅 

 支 

 庁 

三宅島 三池港 

大久保港 

湯の浜漁港 

伊ヶ谷漁港 

大久保漁港 

坪田漁港 阿古漁港 三宅島空港 

御蔵島 御蔵島港     

 八 

 丈 

 支 

 庁 

八丈島 神湊港 

八重根港 

（洞輪沢港） 

洞輪沢漁港 

中之郷漁港 

（ナズマド漁港）

（出鼻漁港） 

 神湊漁港 

八重根漁港 

八丈島空港 

青ヶ島 青ヶ島港 

大千代港 

    

 小 

 笠 

 原 

 支 

 庁 

父島 二見港   二見漁港  

母島 沖港   母島漁港  

 

注１）（ ）内は、港湾については避難港を、漁港については町営漁港をいう。 

 

注２）第1種漁港は、利用範囲が地元漁業を主とするもの。 

       第2種漁港は、利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの。 

       第4種漁港は、離島その他辺地にあって漁場の開発、又は漁船の避難上、特に必要なもの。 

 

注３）第3種空港は、地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場。 
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清掃施設一覧 

                                                                             平成20年12月31日現在  

支庁 島別 施設名 所在地 問い合わせ先 

 大 

 島 

 支 

 庁 

大島  大島野増清掃工場  大島町野増字ｸｿﾞｱﾗ638-1  大島町生活環境課環境係 

 電話０４９９２－２－１４８７ 

利島  利島村清掃センター  

 注３） 

 利島村2320番地1  利島村産業・環境課 

 電話０４９９２－９－００１１ 

  新島  新島村ごみ焼却場  新島村字檜山417番地 
 新島村民生課民生係 

 電話０４９９２－５－０２４０ 

  
式根島  式根島クリーンセンター  新島村式根島914番地 

神津島  神津島村清掃センター  神津島村字鍛冶山1番地  神津島村環境衛生課環境衛生係 

 電話０４９９２－８－０９９１ 

 三 

 宅 

 支 

 庁 

三宅島  三宅村クリーンセンター  三宅村伊ヶ谷103番地ほか  三宅村村民生活課生活環境係 

 電話 ０４９９４－５－０９３８ 

御蔵島  御蔵島村じん芥処理施設  御蔵島村字イナサ  御蔵島村総務課総務係 

 電話０４９９４－８－２１２１ 

 八 

 丈 

 支 

 庁 

八丈島  八丈町クリーンセンター  八丈町大賀郷4341の1   八丈町住民課環境係 

 電話０４９９６－２－１１２１ 

青ヶ島 

注１） 

 青ヶ島村クリーンセンター  青ヶ島村無番地  青ヶ島村事業課事業係 

 電話０４９９６－９－０２４２ 

 小 

 笠 

 原 

 支 

 庁 

父島  父島クリーンセンター  小笠原村父島字洲崎 

小笠原村建設水道課 

 電話０４９９８－２－３１１５ 

 

母島 

注２） 

  

 

 注１）青ヶ島村クリーンセンターは、建設発生木材等の受入は不可。 

 

 注２）母島には清掃施設はないので、父島クリーンセンターに搬出する。 

 

注３）利島村清掃センターは、公共工事からの受入は不可。 
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重量換算係数表  

                                                                  単位：トン／m3 

 荷積み状態での換算値  実体積による換算値

建設廃棄物処理ガイ 

ドライン値  注１）

参考値 参考値 

 建 設 泥 土  １．２～１．６   １．４   １．４ 

 コ ン ク リ ー ト 塊  （建設廃材） 

 １．６～１．８ 

  １．８     注２）   ２．３５(無筋) 

 アスファルト・コンク 

 リート塊 

  １・８     注２）   ２．３５ 

 建 設 発 生 木 材  ０．４～０．７   ０．５  

 建設混合 

 廃 棄 物 

 新 築    ０．３１   注３）  

 木 造 解 体    ０．８１６  

 砕 石      ２．０       注４） 

 廃 プ ラ ス チ ッ ク       １．１ 

 廃塩化ビニル管・継手   ２００(kg/㎥) 注５) 

（管・ﾊﾟｲﾌﾟ状態） 

 

 廃 石 膏 ボ ー ド    ０．６５～０．８ 

               注６） 

 

 紙 く ず      ０．５ 

 ア ス ベ ス ト       ０．９ 

 金 属 く ず  １．４～２．０   １．５  

 注１）「建設廃棄物処理ガイドライン」（厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室監修）による値。 

 注２）これは運搬時における空隙を多く含む状態での標準的な換算値である。 

 注３）建設混合廃棄物の新築は(社)建築業協会の調査結果（Ｈ２．９．３０）、木造解体は「関東木造建設   

解体業連絡協議会」の調査結果（Ｈ３．３．４）による。 

 注４）盛土状態での換算値。「道路橋示方書・同解説」（(社)日本道路協会）等による値。 

 注５）塩化ビニル管・継手協会のリサイクル協力会社における値。 

 注６）（社）石膏ボード工業会「石膏ボードハンドブック」による値。 
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土質区分基準 

 
区 分 

（国土交通省令） 
＊１) 

細区分 

＊2)＊3)＊4) 

コーン 
指数 
ｑｃ 
＊5) 

(kN/m2) 

土質材料の工学的分類 ＊6)＊7) 備 考 

大分類 中分類 

土質  {記号} 

含水比 
（地山） 

Ｗｎ（％） 

掘削 

方法 

第1種建設発生土 
{砂、礫及びこれ 
らに準ずるもの} 

第1種 
－ 

礫質土 礫{Ｇ}、砂礫{ＧＳ} －  

＊排水に考

慮するが、

降水、浸出

地下水等に

より含水比

が増加する

と予想され

る場合は、

１ランク下

の区分とす

る。 
 
＊水中掘削

等による場

合は、２ラ

ンク下の区

分とする。

砂質土 砂{Ｓ}、礫質砂{ＳＧ}
第1種改良土 

＊8)

人工材料 改良土{Ｉ} － 

第2種建設発生土 
{砂質土、礫質土 
及びこれらに準ず 
るもの} 

第2 a種 
800 

以上 

礫質土 細粒分まじり礫{ＧＦ} － 
第2 b種 砂質土 細粒分まじり砂{ＳＦ} － 

第2種改良土 人工材料 改良土{Ｉ} － 

第3種建設発生土 
{通常の施工性が 
確保される粘性土 
及びこれらに準ず 
るもの} 

第3 a種 
400 

以上 

砂質土 細粒分まじり砂{ＳＦ} － 
第3 b種 粘性土 シルト{Ｍ}、粘土{Ｃ} 40％程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{Ｖ} － 
第3種改良土 人工材料 改良土{Ｉ} － 

第4種建設発生土 
{粘性土及びこれ 
らに準ずるもの 
(第３種発生土を 
除く)} 

第4 a種 
200 

以上 

砂質土 細粒分まじり砂{ＳＦ} － 
第4 b種 粘性土 シルト{Ｍ}、粘土{Ｃ} 40％～80％程度 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{Ｖ} － 
有機質土 有機質土{Ｏ} 40％～80％程度 

第4種改良土 人工材料 改良土{Ｉ} － 
泥土＊１)＊9) 泥土ａ

200 

未満 

砂質土 細粒分まじり砂{ＳＦ} － 
泥土ｂ 粘性土 シルト{Ｍ}、粘土{Ｃ} 80％程度以上 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{Ｖ} － 
有機質土 有機質土{Ｏ} 80％程度以上 

泥土ｃ 高有機質土 高有機質土{Ｐｔ} － 
＊１） 国土交通省令（建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13 年3月

29日 国交令59、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を

定める省令 平成13年3月29日 国交令60）においては区分として第1種～第4種建設発生土が規定されている。 
＊２）この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物か否かを決めるものではない。 
＊３）表中の第1種～第4種改良土は、土（泥土を含む）にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものである。例えば第3種改良

土は、第4種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数400kN/m
2
以上の性状に改良したものである。 

＊４）含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質

改良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類する。 
＊５）所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数（下表参照） 
＊６）計画段階（掘削前）において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得られない場合には、

土質材料の工学的分類体系（(社)地盤工学会）と備考欄の含水比（地山）、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方

法でコーン指数を測定して区分を決定する。 
＊７）土質材料の工学的分類体系における最大粒径は75㎜と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照

して区分し、適切に利用する。 
＊８）砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。 
＊９）・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。（廃

     棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 厚生省通知）   
      ・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。（建設工事から生ずる廃棄物の適正処理

について 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知） 
    ・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となり、その場合「建設汚泥処理土

利用技術基準」（国官技第50号、国官総第137号、国営計第41号、平成18年6月12日）を適用するものとする。 
 
土質区分判定のための調査試験方法 
 判定指標  ＊１） 試験方法 規格番号・基準番号

 コーン指数   ＊２）  締固めた土のコーン指数試験方法   ＪＩＳ Ａ １２２８

 土質材料の工学的分類  地盤材料の工学的分類方法   ＪＧＳ ００５１

  自然含水比  土の含水比試験方法   ＪＩＳ Ａ １２０３

 土の粒度  土の粒度試験方法   ＪＩＳ Ａ １２０４

 液性限界・塑性限界  土の液性限界・塑性限界試験方法   ＪＩＳ Ａ １２０５

＊１）改良土の場合は、コーン指数のみを測定する。 
＊２）1層ごとの突固め回数は、25回とする。（参考表参照） 
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  適用用途標準（１） 
 適 用 用 途 

 
 
 

区 分 

工作物 
の埋戻し 

建築物 
の埋戻し※1 

土木構造物 
の裏込め 

道路用盛土 

路床 路体 

評 
価 

留意 
事項 

評 
価 

留意 
事項 

評 
価 

留意 
事項 

評 
価 

留意 
事項 

評 
価 

留意 
事項 

 
第  1  種 
建設発生土 

 
（砂､礫及

びこれらに

準 ず る も

の） 

第 1 種 ◎ 

最大粒 
径注意 

 

粒度分 
布注意 

◎ 

最大粒 
径注意 

 

粒度分 
布注意 

 

◎ 

最大粒 
径注意 

 

粒度分 
布注意 

◎ 

最大粒 
径注意 

 

粒度分 
布注意 

◎ 

最大粒 
径注意 

 

粒度分 
布注意 

第 1 種 
改良土 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

 
第  2  種 
建設発生土 

 
（砂質土、

礫質土及び

これらに準

ずるもの） 
 

第 2a 種 ◎ 

最大粒 
径注意 

 

細粒分含 
有率注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 

最大粒 
径注意 

 

細粒分含 
有率注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

◎ 
最大粒 
径注意 

第 2b 種 ◎ 
細粒分含 
有率注意 

◎  ◎ 
細粒分含 
有率注意 

◎  ◎  

第 2 種 
改良土 

◎  ◎ 
表層利用注

意 
◎  ◎  ◎  

 
第  3  種 
建設発生土 

 
（通常の施

工性が確保

される粘性

土及びこれ

らに準ずる

もの） 

第 3a 種 ○  ◎ 
施工機械の

選定注意 
○  ○  ◎ 

施工機械の

選定注意 

第 3b 種 ○  ◎ 
施工機械の

選定注意 
○  ○  ◎ 

施工機械の

選定注意 

第 3 種 
改良土 

○  ◎ 

 

表層利用注

意 
 

施工機械の

選定注意 

○  ○  ◎ 
施工機械の

選定注意 

 
第  4  種 
建設発生土 
（粘性土及

びこれらに

準 ず る も

の） 

第 4a 種 ○  ○  ○  ○  ○  
第 4b 種 △  ○  △  △  ○  

第 4 種 
改良土 

△  ○  △  △  ○  

泥土 
泥土 a △  ○  △  △  ○  
泥土ｂ △  △  △  △  △  
泥土ｃ ×  ×  ×  ×  △  

[評    価]  

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。 
○：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能なもの。 
△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 
×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

土質改良の定義 
含水比低下：水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ることにより利用可能となるもの。 
粒度調整：利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能となるもの。 
機能付加・補強：固化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性などの付加価値をつけることや補強材

等による発生土の補強を行うことにより利用可能となるもの。 
安定処理等：セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材に

よる土質改良を行うことにより利用可能となるもの。 
[留意事項]  

最大粒径注意：利用用途先の材料の最大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されているもの。 
細粒分含有率注意：利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 
礫混入率注意：利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 
粒度分布注意：液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒度分布に注意を要するもの。 
透水性注意：透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 
表層利用注意：表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 
施工機械の選定注意：過転圧などの点で問題があり、締固め等の施工機械の接地圧に注意を要するもの。 
淡水域利用注意：淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要するもの。 

[備  考] 
本表に例示のない適用用途に発生土を使用する場合は、本表に例示された適用用途の中で類似するものを準用する。 
※1 建築物の埋戻し：一定の強度が必要な埋戻しの場合は、工作物の埋戻しを準用する。 
※2 水面埋立て：水面上へ土砂等が出た後については、利用目的別の留意点（地盤改良、締固め等）を別途考慮するものとする。  
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 適用用途標準（２） 
 適 用 用 途

 
 

区 分 

河 川 築 堤 土 地  造 成 

高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成 

評

価 
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価 
留意事項 

第   1   種 
建設発生土 

 
 

 

第 1 種 ◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

透水性注意 
表層利用注意

○  ◎

最大粒径注意 
礫混入率注意 
表層利用注意 

◎ 表層利用注意 

第 1 種 
改良土 

◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

透水性注意 
表層利用注意

○  ◎

最大粒径注意 
礫混入率注意 
表層利用注意 

◎ 表層利用注意 

第   2  種 
建設発生土 

 
 
 
 

第 2a 種 ◎ 

最大粒径注意

礫混入率注意

粒度分布注意

透水性注意 
表層利用注意

◎

最大粒径注意 
粒度分布注意 
透水性注意 

◎

最大粒径注意 
礫混入率注意 
表層利用注意 

◎ 表層利用注意 

第 2b 種 ◎ 粒度分布注意 ◎ 粒度分布注意 ◎  ◎  

第 2 種 
改良土 

◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 

第   3    種 
建設発生土 

 
 
 
 
 
 

第 3a 種 ◎ 
粒度分布注意

施工機械の 
選定注意 

◎

粒度分布注意 
施工機械の 
選定注意 

◎
施工機械の 
選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

第 3b 種 ◎ 
粒度分布注意

施工機械の 
選定注意 

◎

粒度分布注意 
施工機械の 
選定注意 

◎
施工機械の 
選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

第 3 種 
改良土 

◎ 
表層利用注意

施工機械の 
選定注意 

◎

表層利用注意 
施工機械の 
選定注意 

◎

表層利用注意 
施工機械の 
選定注意 

◎ 
表層利用注意 
施工機械の 
選定注意 

第   4   種 
建設発生土 

 
 
 

 

第 4a 種 ○  ○  ○  ○  

第 4b 種 ○  ○  ○  ○  

第 4 種 
改良土 

○  ○  ○  ○  

泥土 

泥土 a ○  ○  ○  ○  

泥土ｂ △  △  △  △  

泥土ｃ ×  ×  ×  △  

 

砂､礫及びこれらに準

ずるもの 

砂質土､礫質土及びこ

れらに準ずるもの 

通常の施工性が確保

される粘性土及びこ

れらに準ずるもの 

粘性土及びこれらに

準ずるもの 
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 適用用途標準（３） 

 適 用 用 途 
 

 
 

区 分 

鉄道盛土 空港盛土 水面埋立※2 

評

価 
留意事項 

評

価
留意事項 

評

価 
留意事項 

第   1   種 
建設発生土 

 
 

 

第 1 種 ◎ 
最大粒径注意 
粒度分布注意 

◎
最大粒径注意 
粒度分布注意 

◎ 
粒度分布注意 
淡水域利用注意

第 1 種 
改良土 

◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎ 
淡水域 
利用注意 

第   2  種 
建設発生土 

 
 
 
 

第 2a 種 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎  

第 2b 種 ◎  ◎  ◎ 粒度分布注意 

第 2 種 
改良土 

◎  ◎  ◎ 
淡水域 
利用注意 

第   3    種 
建設発生土 

 
 
 
 
 
 

第 3a 種 ○  ◎
施工機械の 
選定注意 

◎ 粒度分布注意 

第 3b 種 ○  ◎
施工機械の 
選定注意 

◎  

第 3 種 
改良土 

○  ◎
施工機械の 
選定注意 

◎ 
淡水域 
利用注意 

第   4   種 
建設発生土 

 
 
 

 

第 4a 種 ○  ○  ◎ 粒度分布注意 

第 4b 種 △  ○  ◎  

第 4 種 
改良土 

△  ○  ◎ 
淡水域 
利用注意 

泥土 

泥土 a △  ○  ○  

泥土ｂ △  △  ○  

泥土ｃ ×  ×  △  

 

 
 

砂､礫及びこれらに準

ずるもの 

砂質土､礫質土及びこ

れらに準ずるもの 

通常の施工性が確保

される粘性土及びこ

れらに準ずるもの 

粘性土及びこれらに

準ずるもの 



                   届出（通知）受理窓口一覧表（区部）                                                              届出（通知）受理窓口一覧表（多摩） （Ｈ23.4.1現在） 
地域 区分 受       理       窓      口 地域 区分 受 理 窓 口 住所・電話番号・所管範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 
 
 
 
 
別 

 
 
 
 
区 

 
 
 
 
の 

 
 
 
 
区 

 
 
 
 
域 

都 
が 
受 
理 

※別紙「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」により、都知事の事務となる
場合については、都が受理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
 
 
 
摩

 
 
地

 
 
域

 
 

都
 
が

 
受

 
理

東

京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所

 

建築指導第一課 

立川市錦町4-6-3（立川合同庁舎内） 
042-548-2056 
（所管範囲） 
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、 
多摩市、稲城市 

受理窓口 担当課 住所・電話番号
 都市整備局 市街地建築部 建築指導課  新宿区西新宿2-8-1 

 03-5388-3372 
  

建築指導第二課 

小平市花小金井1-6-20（小平合同庁舎内）
042-464-0009 
（所管範囲） 
小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、 
東久留米市、西東京市 

 
 
 
 
 
 

特 
 
 
 
定 

 
 
 
行 

 
 
 
政 

 
 
 
庁 

 
 
 
が 

 
 
 
受 

 
 
 
理 

※別紙「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」により、特別区の長の事務と
なる場合については、工事の場所を所管する特定行政庁である各区が窓口

受理窓口 担当課 住所・電話番号 
千代田区 まちづくり推進部 建築指導課  千代田区九段南1-2-1

 03-5211-4313 
中央区  都市整備部 建築課  中央区築地1-1-1

 03-3546-5455  

建築指導第三課 

青梅市河辺町6-4-1（青梅合同庁舎内）
0428-23-3423 
（所管範囲） 
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、 
瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

港 区  街づくり支援部 建築課  港区芝公園1-5-25 
 03-3578-2311 

新宿区  都市計画部 建築指導課  新宿区歌舞伎町1-4-1 
 03-5273-3735 区分 受 理 窓 口 担当課 住所・電話番号 

文京区  都市計画部 建築課  文京区春日1-16-21 
 03-3812-7111 内線3120

特
 
定

 
行

 
政

 
庁

 
が

 
受

 
理

八王子市 まちなみ整備部  建築指導課 八王子市元本郷町3-24-1 
042-620-7264 

台東区  都市づくり部 建築課  台東区東上野4-5-6 
 03-5246-1337 

立川市  都市整備部  建築指導課 立川市泉町1156-9 
042-528-4326 

墨田区  都市計画部 開発調整課  墨田区吾妻橋1-23-20 
 03-5608-6265 

武蔵野市 都市整備部  建築指導課 武蔵野市緑町2-2-28 
0422-60-1874 

江東区  都市整備部 建築課  江東区東陽4-11-28 
 03-3647-9743 

三鷹市  都市整備部  建築指導課 三鷹市野崎1-1-1 
0422-45-1151 内線2821

品川区 防災まちづくり事業部 建築課  品川区広町2-1-36 
 03-5742-6772 

府中市  都市整備部  建築指導課 府中市宮西町2-24 
042-335-4479 

目黒区  都市整備部 建築課  目黒区上目黒2-19-15 
 03-5722-9642 

調布市  都市整備部  建築指導課 調布市小島町2-35-1 
042-481-7513 

大田区  まちづくり推進部 建築調整課  大田区蒲田5-13-14 
 03-5744-1383 

町田市  都市づくり部  建築指導課 町田市中町1-4-2 
042-709-0589 

世田谷区  都市整備部 

      土木事業担当部 

建築審査課 
（建築工事関係） 
土木計画課 
（土木工事関係） 

 世田谷区世田谷4-21-27 
 03-5432-2477 
  
03-5432-2373 

日野市  まちづくり部  建築指導課 日野市神明2-12-3 
042-587-6211 

国分寺市 都市建設部  建築指導課 国分寺市戸倉1-6-1 
042-325-0111 内線483

  
渋谷区  都市整備部 建築課  渋谷区宇田川町1-1 

 03-3463-2747                  届出（通知）受理窓口一覧表（島しょ） 
中野区  環境部 生活環境分野  中野区中野2-17-4中野区保健所内

 03-3382-3135 
地域 区分 受 理 窓 口 担当課 住所・電話番号・所管範囲 
島
し
ょ
地
域

都
が
受
理

 

 都市整備局 市街地建築部

 

 建築指導課 

新宿区西新宿2-8-1 
03-5388-3372 杉並区  都市整備部 建築課  杉並区阿佐谷南1-15-1

 03-3312-2111 内線3324 （所管範囲） 
大島町、利島村、新島村、 
神津島村、三宅村、御蔵島村、 
八丈町、青ヶ島村、小笠原村

豊島区  都市整備部 建築審査課  豊島区東池袋1-18-1 
 03-3981-0597 

北区   まちづくり部 建築課  北区王子本町1-15-22
 03-3908-9196 

                       再資源化等が適正に行われなかった場合の申告窓口一覧表 荒川区  都市整備部 建築課  荒川区荒川2-2-3 
 03-3802-3111 内線2842 地域 区分 受 理 窓 口 

板橋区  都市整備部 建築指導課  板橋区板橋2-65-8
 03-3579-2578 

特島
別し
区ょ
の地
区域
域

都
 
が

 
受

 
理

受 理 窓 口 担当課 住所・電話番号

環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 
 

 
新宿区西新宿2-8-1 
03-5388-3589 

練馬区  都市整備部 建築課  練馬区豊玉北6-12-1
 03-5984-1938 

足立区  都市建設部 建築調整課 
 

 足立区中央本町1-17-1
 03-3880-5952 

葛飾区  都市整備部 建築課  葛飾区立石5-13-1
 03-5654-8356 

多地
 
摩域

東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 
 

立川市錦町4-6-3 
（立川合同庁舎内） 

042-528-2694江戸川区 都市開発部 建築指導課  江戸川区中央1-4-1
 03-5662-1104 
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建設リサイクル法と石綿の関係Ｑ＆Ａ 

                         

① 石綿等の有害物質は事前調査の対象となるか？ 

 施行規則第２条第１項第１号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、

事前調査に関し、「吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着

したもの（以下「付着物」という。）の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を

行うこと。」と規定されている。 

 また、「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)」（建設リサイクル法実務

手続研究会編著。以下「工事届出等の手引」という。）では、届出書の別表中の付着物

の欄に吹付け石綿等の付着物の有無を記入し、その他の欄に、建築物解体時に有害物質

の発生がある場合には、種類、発生箇所等を記入することとしている。 

 有害物質の例としては、工事届出等の手引に記載している通り、変電施設、ＰＣＢ使

用トランス、ＰＣＢ含有シーリング材、ＣＣＡ等の防腐・防蟻材、鉄骨等の特定建設資

材以外のものに吹き付けられた石綿、特定建設資材に付着していない飛散性の石綿、非

飛散性であるが適切な作業基準による措置を講じないと解体により飛散することが見込

まれる石綿等が考えられる。 

  以上を踏まえ、石綿等の有害物質は事前調査の対象となると解釈するのが妥当である。 

  なお、石綿障害予防規則では、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、 

当該調査で石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは分析調査をしなければな

らないこと（ただし、石綿等が使用されているものとみなして必要な措置を講ずるとき

はこの限りでない。）が規定されており、石綿等の使用の有無を確実に調査することが

求められている。 

 石綿障害予防規則に係る事前調査を行う場合には、（社）日本石綿協会の「既存建築

物における石綿使用の事前診断監理指針」（平成１７年４月）に石綿の使用部位や石綿

含有建材等が示されているので、これを参考にすることが可能である。 

 

② 付着物とは？ 

「付着物」とは、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、ビニール床タイル等の特

定建設資材に付着したものをいい、鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた

石綿は含まない。 

 

③ 石綿等の有害物質は事前措置の対象となるか？ 

  施行規則第２条第１項第３号では、分別解体等に係る施工方法に関する基準として、

事前措置に関し、「付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別

解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。」と規定されている。 

 また、工事届出等の手引では、届出書の別表中のその他の欄に、付着物や有害物質が

存在する場合の対処方法等を記入することとしている。 

 事前措置としては付着物の除去、特定建設資材に付着していない飛散性の石綿の除去、 

ＰＣＢ使用機器の適正処理等に限られるものとして取扱い、工事着手前に除去する必要



- 135 - 

 のない非飛散性の石綿などの有害物質の除去等は含まないと解釈するのが妥当である。

 

④ 飛散性及び非飛散性の石綿の除去や取り外し等に係る法律は？ 

 飛散性及び非飛散性の石綿の除去や取り外し等の際の飛散防止やばく露防止その他必

要な措置を規定する法律としては、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、大気汚染防

止法及び同法に係る都道府県の条例、廃棄物処理法等（以下「石綿関係法令」という。） 

があり、飛散性及び非飛散性の石綿の除去や取り外し等並びに収集・運搬及び処理に当

たっては、これらの関係法令を遵守して行う必要がある。 

 なお、石綿関係法令の具体的規制内容については、別紙「表１」を参照。 

 

⑤ 飛散性及び非飛散性の石綿の除去や取り外し等に当たっては、石綿関係法令を遵守し

 て行わなければならないが、その結果、建設リサイクル法の施行規則第２条第３項に規

 定する施工順序どおりに施工できない場合、同項のただし書き「ただし、建築物の構造

 上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。」に該当す 

 るか？ 

  該当する。 

 

⑥ 建築物の解体工事等に係る石綿の取扱いについては、建設業労働災害防止協会や都道

 府県等が定める各種のマニュアル等において、石綿含有成形版等は湿潤化した上で手作

 業で取り外し等を行うよう示されており、作業に当たっては、足場、養生、親綱及び命

 綱設置等の措置をしなければならないが、この仮設設置及び安全管理に関する根拠法令 

 は？ 

  労働安全衛生法及び同法に係る諸規則に基づき、適正に、足場、養生、親綱及び命綱 

設置等の措置をする必要がある。 

 

⑦ 解体工事により発生した石綿含有成形版等の廃棄物は、どのような法令、基準に基づ 

 き処理したらよいか？ 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法に係る環境省通知や基準、都道府県及び 

指定都市等の条例並びに指針類などの規定による。 

 また、石綿含有成形板等を受け入れる最終処分場等では受入基準等を定めている場合

があるので、その場合には当該受入基準等に従う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



 

アスベスト等を含む建築物等の解体時における規制の概要  
表１ 

解体等の対象

実施事項 

石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた建築物等 備考 

１ 石綿等が吹き付けられた建築物等 ２ 石綿等が張り付けられた建

築物等（粉じんを著しく飛

散するおそれのあるもの） 

３ １，２以外の建

築物等 耐火又は準耐火建

築物 

その他 

事前調査 ○ ○ ○ ○ 石（3,8 条）厚通知(H17.6.22 基安化 0622001) 

飛散防止対策掲示 
○ ○ ○ ○ 厚通知(H17．8.2 基安発 0802003)  

○ ○ ○  大則（16 条の 4） 

作業計画の作成 ○ ○ ○ ○ 石（4 条） 

計画の届出 ○    安衛則（91 条） 

作業の届出 
 ○ ○  石（5 条） 

○ ○ ○  大（18 条の 15） 

作業者への特別教育 ○ ○ ○ ○ 安衛則(36 条)、石（27 条） 

作業主任者の選任 ○ ○ ○ ○ 安衛則(16 条)、石（19 条） 

作

業

基

準 

隔離 
○ ○   石(6 条) 

○ ○ △（作業方法による）  大則(16 条の 4) 

前室の設置 ○ ○ △（作業方法による）  大則(16 条の 4) 

作業場の負圧確保 ○ ○ △（作業方法による）  大則(16 条の 4) 

湿潤化等 
○ ○ ○ ○ 石（13 条） 

○ ○ ○  大則(16 条の 4) 

除去後飛散抑制措置 ○ ○ ○  大則(16 条の 4) 

保護具の着用 ○ ○ ○ ○ 石(14,44～46 条) 

作業者以外立入禁止   ○  石(7 条) 

関係者以外立入禁止 ○ ○ ○ ○ 石(15 条) 

注文者の配慮 
○ ○ ○ ○ 石(9 条) 

○ ○ ○  大（18 条の 19） 

※ １ 備考の欄の 安衛則は労働安全衛生規則、石は石綿障害予防規則、大は大気汚染防止法、大則は大気汚染防止法施行規則、厚通知は厚生労働省通知をそれ

ぞれ指す。 

※ ２ 都道府県または市町村によっては、石綿等を含む建築物等の解体等工事に際し、条例により独自の規制を設けている場合があるので、留意する必要がある。 

※ ３ 作業基準は、建築物等に含まれる石綿等の種類によって異なるので、詳細は別途、各所管（各都道府県大気汚染防止法担当部局・労働基準監督署）と協議

する必要がある。 

※ ４ 大気汚染防止法に基づく作業の届出は、現在のところ建築物のみが対象だが、平成１８年２月１０日に改正公布された大気汚染防止法により、その他の工

作物についても対象とされることとなり、公布の日（平成１８年２月１０日）から８ヵ月以内に施行される予定。 

※ ５ 石綿等が張り付けられた建築物等（粉じんを著しく飛散するおそれのあるもの）の解体に対する大気汚染防止法の作業基準では、掻き落とし、切断、又は

破砕以外の方法で、石綿を含有する建築材料を除去する場合、表中△印の措置について、簡素化可、又は不要の場合がある。 
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労働安全衛生法・石綿障害予防規則（石綿則）の概要  

厚生労働省 東京労働局 

建築物等の解体等に係る主な対策 

事前調査 

(石綿則3条) 

あらかじめ,石綿の使用の有無を目視,設計図書等により調査し,結果を記録する｡ 

調査の結果,石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは,石綿の使用の有無 

を分析調査し,結果を記録する｡ただし,石綿が吹き付けられていないことが明らか

で,石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合,分析調査の必要はない｡ 

作業計画 

(石綿則4条) 

あらかじめ,作業に従事する労働者へのばく露対策等を盛り込んだ作業計画を作成

した上で,作業を行う｡ 

届出 

(安衛則91条,石綿則 

5条) 

①耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については,工事開 

始の14日前までに｢建設工事計画届｣を所轄労働基準監督署長に届け出る｡ 

②石綿含有の保温材,耐火被覆材,断熱材の除去作業及び①以外の吹付け石綿の除 

去作業については,工事開始前までに｢建築物解体等作業届｣を所轄労働基準監督署

長に届け出る｡ 

隔離･立入禁止 

(石綿則6条,7条,27 

条) 

①吹付け石綿の除去を行うときは,作業場所を隔離する｡ 

②石綿含有の保温材,耐火被覆材,断熱材の除去を行うときは,作業に従事する労働 

者以外の者が立ち入ることを禁止し,その旨を表示する｡また,特定元方事業者は, 

請負人への通知,作業の時間帯の調整等必要な措置を講じる｡ 

③その他の石綿使用建築物等の解体等の作業においても,関係者以外の者が立ち入 

ることを禁止し,その旨を表示する｡ 

湿潤化 

(石綿則13条) 

石綿を湿潤な状態のものとする｡ 

保護具 

(石綿則14条,44条～ 

46条) 

①労働者に呼吸用保護具,保護衣等を使用させる｡ 

②保護具等は,他の衣服から隔離して保管し,廃棄のために容器等に梱包したとき 

以外は,付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない｡ 

作業主任者 

(石綿則19条,20条) 

必要な技能講習を修了した者のうちから,石綿作業主任者を選任し,作業方法の決 

定,労働者の指揮,保護具の使用状況の監視等を行わせる｡ 

特別教育 

(石綿則27条) 

解体等の作業に従事する労働者に,必要な知識を付与するための法定の特別教育を

行う｡ 

 

建築物の解体等の発注時における措置 

情報の提供 

(石綿則8条) 

解体工事等の発注者は,工事の請負人に対し,建築物等における石綿含有建材の使 

用状況等(設計図書等)を通知するよう努める｡ 

注文者の配慮 

(石綿則9条) 

解体工事等の注文者は,作業を請け負った事業者が,契約条件等により必要な措置 

を講ずることができなくなることのないよう,解体方法,費用等について,法令の規

定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する｡ 
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その他,石綿取扱い作業時の措置 

洗浄設備 

(石綿則31条) 

石綿取扱い作業に労働者を従事させるときは,洗顔,洗身又はうがいの設置,更衣設

備及び洗濯のための設備を設ける｡ 

容器等 

(石綿則32条) 

①石綿を運搬し,又は貯蔵するときは,石綿の粉じんが発散するおそれがないよう 

に,堅固な容器を使用し,又は確実な包装をし,見やすい箇所に石綿等が入っている

こと及びその取扱い上の注意事項を表示する。 

②石綿の保管については,一定の場所を定めておく。 

③石綿の運搬,貯蔵等のため使用した容器又は包装については,石綿の粉じんが発 

散しないような措置を講じ,保管するときは,一定の場所を定めて集積しておく。 

喫煙等の禁止 

(石綿則33条) 

石綿取扱い作業場で労働者が喫煙し,又は飲食することを禁止し,かつ,その旨を作

業場所の見やすい箇所に表示する。 

掲示 

(石綿則34条) 

石綿取扱い作業場には,石綿の取扱い上の注意事項,使用すべき保護具等の事項を,

作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。 

作業記録 

(石綿則35条) 

石綿取扱い作業場で常時作業に従事する労働者について,1月を超えない期間ごと 

に,従事作業の概要,作業従事期間等の事項を記録し,30年間保管する。 

測定 

(石綿則36条) 

石綿取扱い作業場について,6月以内ごとに1回,定期に,石綿の空気中における濃度

を測定し,30年間保存する。 

健康診断 

(石綿則40条～42条) 

石綿取扱い業務に常時従事する労働者に対し,雇い入れ又は当該業務への配置替え

の際及びその後6月以内ごとに1回,定期に,業務経歴の調査,胸部エックス線直接撮

影による検査等の項目について医師による健康診断を行い,石綿健康診断個人票を

作成し,30年間保存する。 

健康診断結果報告 

(石綿則43条) 

定期の石綿健康診断を実施したときは,石綿健康診断結果報告書を所轄労働基準監

督署長に提出する。 

事業廃止時の報告 

(石綿則49条) 

石綿取扱い事業者は,事業を廃止しようとするときは,石綿関係記録等報告書に,石

綿則35条の作業記録,36条の測定記録,41条の石綿健康診断個人票を添えて,所轄労

働基準監督署長に提出する。 

 

建築物に吹き付けられた石綿の管理 

事業者の責務 

(石綿則10条1項) 

労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷,劣化等によりその粉じん

を発散させ,労働者がその粉じんにぱく露するおそれがあるときは,吹付け石綿の 

除去,封じ込め,固い込み等の措置を講じる｡ 

建築物貸与者の責務 

(石綿則10条2項) 

事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は,当該建築物の貸与を受けた2以 

上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷,劣化等によりそ

の粉じんを発散させ,労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは,1項と

同様の措置を講じる｡ 
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平成１９年４月１日から環境確保条例（アス

ベスト解体工事）の様式が改正されました 
 

 
東京都環境確保条例等が改正され、平成１９年４月１日から特定粉じん排出等作業にか

かる届出様式が改正されました。 
これまで使用してきた条例の第３５号様式及び第３５号様式の２を改正して、新たに第

３５号様式とするものです。 
 

１ 届出様式 
様 式 

工事内容 

大気汚染防止法 環境確保条例 

様式第３の４ 第３５号様式 

吹付け石綿の使用面積 
１５㎡以上 〇 〇 

１５㎡未満 〇  

吹付け石綿、保温材等が使用されている建築

物の延べ面積又は工作物の築造面積 

５００㎡以上 〇 〇 

５００㎡未満 〇  

   ※「大気汚染防止法 様式第３の４」に変更はありません。 

   ※当分の間、旧様式で作成した書類でも必要事項が記載されていれば受理します。 

 

２ 届出窓口 
工事の場所 工事の規模 届出窓口 

２３区（特別区） すべての工事 各区の環境主管課 

八王子市 すべての工事 八王子市環境部環境保全課 

その他の市 

延べ面積が５００㎡未満の建築物 

築造面積が５００㎡未満の工作物 
各市の環境主管課 

延べ面積が５００㎡以上の建築物 

築造面積が５００㎡以上の工作物 
東京都多摩環境事務所環境改善課 

西多摩郡の町村 すべての工事 東京都多摩環境事務所環境改善課 

島しょ すべての工事 東京都環境局環境改善部大気保全課

※ 八王子市内の届出は、すべて八王子市になりました。 

 
３ 届出の時期及び部数 
  工事施工開始日の１４日前までに、「２」の届出窓口に２部提出してください。 

  ※ 東京都へ届出する場合は知事、区役所・市役所の場合は区長・市長あてになります。 

  ※ 環境確保条例の届出は、大気汚染防止法の届出と同時に提出してください。 

 

問い合せ先 
 東京都環境局環境改善部大気保全課  新宿区西新宿２－８－１  電話 ０３－５３８８－３４９２ 

 東京都多摩環境事務所環境改善課   立川市錦町４－６－３   電話 ０４２－５２３－３１７１ 


	01+　表紙
	02　目次
	03　本文　第１章　計画の基本的考え方
	04　本文　第２章　計画的な取組
	05　本文　第３章　建設副産物の利用調整等
	06+　本文　第４章　建設リサイクル法への対応
	07+　本文　第５章　建設副産物の適正処理
	08+　本文　第６章　建設副産物のリサイクル等
	09　本文　第７章　緑のリサイクル
	10　本文　第８章　建設グリーン調達
	11　本文　第９章　建設リサイクル実施状況の把握等
	12    中扉（巻末資料　鏡）及び目次
	13+　　問い合わせ先一覧（建設リサイクル全般、解体工事等）
	14　　土砂の採取、埋立、盛土等に係る関係法令一覧
	15　　問い合わせ先一覧（土砂の採取、埋立、盛土等に係る法令所管行政庁）
	16　　問い合わせ先一覧（汚染土壌処理施設情報等）
	17+　　参考図書一覧
	18　　建設副産物の種類
	19　  関係法令罰則一覧
	20 収集運搬業者、処分業者一覧
	21    港湾、漁港、空港一覧
	22 清掃施設一覧
	23　　重量換算係数表
	24　　発生土利用基準（土質区分基準）
	25    発生土利用基準(適用用途標準１２３)
	26　H23届出（通知）受理窓口一覧表（印刷縮小７０％）
	27　　建設リサイクル法と石綿の関係　Ｑ＆Ａ
	28　  アスベストを含む建築物等の解体時における規制の概要
	29　　労働安全衛生法・石綿障害予防規則の概要
	30  　アスベスト解体工事の届出様式の改正について

